
３ 採用・退職関係
(本表は附帯調査に
よるものである。)
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1,
32
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.４
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短
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卒
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卒
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卒
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短
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北
海

道
－

－
－

－
－
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76
8

1,
61
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6
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－
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1
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2
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3
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－
－

－
－

－
－

－
北

海
道

青
森

－
1

－
－

1
－

20
8

23
6

23
4

1
1

－
88
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5

60
3
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－

－
－

－
－

－
－
青

森
岩

手
1

1
－

－
1

－
23
6

25
5

24
5

6
4

－
11
9

88
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9
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－
4

8
7

－
1

－
岩

手
宮

城
1

－
－

－
－
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2

67
6
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1

12
3

－
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1
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4
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2
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－
－

－
－

－
－

－
宮

城
秋

田
－

－
－

－
－

－
20
7

16
2
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0

2
－

－
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7
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6

68
－
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－

－
－

－
－

－
－
秋

田
山

形
－

－
－

－
－

－
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6
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5

3
－

－
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65
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－

－
－

－
－

－
－
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形
福

島
－

－
－

－
－
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1
－
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第14表 指定都市別，職員区分別，学歴別採用職員数

区 分

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員 一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

25.４.１

24.４.１ ～ 25.３.31

25.４.１

24.４.１ ～ 25.３.31

計 大学卒 短大卒 高校卒 中学卒 計 大学卒 短大卒 高校卒 中学卒

札 幌 338 320 268 12 40 － 18 20 － － 20 －
仙 台 162 233 192 10 31 － － － － － － －
さ い た ま 131 155 146 － 9 － － － － － － －
千 葉 142 151 133 5 13 － 6 2 － － － 2
横 浜 578 550 501 1 48 － 56 56 － － － 56
川 崎 102 214 185 10 19 － 7 6 1 － 5 －
相 模 原 122 123 118 － 5 － 4 4 － － 4 －
新 潟 107 105 101 － 4 － － － － － － －
静 岡 58 96 90 3 3 － － － － － － －
浜 松 41 58 55 － 3 － － － － － － －
名 古 屋 322 317 305 － 12 － 11 4 － － 1 3
京 都 198 198 193 － 5 － － 7 － － － 7
大 阪 337 166 146 2 18 － 5 4 － － 3 1

堺 99 107 94 5 8 － － － － － － －
神 戸 319 234 202 8 24 － － － － － － －
岡 山 75 78 64 4 8 2 － － － － － －
広 島 83 133 117 11 5 － 7 5 － － 5 －
北 九 州 123 133 116 7 10 － － 6 － － 6 －
福 岡 261 294 242 5 47 － 9 27 － － 27 －
熊 本 59 175 157 － 18 － － － － － － －

指 定 都 市 計 3,657 3,840 3,425 83 330 2 123 141 1 － 71 69

区 分

一 般 職 員

25．４．１

24．４．１ ～ 25．３．31

計 大 学 卒 短 大 卒 高 校 卒 中 学 卒

うち試験 うち試験 うち試験 うち試験 うち試験
札 幌 642 650 486 457 360 83 42 110 84 － －
仙 台 412 512 417 394 304 54 52 64 61 － －
さ い た ま 310 376 356 299 279 48 48 29 29 － －
千 葉 384 409 231 286 177 95 30 26 24 2 －
横 浜 868 831 807 655 635 7 7 112 108 57 57
川 崎 354 571 282 414 256 113 6 44 20 － －
相 模 原 204 189 175 162 153 14 13 13 9 － －
新 潟 326 330 204 181 59 114 114 35 31 － －
静 岡 220 331 278 236 184 76 75 19 19 － －
浜 松 134 138 119 113 94 12 12 13 13 － －
名 古 屋 850 1,072 677 731 614 115 23 218 40 8 －
京 都 381 499 407 376 342 38 22 75 36 10 7
大 阪 647 618 308 416 221 102 4 99 83 1 －

堺 167 191 86 153 62 15 9 23 15 － －
神 戸 413 362 268 283 216 20 9 59 43 － －
岡 山 189 199 170 151 127 31 30 15 11 2 2
広 島 342 501 288 317 220 145 39 39 29 － －
北 九 州 268 405 316 253 179 113 109 39 28 － －
福 岡 367 427 310 305 224 9 9 113 77 － －
熊 本 199 323 248 237 197 48 13 38 38 － －

指 定 都 市 計 7,677 8,934 6,433 6,419 4,903 1,252 666 1,183 798 80 66

⑵ 指定都市―１ （単位：人）

区 分

全 職 員

25．４．１

24．４．１ ～ 25．３．31

計 大 学 卒 短 大 卒 高 校 卒 中 学 卒

札 幌 654 666 473 83 110 －
仙 台 443 535 416 55 64 －
さ い た ま 330 391 313 49 29 －
千 葉 409 433 310 95 26 2
横 浜 910 867 691 7 112 57
川 崎 367 589 432 113 44 －
相 模 原 221 196 169 14 13 －
新 潟 355 361 212 114 35 －
静 岡 254 350 253 78 19 －
浜 松 171 161 126 22 13 －
名 古 屋 892 1,110 766 115 221 8
京 都 430 542 418 39 75 10
大 阪 1,197 1,211 884 178 148 1

堺 275 348 268 52 28 －
神 戸 460 392 310 23 59 －
岡 山 212 216 168 31 15 2
広 島 356 511 326 146 39 －
北 九 州 277 411 258 114 39 －
福 岡 398 449 327 9 113 －
熊 本 214 335 249 48 38 －

指 定 都 市 計 8,825 10,074 7,369 1,385 1,240 80
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第14表 指定都市別，職員区分別，学歴別採用職員数

⑵ 指定都市―２ （単位：人）

区 分

教 育 公 務 員 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 職 員

25.４.１

24.４.１ ～ 25.３.31

25.４.１

24.４.１ ～ 25.３.31

計 大学卒 短大卒 高校卒 中学卒 計 大学卒 短大卒 高校卒 中学卒

札 幌 12 16 16 － － － － － － － － －
仙 台 31 23 22 1 － － － － － － － －
さ い た ま 20 15 14 1 － － － － － － － －
千 葉 25 24 24 － － － － － － － － －
横 浜 42 36 36 － － － － － － － － －
川 崎 13 18 18 － － － － － － － － －
相 模 原 17 7 7 － － － － － － － － －
新 潟 29 31 31 － － － － － － － － －
静 岡 34 19 17 2 － － － － － － － －
浜 松 37 23 13 10 － － － － － － － －
名 古 屋 42 38 35 － 3 － － － － － － －
京 都 49 43 42 1 － － － － － － － －
大 阪 550 593 468 76 49 － － － － － － －

堺 108 157 115 37 5 － － － － － － －
神 戸 47 30 27 3 － － － － － － － －
岡 山 23 17 17 － － － － － － － － －
広 島 14 10 9 1 － － － － － － － －
北 九 州 9 6 5 1 － － － － － － － －
福 岡 31 22 22 － － － － － － － － －
熊 本 15 12 12 － － － － － － － － －

指 定 都 市 計 1,148 1,140 950 133 57 － － － － － － －
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区
分

全
職

員
一

般
職

員
一
般
職
員
の
う
ち
一
般
行
政
職
員

区
分

25
.４
.１

24
.４
.１

～
25
.３
.3
1

25
.４
.１

24
.４
.１

～
25
.３
.3
1

25
.４
.１

24
.４
.１

～
25
.３
.3
1

計
大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
中
学
卒

計
大

学
卒

短
大

卒
高

校
卒

中
学
卒

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

う
ち
試
験

う
ち
試
験

う
ち
試
験

う
ち
試
験

う
ち
試
験

北
海

道
1,
43
3

1,
68
2

91
2

55
5

21
4

1
1,
38
2

1,
62
8

1,
22
3

86
3

59
9

55
0

41
7

21
4

20
6

1
1

50
0

52
3

37
4

30
11
8

1
北

海
道

青
森

45
7

46
9

28
6

13
2

51
－

45
4

46
5

34
3

28
2

19
0

13
2

10
8

51
45

－
－

17
5

17
2

12
8

14
30

－
青

森
岩

手
37
4

37
8

25
1

75
52

－
35
5

35
7

31
5

23
2

19
8

73
69

52
48

－
－

21
8

19
9

15
7

11
31

－
岩

手
宮

城
46
5

51
6

27
6

10
6

13
4

－
43
5

49
7

37
1

25
9

16
1

10
4

89
13
4

12
1

－
－

17
6

22
2

12
3

9
90

－
宮

城
秋

田
36
8

37
1

22
4

82
65

－
35
0

35
4

26
3

20
7

13
4

82
71

65
58

－
－

15
0

12
7

97
5

25
－
秋

田
山

形
37
3

42
9

26
9

98
62

－
36
8

42
6

36
2

26
6

20
3

98
98

62
61

－
－

15
8

15
8

12
7

7
24

－
山

形
福

島
54
9

61
4

39
7

12
5

92
－

53
8

59
6

51
1

38
5

30
3

11
9

11
9

92
89

－
－

23
8

33
9

24
6

25
68

－
福

島
小

計
2,
58
6

2,
77
7

1,
70
3

61
8

45
6

－
2,
50
0

2,
69
5

2,
16
5

1,
63
1

1,
18
9

60
8

55
4

45
6

42
2

－
－

1,
11
5

1,
21
7

87
8

71
26
8

－
小

計

茨
城

78
9

72
5

54
3

10
8

74
－

76
1

68
8

65
7

52
7

50
3

87
87

74
67

－
－

47
2

42
8

36
3

24
41

－
茨

城
栃

木
47
4

42
6

33
8

43
45

－
47
0

41
8

32
1

33
2

26
0

41
22

45
39

－
－

25
7

21
1

18
7

3
21

－
栃

木
群

馬
56
9

53
7

42
6

80
28

3
52
2

48
7

42
5

38
1

32
1

75
73

28
28

3
3

25
8

23
0

20
2

14
14

－
群

馬
埼

玉
1,
89
9

2,
01
4

1,
49
4

37
7

14
3

－
1,
78
1

1,
89
4

1,
66
4

1,
38
4

1,
16
8

36
7

35
7

14
3

13
9

－
－

83
8

82
7

74
8

35
44

－
埼

玉
千

葉
2,
10
7

2,
19
3

1,
49
3

44
0

26
0

－
2,
03
0

2,
12
0

1,
63
3

1,
43
8

1,
07
8

42
2

31
3

26
0

24
2

－
－

92
0

1,
00
0

84
1

55
10
4

－
千

葉
東

京
91
3

1,
18
4

96
0

19
6

28
－

90
4

1,
17
5

1,
01
4

95
3

84
8

19
4

14
2

28
24

－
－

54
4

70
1

67
3

6
22

－
東

京
神

奈
川

1,
08
5

1,
43
5

91
6

31
4

18
4

21
1,
07
3

1,
42
6

92
1

91
0

62
5

31
1

19
5

18
4

82
21

19
39
3

47
5

43
9

15
20

1
神

奈
川

小
計

7,
83
6

8,
51
4

6,
17
0

1,
55
8

76
2

24
7,
54
1

8,
20
8

6,
63
5

5,
92
5

4,
80
3

1,
49
7

1,
18
9

76
2

62
1

24
22

3,
68
2

3,
87
2

3,
45
3

15
2

26
6

1
小

計

新
潟

45
9

43
6

24
3

10
3

90
－

45
2

43
2

38
5

24
2

20
4

10
0

96
90

85
－

－
23
4

19
5

14
1

17
37

－
新

潟
富

山
48
6

50
2

32
7

16
0

15
－

48
4

49
9

37
7

32
4

22
9

16
0

13
6

15
12

－
－

12
2

12
5

11
1

8
6

－
富

山
石

川
1,
08
2

38
4

23
8

95
49

2
1,
07
0

37
3

29
6

22
7

16
3

95
88

49
43

2
2

17
9

13
7

11
2

6
19

－
石

川
福

井
22
8

24
1

17
1

61
9

－
22
5

23
6

22
1

16
7

15
3

60
59

9
9

－
－

12
6

12
6

10
6

14
6

－
福

井
小

計
2,
25
5

1,
56
3

97
9

41
9

16
3

2
2,
23
1

1,
54
0

1,
27
9

96
0

74
9

41
5

37
9

16
3

14
9

2
2

66
1

58
3

47
0

45
68

－
小

計

山
梨

33
1

32
9

19
9

11
2

18
－

31
5

31
9

26
5

18
9

15
2

11
2

10
3

18
10

－
－

15
1

12
5

10
5

12
8

－
山

梨
長

野
60
8

64
4

39
2

17
2

80
－

60
3

64
0

52
6

38
8

31
3

17
2

14
2

80
71

－
－

27
1

25
2

20
3

12
37

－
長

野
岐

阜
76
4

88
0

55
2

24
5

77
6

71
2

83
3

52
3

51
3

31
0

23
7

14
5

77
63

6
5

25
0

23
7

20
7

14
16

－
岐

阜
静

岡
97
8

1,
22
7

74
8

38
7

92
－

92
9

1,
15
1

88
2

69
7

46
1

36
2

34
3

92
78

－
－

30
1

31
1

26
4

19
28

－
静

岡
愛

知
2,
43
5

2,
55
7

1,
56
7

84
5

14
2

3
2,
39
6

2,
51
7

1,
77
0

1,
54
9

1,
10
7

82
4

54
4

14
1

11
6

3
3

64
6

67
5

60
8

31
36

－
愛

知
三

重
69
8

66
3

47
2

14
3

44
4

64
2

61
6

52
1

42
9

34
6

14
0

13
1

43
40

4
4

23
7

19
4

17
2

11
11

－
三

重
小

計
5,
81
4

6,
30
0

3,
93
0

1,
90
4

45
3

13
5,
59
7

6,
07
6

4,
48
7

3,
76
5

2,
68
9

1,
84
7

1,
40
8

45
1

37
8

13
12

1,
85
6

1,
79
4

1,
55
9

99
13
6

－
小

計

滋
賀

81
0

81
0

52
4

25
9

27
－

74
9

75
1

44
5

49
5

31
3

22
9

11
2

27
20

－
－

23
7

22
9

21
2

6
11

－
滋

賀
京

都
45
0

45
6

31
7

11
4

25
－

44
0

44
3

40
6

31
1

27
9

10
7

10
3

25
24

－
－

23
1

20
6

18
2

15
9

－
京

都
大

阪
1,
92
6

2,
24
7

1,
49
4

55
2

20
1

－
1,
70
3

2,
05
4

1,
57
6

1,
38
1

1,
02
4

47
4

35
9

19
9

19
3

－
－

65
8

78
0

69
0

25
65

－
大

阪
兵

庫
1,
42
2

1,
61
4

1,
11
1

40
0

10
0

3
1,
30
1

1,
48
9

1,
25
0

1,
00
6

80
9

38
0

34
8

10
0

90
3

3
51
5

57
0

51
0

29
31

－
兵

庫
奈

良
42
5

44
9

33
1

89
29

－
38
3

41
5

37
0

30
8

27
0

78
76

29
24

－
－

19
1

20
1

17
9

5
17

－
奈

良
和

歌
山

28
2

32
9

21
3

80
36

－
26
2

31
2

25
3

19
8

14
7

78
77

36
29

－
－

13
9

12
1

97
3

21
－
和

歌
山

小
計

5,
31
5

5,
90
5

3,
99
0

1,
49
4

41
8

3
4,
83
8

5,
46
4

4,
30
0

3,
69
9

2,
84
2

1,
34
6

1,
07
5

41
6

38
0

3
3

1,
97
1

2,
10
7

1,
87
0

83
15
4

－
小

計

鳥
取

11
3

11
6

81
25

10
－

10
7

11
2

63
77

44
25

11
10

8
－

－
56

47
37

2
8

－
鳥

取
島

根
19
9

24
3

13
5

69
39

－
18
6

23
2

19
2

12
8

95
65

60
39

37
－

－
71

49
38

4
7

－
島

根
岡

山
46
4

47
5

33
8

91
45

1
41
5

42
8

37
8

30
0

26
0

82
73

45
44

1
1

18
6

17
3

15
4

8
11

－
岡

山
広

島
60
1

73
0

49
9

15
8

71
2

57
2

68
4

59
8

46
2

38
7

14
9

14
1

71
68

2
2

24
7

26
0

22
4

12
23

1
広

島
山

口
37
6

43
0

26
0

94
76

－
36
5

42
1

39
3

25
5

22
8

90
89

76
76

－
－

15
1

18
2

14
2

8
32

－
山

口
小

計
1,
75
3

1,
99
4

1,
31
3

43
7

24
1

3
1,
64
5

1,
87
7

1,
62
4

1,
22
2

1,
01
4

41
1

37
4

24
1

23
3

3
3

71
1

71
1

59
5

34
81

1
小

計

徳
島

21
6

24
8

17
8

36
34

－
19
2

22
8

20
5

15
9

13
8

35
35

34
32

－
－

80
97

80
1

16
－
徳

島
香

川
32
9

41
5

26
1

12
6

28
－

28
2

36
2

32
0

23
0

19
2

10
4

10
4

28
24

－
－

11
1

11
4

97
5

12
－
香

川
愛

媛
34
8

36
5

24
5

90
30

－
33
9

35
8

31
0

24
0

20
0

88
84

30
26

－
－

16
1

16
1

13
6

7
18

－
愛

媛
高

知
23
6

27
6

16
6

41
56

13
22
8

26
7

25
3

15
8

14
6

40
40

56
54

13
13

13
6

16
4

11
7

10
37

－
高

知
小

計
1,
12
9

1,
30
4

85
0

29
3

14
8

13
1,
04
1

1,
21
5

1,
08
8

78
7

67
6

26
7

26
3

14
8

13
6

13
13

48
8

53
6

43
0

23
83

－
小

計

福
岡

50
0

53
3

38
0

43
11
0

－
47
4

50
6

43
7

35
7

30
1

39
31

11
0

10
5

－
－

33
0

32
1

23
9

14
68

－
福

岡
佐

賀
23
5

21
3

16
2

29
22

－
23
3

21
1

19
3

16
1

14
4

28
28

22
21

－
－

15
5

11
8

10
3

－
15

－
佐

賀
長

崎
39
8

53
1

33
4

76
12
1

－
38
2

51
8

44
5

32
2

25
4

75
73

12
1

11
8

－
－

17
1

23
4

18
2

13
39

－
長

崎
熊

本
25
7

29
6

17
2

88
36

－
25
0

29
2

21
9

16
8

12
2

88
67

36
30

－
－

11
4

11
6

81
8

27
－
熊

本
大

分
40
3

47
8

28
5

10
0

92
1

38
5

45
8

37
8

27
1

20
8

94
80

92
89

1
1

18
2

18
1

14
7

9
25

－
大

分
宮

崎
29
8

25
5

18
6

28
41

－
28
7

24
2

22
7

17
3

16
0

28
28

41
39

－
－

16
8

14
6

11
4

10
22

－
宮

崎
鹿

児
島

54
4

54
5

37
3

91
81

－
45
4

46
8

42
3

29
8

25
5

89
88

81
80

－
－

18
8

18
1

14
2

16
23

－
鹿

児
島

沖
縄

41
3

45
1

27
3

11
9

59
－

37
5

41
2

38
5

25
8

23
8

95
92

59
55

－
－

23
7

25
6

18
3

45
28

－
沖

縄
小

計
3,
04
8

3,
30
2

2,
16
5

57
4

56
2

1
2,
84
0

3,
10
7

2,
70
7

2,
00
8

1,
68
2

53
6

48
7

56
2

53
7

1
1

1,
54
5

1,
55
3

1,
19
1

11
5

24
7

－
小

計

東
京
都
を
除
く
計

30
,2
56

32
,1
57

21
,0
52

7,
65
6

3,
38
9

60
28
,7
11

30
,6
35

24
,4
94

19
,9
07

15
,3
95

7,
28
3

6,
00
4

3,
38
5

3,
03
8

60
57

11
,9
85

12
,1
95

10
,1
47

64
6

1,
39
9

3
東
京
都
を
除
く
計

都
道
府
県
計

31
,1
69

33
,3
41

22
,0
12

7,
85
2

3,
41
7

60
29
,6
15

31
,8
10

25
,5
08

20
,8
60

16
,2
43

7,
47
7

6,
14
6

3,
41
3

3,
06
2

60
57

12
,5
29

12
,8
96

10
,8
20

65
2

1,
42
1

3
都
道
府
県
計

特
別

区
2,
19
7

2,
14
6

1,
51
1

46
2

17
3

－
2,
12
7

2,
06
9

1,
76
1

1,
44
3

1,
37
9

45
3

22
7

17
3

15
5

－
－

1,
50
7

1,
46
7

1,
28
3

45
13
9

－
特

別
区
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第
14
表
都
道
府
県
別
，
職
員
区
分
別
，
学
歴
別
採
用
職
員
数

（
注
）
特
別
区
は
，
都
道
府
県
計
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。



⑶
市
及
び
特
別
区
―
２

（
単
位
：
人
）

区
分

一
般
職
員
の
う
ち
技
能
労
務
職
員

教
育

公
務

員
警

察
官

特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
職
員

区
分

25
.４
.１

24
.４
.１

～
25
.３
.3
1

25
.４
.１

24
.４
.１

～
25
.３
.3
1

25
.４
.１

24
.４
.１

～
25
.３
.3
1

25
.４
.１

24
.４
.１

～
25
.３
.3
1

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

北
海

道
3

9
1

－
8

－
51

54
49

5
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
北

海
道

青
森

1
1

－
－

1
－

3
4

4
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
青

森
岩

手
－

2
－

1
1

－
19

21
19

2
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
岩

手
宮

城
5

－
－

－
－

－
30

19
17

2
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
宮

城
秋

田
－

6
1

－
5

－
18

17
17

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
秋

田
山

形
－

1
－

－
1

－
5

3
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
山

形
福

島
4

－
－

－
－

－
11

18
12

6
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
福

島
小

計
10

10
1

1
8

－
86

82
72

10
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

茨
城

8
6

2
1

3
－

28
37

16
21

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
茨

城
栃

木
－

－
－

－
－

－
4

8
6

2
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
栃

木
群

馬
3

8
1

4
－

3
47

50
45

5
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
群

馬
埼

玉
47

47
8

11
28

－
11
8

12
0

11
0

10
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
埼

玉
千

葉
5

4
－

－
4

－
77

73
55

18
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
千

葉
東

京
2

－
－

－
－

－
9

9
7

2
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
東

京
神

奈
川

19
29

－
－

10
19

12
9

6
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
神

奈
川

小
計

84
94

11
16

45
22

29
5

30
6

24
5

61
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

新
潟

7
9

－
2

7
－

7
4

1
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
新

潟
富

山
7

6
1

5
－

－
2

3
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
富

山
石

川
19

13
－

2
9

2
12

11
11

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
石

川
福

井
－

－
－

－
－

－
3

5
4

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
福

井
小

計
33

28
1

9
16

2
24

23
19

4
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

山
梨

－
1

1
－

－
－

16
10

10
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
山

梨
長

野
13

10
－

－
10

－
5

4
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
長

野
岐

阜
11

16
1

2
7

6
52

47
39

8
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
岐

阜
静

岡
9

11
5

－
6

－
49

76
51

25
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
静

岡
愛

知
22

24
5

－
16

3
39

40
18

21
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
愛

知
三

重
14

7
2

2
1

2
56

47
43

3
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
三

重
小

計
69

69
14

4
40

11
21
7

22
4

16
5

57
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

滋
賀

7
1

1
－

－
－

61
59

29
30

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
滋

賀
京

都
6

8
1

2
5

－
10

13
6

7
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
京

都
大

阪
25

33
1

－
32

－
22
3

19
3

11
3

78
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
大

阪
兵

庫
14

17
2

1
11

3
12
1

12
5

10
5

20
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
兵

庫
奈

良
3

－
－

－
－

－
42

34
23

11
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
奈

良
和

歌
山

－
－

－
－

－
－

20
17

15
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
和

歌
山

小
計

55
59

5
3

48
3

47
7

44
1

29
1

14
8

2
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

小
計

鳥
取

－
－

－
－

－
－

6
4

4
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
鳥

取
島

根
10

7
－

1
6

－
13

11
7

4
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
島

根
岡

山
11

1
－

－
－

1
49

47
38

9
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
岡

山
広

島
9

15
－

－
15

－
29

46
37

9
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
広

島
山

口
6

－
－

－
－

－
11

9
5

4
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
山

口
小

計
36

23
－

1
21

1
10
8

11
7

91
26

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

小
計

徳
島

1
6

－
2

4
－

24
20

19
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
徳

島
香

川
3

4
－

－
4

－
47

53
31

22
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
香

川
愛

媛
－

－
－

－
－

－
9

7
5

2
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
愛

媛
高

知
13

15
－

1
1

13
8

9
8

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
高

知
小

計
17

25
－

3
9

13
88

89
63

26
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

福
岡

2
1

1
－

－
－

26
27

23
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
福

岡
佐

賀
1

2
2

－
－

－
2

2
1

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
佐

賀
長

崎
－

4
－

－
4

－
16

13
12

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
長

崎
熊

本
－

2
－

－
2

－
7

4
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
熊

本
大

分
13

12
2

－
10

－
18

20
14

6
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
大

分
宮

崎
－

－
－

－
－

－
11

13
13

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
宮

崎
鹿

児
島

17
16

2
1

13
－

90
77

75
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
鹿

児
島

沖
縄

－
－

－
－

－
－

38
39

15
24

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
沖

縄
小

計
33

37
7

1
29

－
20
8

19
5

15
7

38
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

東
京
都
を
除
く
計

33
8

35
4

40
38

22
4

52
1,
54
5

1,
52
2

1,
14
5

37
3

4
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
東
京
都
を
除
く
計

都
道
府
県
計

34
0

35
4

40
38

22
4

52
1,
55
4

1,
53
1

1,
15
2

37
5

4
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
都
道
府
県
計

特
別

区
41

19
1

－
18

－
70

77
68

9
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
特

別
区
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第
14
表
都
道
府
県
別
，
職
員
区
分
別
，
学
歴
別
採
用
職
員
数

（
注
）
特
別
区
は
，
都
道
府
県
計
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。



⑷
町

村
―
１

（
単
位
：
人
）

区
分

全
職

員
一

般
職

員
一
般
職
員
の
う
ち
一
般
行
政
職
員

区
分

25
.４
.１

24
.４
.１

～
25
.３
.3
1

25
.４
.１

24
.４
.１

～
25
.３
.3
1

25
.４
.１

24
.４
.１

～
25
.３
.3
1

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

計
大

学
卒

短
大

卒
高

校
卒

中
学
卒

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

う
ち
試
験

う
ち
試
験

う
ち
試
験

う
ち
試
験

う
ち
試
験

北
海

道
84
4

99
0

48
0

27
9

23
0

1
80
7

94
2

66
4

43
7

33
7

27
4

13
8

23
0

18
8

1
1

53
6

52
9

29
3

58
17
8

－
北

海
道

青
森

19
3

16
8

99
32

37
－

18
9

16
1

13
3

92
79

32
22

37
32

－
－

12
8

10
5

72
7

26
－
青

森
岩

手
13
6

18
5

11
4

30
41

－
13
2

18
3

16
0

11
3

98
29

28
41

34
－

－
95

12
7

82
11

34
－
岩

手
宮

城
17
7

20
8

99
44

65
－

17
4

20
0

17
8

97
82

38
33

65
63

－
－

11
4

13
5

69
12

54
－
宮

城
秋

田
50

53
25

12
16

－
50

51
39

23
18

12
6

16
15

－
－

35
25

13
3

9
－
秋

田
山

形
14
5

13
6

83
37

16
－

14
4

13
2

11
5

80
67

36
32

16
16

－
－

88
72

56
5

11
－
山

形
福

島
24
3

21
7

16
9

24
24

－
23
3

20
7

17
8

16
6

14
3

17
17

24
18

－
－

16
3

15
7

13
1

6
20

－
福

島
小

計
94
4

96
7

58
9

17
9

19
9

－
92
2

93
4

80
3

57
1

48
7

16
4

13
8

19
9

17
8

－
－

62
3

62
1

42
3

44
15
4

－
小

計

茨
城

12
9

98
71

16
11

－
12
7

95
90

69
69

15
12

11
9

－
－

86
65

51
12

2
－
茨

城
栃

木
10
0

83
65

10
8

－
10
0

83
79

65
62

10
10

8
7

－
－

66
57

46
3

8
－
栃

木
群

馬
12
1

12
3

92
17

14
－

11
6

11
5

10
1

87
77

14
13

14
11

－
－

73
79

67
4

8
－
群

馬
埼

玉
19
8

19
0

14
7

30
12

1
18
9

18
4

16
4

14
2

12
7

29
24

12
12

1
1

11
7

12
0

10
5

7
7

1
埼

玉
千

葉
15
1

11
1

70
26

14
1

14
9

11
0

93
69

57
26

21
14

14
1

1
84

75
54

9
12

－
千

葉
東

京
65

10
0

47
29

24
－

65
10
0

70
47

37
29

14
24

19
－

－
36

45
24

8
13

－
東

京
神

奈
川

12
2

13
3

10
1

18
14

－
11
9

13
2

12
5

10
1

94
18

18
13

13
－

－
70

76
69

4
3

－
神

奈
川

小
計

88
6

83
8

59
3

14
6

97
2

86
5

81
9

72
2

58
0

52
3

14
1

11
2

96
85

2
2

53
2

51
7

41
6

47
53

1
小

計

新
潟

50
48

26
17

5
－

49
43

43
24

24
14

14
5

5
－

－
24

22
20

1
1

－
新

潟
富

山
60

72
40

28
4

－
60

72
64

40
32

28
28

4
4

－
－

18
19

17
2

－
－
富

山
石

川
72

91
50

31
10

－
71

90
71

49
35

31
27

10
9

－
－

31
41

27
6

8
－
石

川
福

井
59

60
39

15
5

1
58

60
57

39
37

15
15

5
4

1
1

33
28

24
2

2
－
福

井
小

計
24
1

27
1

15
5

91
24

1
23
8

26
5

23
5

15
2

12
8

88
84

24
22

1
1

10
6

11
0

88
11

11
－

小
計

山
梨

50
50

38
8

4
－

50
50

43
38

32
8

7
4

4
－

－
36

32
26

3
3

－
山

梨
長

野
27
1

25
9

14
4

88
27

－
27
1

25
8

22
1

14
3

12
4

88
74

27
23

－
－

15
3

14
2

94
26

22
－
長

野
岐

阜
14
5

13
4

90
32

11
1

14
2

13
2

11
8

88
77

32
32

11
9

1
－

59
74

60
8

6
－
岐

阜
静

岡
98

81
51

22
8

－
92

71
60

47
41

16
11

8
8

－
－

50
48

34
11

3
－
静

岡
愛

知
16
6

16
5

10
0

52
13

－
16
5

16
4

16
0

99
97

52
51

13
12

－
－

89
78

67
8

3
－
愛

知
三

重
12
0

93
61

26
5

1
11
0

90
81

58
55

26
21

5
4

1
1

57
52

42
7

3
－
三

重
小

計
85
0

78
2

48
4

22
8

68
2

83
0

76
5

68
3

47
3

42
6

22
2

19
6

68
60

2
1

44
4

42
6

32
3

63
40

－
小

計

滋
賀

65
47

35
11

1
－

58
43

38
34

32
8

6
1

－
－

－
28

28
25

3
－

－
滋

賀
京

都
71

69
53

12
4

－
71

69
66

53
50

12
12

4
4

－
－

37
30

24
4

2
－
京

都
大

阪
79

81
59

11
11

－
70

76
70

56
53

9
9

11
8

－
－

46
44

37
3

4
－
大

阪
兵

庫
97

85
65

16
4

－
88

76
69

57
51

15
15

4
3

－
－

47
41

37
2

2
－
兵

庫
奈

良
15
1

16
8

11
6

37
14

1
14
2

15
7

11
3

11
2

90
31

14
13

8
1

1
91

10
7

90
7

10
－
奈

良
和

歌
山

16
5

18
0

10
1

43
36

－
16
3

17
7

15
1

98
82

43
42

36
27

－
－

81
90

59
8

23
－
和

歌
山

小
計

62
8

63
0

42
9

13
0

70
1

59
2

59
8

50
7

41
0

35
8

11
8

98
69

50
1

1
33
0

34
0

27
2

27
41

－
小

計

鳥
取

11
1

11
4

60
44

10
－

10
9

11
2

84
58

46
44

32
10

6
－

－
64

61
43

11
7

－
鳥

取
島

根
63

68
36

26
6

－
63

68
39

36
21

26
14

6
4

－
－

29
35

23
6

6
－
島

根
岡

山
80

82
49

21
12

－
74

79
74

47
43

20
20

12
11

－
－

41
52

38
6

8
－
岡

山
広

島
62

66
48

8
10

－
62

66
55

48
42

8
4

10
9

－
－

33
49

42
3

4
－
広

島
山

口
47

48
27

11
10

－
47

47
45

27
25

10
10

10
10

－
－

32
20

18
－

2
－
山

口
小

計
36
3

37
8

22
0

11
0

48
－

35
5

37
2

29
7

21
6

17
7

10
8

80
48

40
－

－
19
9

21
7

16
4

26
27

－
小

計

徳
島

93
98

59
23

16
－

86
95

75
58

46
21

16
16

13
－

－
49

46
34

5
7

－
徳

島
香

川
95

10
8

55
40

12
1

85
10
1

89
53

42
35

34
12

12
1

1
29

29
29

－
－

－
香

川
愛

媛
84

70
36

23
11

－
82

68
58

36
28

21
19

11
11

－
－

42
29

20
2

7
－
愛

媛
高

知
12
1

13
9

62
43

34
－

12
1

13
7

12
8

61
53

42
42

34
33

－
－

81
66

34
6

26
－
高

知
小

計
39
3

41
5

21
2

12
9

73
1

37
4

40
1

35
0

20
8

16
9

11
9

11
1

73
69

1
1

20
1

17
0

11
7

13
40

－
小

計

福
岡

22
3

25
3

15
2

54
47

－
19
6

23
4

19
9

13
7

12
3

50
35

47
41

－
－

13
4

13
7

96
7

34
－
福

岡
佐

賀
70

67
44

12
11

－
70

65
61

43
40

11
11

11
10

－
－

44
42

33
1

8
－
佐

賀
長

崎
59

45
32

5
8

－
56

42
38

29
29

5
3

8
6

－
－

32
27

23
1

3
－
長

崎
熊

本
16
6

15
4

71
32

51
－

16
6

15
1

14
1

69
65

31
29

51
47

－
－

10
7

10
1

51
8

42
－
熊

本
大

分
25

28
16

4
8

－
22

25
24

13
13

4
3

8
8

－
－

17
17

10
2

5
－
大

分
宮

崎
10
5

89
57

12
20

－
10
3

87
80

56
49

11
11

20
20

－
－

62
53

37
4

12
－
宮

崎
鹿

児
島

10
5

10
1

54
16

31
－

10
3

99
86

53
41

15
14

31
31

－
－

66
70

34
10

26
－
鹿

児
島

沖
縄

17
5

21
1

10
5

64
40

2
16
6

20
1

14
8

10
3

83
57

41
39

24
2

－
12
3

14
0

85
28

26
1
沖

縄
小

計
92
8

94
8

53
1

19
9

21
6

2
88
2

90
4

77
7

50
3

44
3

18
4

14
7

21
5

18
7

2
－

58
5

58
7

36
9

61
15
6

1
小

計

東
京
都
を
除
く
計

6,
01
2

6,
11
9

3,
64
6

1,
46
2

1,
00
1

10
5,
80
0

5,
90
0

4,
96
8

3,
50
3

3,
01
1

1,
38
9

1,
09
0

99
8

86
0

10
7

3,
52
0

3,
47
2

2,
44
1

34
2

68
7

2
東
京
都
を
除
く
計

都
道
府
県
計

6,
07
7

6,
21
9

3,
69
3

1,
49
1

1,
02
5

10
5,
86
5

6,
00
0

5,
03
8

3,
55
0

3,
04
8

1,
41
8

1,
10
4

1,
02
2

87
9

10
7

3,
55
6

3,
51
7

2,
46
5

35
0

70
0

2
都
道
府
県
計
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第
14
表
都
道
府
県
別
，
職
員
区
分
別
，
学
歴
別
採
用
職
員
数



⑷
町

村
―
２

（
単
位
：
人
）

区
分

一
般
職
員
の
う
ち
技
能
労
務
職
員

教
育

公
務

員
警

察
官

特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
職
員

区
分

25
.４
.１

24
.４
.１

～
25
.３
.3
1

25
.４
.１

24
.４
.１

～
25
.３
.3
1

25
.４
.１

24
.４
.１

～
25
.３
.3
1

25
.４
.１

24
.４
.１

～
25
.３
.3
1

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

計
大
学
卒

短
大
卒

高
校
卒

中
学
卒

北
海

道
6

7
2

2
2

1
37

48
43

5
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
北

海
道

青
森

3
3

－
2

1
－

4
7

7
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
青

森
岩

手
－

3
－

－
3

－
4

2
1

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
岩

手
宮

城
3

1
－

－
1

－
3

8
2

6
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
宮

城
秋

田
1

－
－

－
－

－
－

2
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
秋

田
山

形
1

1
－

－
1

－
1

4
3

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
山

形
福

島
7

－
－

－
－

－
10

10
3

7
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
福

島
小

計
15

8
－

2
6

－
22

33
18

15
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

茨
城

4
2

－
－

2
－

2
3

2
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
茨

城
栃

木
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
栃

木
群

馬
－

2
－

－
2

－
5

8
5

3
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
群

馬
埼

玉
1

－
－

－
－

－
9

6
5

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
埼

玉
千

葉
4

1
－

－
1

－
2

1
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
千

葉
東

京
1

5
－

1
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
東

京
神

奈
川

1
－

－
－

－
－

3
1

－
－

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
神

奈
川

小
計

12
10

－
1

9
－

21
19

13
5

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

小
計

新
潟

－
2

－
－

2
－

1
5

2
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
新

潟
富

山
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
富

山
石

川
1

2
－

1
1

－
1

1
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
石

川
福

井
4

2
1

1
－

－
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
福

井
小

計
6

6
1

2
3

－
3

6
3

3
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

山
梨

－
1

－
－

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
山

梨
長

野
－

2
－

－
2

－
－

1
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
長

野
岐

阜
－

5
1

－
4

－
3

2
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
岐

阜
静

岡
－

3
2

－
1

－
6

10
4

6
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
静

岡
愛

知
1

8
－

2
6

－
1

1
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
愛

知
三

重
2

2
－

－
1

1
10

3
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
三

重
小

計
3

21
3

2
15

1
20

17
11

6
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

滋
賀

6
1

－
－

1
－

7
4

1
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
滋

賀
京

都
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
京

都
大

阪
－

－
－

－
－

－
9

5
3

2
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
大

阪
兵

庫
－

－
－

－
－

－
9

9
8

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
兵

庫
奈

良
5

5
1

2
1

1
9

11
4

6
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
奈

良
和

歌
山

2
－

－
－

－
－

2
3

3
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
和

歌
山

小
計

14
6

1
2

2
1

36
32

19
12

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

小
計

鳥
取

－
2

－
1

1
－

2
2

2
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
鳥

取
島

根
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
島

根
岡

山
2

4
－

－
4

－
6

3
2

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
岡

山
広

島
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
広

島
山

口
－

－
－

－
－

－
－

1
－

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
山

口
小

計
4

6
－

1
5

－
8

6
4

2
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

徳
島

－
1

－
－

1
－

7
3

1
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
徳

島
香

川
2

15
1

3
10

1
10

7
2

5
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
香

川
愛

媛
－

－
－

－
－

－
2

2
－

2
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
愛

媛
高

知
4

3
－

－
3

－
－

2
1

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
高

知
小

計
6

19
1

3
14

1
19

14
4

10
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

福
岡

－
11

1
5

5
－

27
19

15
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
福

岡
佐

賀
－

－
－

－
－

－
－

2
1

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
佐

賀
長

崎
－

2
－

1
1

－
3

3
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
長

崎
熊

本
5

3
－

1
2

－
－

3
2

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
熊

本
大

分
－

－
－

－
－

－
3

3
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
大

分
宮

崎
－

1
1

－
－

－
2

2
1

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
宮

崎
鹿

児
島

－
－

－
－

－
－

2
2

1
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
鹿

児
島

沖
縄

4
4

－
－

4
－

9
10

2
7

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
沖

縄
小

計
9

21
2

7
12

－
46

44
28

15
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
小

計

東
京
都
を
除
く
計

74
99

10
21

64
4

21
2

21
9

14
3

73
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
東
京
都
を
除
く
計

都
道
府
県
計

75
10
4

10
22

68
4

21
2

21
9

14
3

73
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
都
道
府
県
計
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第
14
表
都
道
府
県
別
，
職
員
区
分
別
，
学
歴
別
採
用
職
員
数



⑴
全
地
方
公
共
団
体
―
１

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

40
5

12
1

10
4,
52
3

12
1

10
4,
52
3

10
9

33
,8
18

－
－

12
70
,7
05

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭全 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

13
,4
99

11
,3
87

1,
85
3,
42
0

11
,3
59

1,
85
0,
91
4

5,
77
7

96
9,
11
9

1
54
2

5,
58
1

88
1,
25
3

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

28
,5
25

24
,8
60

5,
89
3,
41
5

24
,7
99

5,
87
8,
43
3

13
,9
96

4,
01
2,
88
3

5
6,
37
4

10
,7
98

1,
85
9,
17
6

2
3,
47
8

－
－

2
3,
47
8
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

18
,0
64

15
,2
22

6,
90
2,
40
3

15
,1
38

6,
77
5,
16
2

9,
68
2

5,
67
5,
93
2

8
14
,7
80

5,
44
8

1,
08
4,
45
0

23
96
,3
21

5
23
,7
43

18
72
,5
78
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

12
,7
42

10
,0
64

10
,6
54
,5
57

9,
86
8

9,
67
3,
76
2

6,
41
6

8,
73
1,
14
2

4
10
,8
05

3,
44
8

93
1,
81
5

14
7

90
0,
30
9

19
12
3,
79
9

12
8

77
6,
51
0
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

10
,6
00

7,
95
7

16
,6
57
,2
81

7,
60
6

13
,3
75
,3
86

4,
82
8

12
,5
27
,6
77

2
5,
70
1

2,
77
6

84
2,
00
8

28
4

2,
89
0,
69
2

84
91
9,
29
2

20
0

1,
97
1,
40
0
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

10
,0
13

7,
39
6

29
,6
88
,2
42

6,
61
3

17
,6
82
,8
38

4,
05
8

16
,6
78
,3
69

6
56
,5
73

2,
54
9

94
7,
89
6

40
2

5,
43
3,
60
2

21
2

3,
00
3,
45
1

19
0

2,
43
0,
15
1
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

4,
99
1

3,
84
0

34
,7
98
,2
83

2,
56
4

6,
98
9,
68
3

1,
49
6

6,
54
5,
82
6

－
－

1,
06
8

44
3,
85
7

15
2

2,
12
8,
43
1

10
7

1,
48
6,
00
0

45
64
2,
43
1
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
5,
45
4

4,
27
7

50
,0
49
,3
06

2,
56
5

9,
59
4,
49
0

1,
55
8

9,
20
4,
86
1

2
4,
50
8

1,
00
5

38
5,
12
1

11
2

1,
54
0,
38
6

84
1,
18
8,
95
2

28
35
1,
43
4
52

〃
54

〃
54
歳

3,
18
5

2,
63
9

39
,6
04
,7
45

1,
29
4

6,
17
8,
54
4

83
4

5,
93
7,
42
3

－
－

46
0

24
1,
12
1

55
74
9,
10
2

40
56
4,
06
6

15
18
5,
03
6

54
歳

55
〃

3,
95
8

3,
45
1

61
,9
57
,1
92

1,
26
5

6,
37
0,
63
5

78
3

6,
07
0,
78
6

2
16
,7
65

48
0

28
3,
08
4

66
1,
00
0,
34
1

60
90
9,
79
3

6
90
,5
48

55
〃

56
〃

4,
28
1

3,
86
0

76
,3
03
,3
93

1,
21
4

7,
70
3,
98
5

82
0

7,
27
3,
82
7

2
31
,1
78

39
2

39
8,
98
0

56
80
3,
36
4

51
73
3,
28
7

5
70
,0
77

56
〃

57
〃

5,
38
8

5,
00
4

10
9,
03
8,
88
6

1,
24
1

10
,5
99
,5
66

91
0

10
,3
28
,2
54

2
7,
17
5

32
9

26
4,
13
7

73
1,
07
5,
04
8

61
85
8,
05
6

12
21
6,
99
2

57
〃

58
〃

7,
16
3

6,
83
9

16
0,
59
5,
39
4

1,
23
2

12
,6
59
,6
32

94
5

12
,4
11
,2
89

4
15
,7
85

28
3

23
2,
55
8

88
1,
25
9,
34
5

73
1,
02
9,
34
4

15
23
0,
00
1

58
〃

59
〃

9,
33
8

9,
18
3

22
7,
74
9,
16
2

1,
20
7

15
,0
82
,7
24

94
7

14
,6
84
,6
16

7
54
,3
14

25
3

34
3,
79
4

89
1,
20
9,
19
9

74
99
7,
91
7

15
21
1,
28
2

59
〃

60
〃

67
,2
90

67
,1
95

1,
71
8,
93
6,
90
9

74
3

4,
75
0,
58
1

36
8

2,
68
5,
67
4

1
3,
61
5

37
4

2,
06
1,
29
2

1,
76
6

21
,4
34
,3
37

16
19
8,
38
5

1,
75
0

21
,2
35
,9
52

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

2,
70
9

2,
44
7

14
,2
96
,5
92

1,
80
8

1,
31
5,
53
2

81
5

98
0,
80
6

3
16
,2
06

99
0

31
8,
52
0

10
2

1,
25
7,
01
0

14
24
7,
55
6

88
1,
00
9,
45
4
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

1,
02
5

93
9

8,
99
4,
04
0

67
0

59
8,
56
6

35
2

22
1,
06
5

1
7,
88
6

31
7

36
9,
61
5

42
79
6,
87
2

－
－

42
79
6,
87
2
65

歳
以

上

合
計

20
8,
63
0

18
6,
68
1

2,
57
4,
07
7,
74
3

91
,3
07

13
7,
18
4,
95
6

54
,6
94

12
4,
97
3,
36
7

50
25
2,
20
7

36
,5
63

11
,9
59
,3
82

3,
45
9

42
,5
77
,8
37

90
0

12
,2
83
,6
41

2,
55
9

30
,2
94
,1
96

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

12
,3
38

－
13
,7
89

－
1,
50
2

－
2,
28
5

－
5,
04
4

－
32
7

－
12
,3
09

－
13
,6
48

－
11
,8
38
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

67
35

94
,4
65

35
94
,4
65

27
24
,3
96

－
－

8
70
,0
69

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

2,
31
1

1,
80
0

37
1,
14
6

1,
77
3

36
8,
84
1

1,
48
1

32
1,
37
2

1
54
2

29
1

46
,9
27

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

6,
48
8

5,
19
9

2,
15
2,
94
8

5,
14
2

2,
14
0,
12
9

4,
32
1

1,
96
7,
12
0

5
6,
37
4

81
6

16
6,
63
5

1
3,
23
0

－
－

1
3,
23
0
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

6,
22
4

4,
94
0

3,
87
9,
28
2

4,
86
0

3,
76
2,
69
7

4,
23
7

3,
56
8,
15
3

8
14
,7
80

61
5

17
9,
76
4

21
88
,6
34

5
23
,7
43

16
64
,8
91
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

5,
24
2

3,
99
8

7,
11
6,
38
9

3,
82
6

6,
29
3,
21
8

3,
23
7

6,
01
6,
41
8

3
8,
20
9

58
6

26
8,
59
1

12
4

75
2,
87
0

17
11
1,
64
6

10
7

64
1,
22
4
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

4,
25
8

3,
05
6

11
,2
16
,8
63

2,
78
0

8,
75
0,
28
0

2,
32
0

8,
48
1,
13
3

2
5,
70
1

45
8

26
3,
44
6

21
2

2,
11
0,
09
5

64
67
5,
85
7

14
8

1,
43
4,
23
8
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

3,
86
4

2,
67
1

18
,7
45
,0
71

2,
13
0

10
,7
27
,6
16

1,
67
7

10
,4
28
,1
11

2
10
,1
45

45
1

28
9,
36
0

26
0

3,
34
3,
53
7

13
6

1,
85
1,
16
5

12
4

1,
49
2,
37
2
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

1,
98
4

1,
44
9

20
,6
57
,9
87

68
0

4,
20
1,
69
8

51
4

4,
00
7,
46
9

－
－

16
6

19
4,
22
9

10
0

1,
31
9,
04
4

72
95
2,
88
6

28
36
6,
15
8
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
2,
28
2

1,
71
9

29
,1
15
,8
96

70
9

5,
67
7,
09
0

57
8

5,
56
5,
51
0

1
2,
52
6

13
0

10
9,
05
4

83
1,
08
1,
17
4

59
79
0,
89
6

24
29
0,
27
8
52

〃
54

〃
54
歳

1,
28
2

1,
02
4

19
,7
31
,3
82

34
2

3,
20
0,
05
9

28
0

3,
10
9,
74
8

－
－

62
90
,3
11

43
55
9,
40
2

32
42
4,
67
7

11
13
4,
72
5

54
歳

55
〃

1,
61
3

1,
38
0

28
,6
71
,2
11

39
0

4,
16
7,
55
2

31
7

4,
01
1,
98
4

2
16
,7
65

71
13
8,
80
3

46
70
0,
89
1

43
65
2,
15
1

3
48
,7
40

55
〃

56
〃

1,
97
5

1,
73
1

39
,2
25
,2
76

39
2

5,
14
4,
79
6

34
1

5,
00
8,
24
9

－
－

51
13
6,
54
7

44
61
0,
99
4

39
54
0,
91
7

5
70
,0
77

56
〃

57
〃

2,
73
2

2,
49
6

58
,0
55
,7
18

55
2

8,
02
4,
98
1

48
6

7,
84
0,
34
9

2
7,
17
5

64
17
7,
45
7

52
71
2,
48
1

43
55
5,
95
4

9
15
6,
52
7

57
〃

58
〃

3,
68
3

3,
48
1

85
,9
03
,2
84

53
5

9,
19
7,
23
1

49
8

9,
03
5,
34
4

4
15
,7
85

33
14
6,
10
2

72
99
8,
94
0

57
76
8,
93
9

15
23
0,
00
1

58
〃

59
〃

5,
20
1

5,
10
6

13
0,
43
3,
99
1

62
8

11
,4
32
,0
40

57
9

11
,1
58
,3
03

6
52
,8
61

43
22
0,
87
6

76
1,
01
1,
14
1

61
79
9,
85
9

15
21
1,
28
2

59
〃

60
〃

40
,2
84

40
,2
38

1,
00
8,
14
6,
31
7

34
7

3,
65
7,
81
0

14
9

1,
93
0,
66
0

1
3,
61
5

19
7

1,
72
3,
53
5

1,
58
9

18
,5
85
,4
50

15
17
6,
52
8

1,
57
4

18
,4
08
,9
22

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

1,
09
6

1,
03
8

13
,7
07
,5
31

41
0

97
7,
07
3

22
6

82
7,
11
2

2
9,
76
8

18
2

14
0,
19
3

10
0

1,
23
2,
35
1

14
24
7,
55
6

86
98
4,
79
5
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

38
6

37
8

7,
26
9,
70
2

16
3

38
3,
55
3

78
70
,1
40

1
7,
88
6

84
30
5,
52
7

34
67
2,
97
9

－
－

34
67
2,
97
9
65

歳
以

上

合
計

90
,9
72

81
,7
39

1,
48
4,
49
4,
45
9

25
,6
94

88
,2
01
,1
29

21
,3
46

83
,3
71
,5
71

40
16
2,
13
2

4,
30
8

4,
66
7,
42
6

2,
85
7

33
,7
83
,2
13

65
7

8,
57
2,
77
4

2,
20
0

25
,2
10
,4
39

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

16
,3
18

－
18
,1
61

－
3,
43
3

－
3,
90
6

－
4,
05
3

－
1,
08
3

－
11
,8
25

－
13
,0
48

－
11
,4
59
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

― 3 6 1 ―

第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額

（
注
）
全
地
方
公
共
団
体
に
は
，
一
部
事
務
組
合
を
含
ま
な
い
。



⑴
全
地
方
公
共
団
体
―
２

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

28
4

1
26
8

15
－

－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

2
81
1

－
－

2
81
1

26
1,
69
5

2,
11
2

23
1,
20
9

88
0

－
－

25
〃

30
〃

8
7,
64
2

－
－

8
7,
64
2

51
3,
86
2

3,
66
5

53
84
8

2,
76
4

1
－

30
〃

35
〃

12
27
,1
97

－
－

12
27
,1
97

49
3,
72
3

2,
84
2

64
47
1

2,
30
7

2
－

35
〃

40
〃

11
77
,4
11

－
－

11
77
,4
11

38
3,
07
5

2,
67
8

69
32
3

2,
28
6

2
－

40
〃

45
〃

34
38
8,
43
5

10
15
8,
91
3

24
22
9,
52
2

33
2,
76
8

2,
64
3

72
21
4

2,
35
7

－
－

45
〃

50
〃

35
0

6,
56
9,
04
4

20
3

3,
96
2,
06
8

14
7

2,
60
6,
97
6

31
2,
75
8

2,
61
7

73
13
4

2,
41
0

2
－

50
〃

52
〃

1,
10
9

25
,6
78
,7
23

96
1

22
,6
87
,4
63

14
8

2,
99
1,
26
0

15
1,
44
6

1,
15
1

29
47

1,
07
5

－
1

52
〃

54
〃

1,
58
9

38
,9
13
,3
48

1,
37
9

34
,3
18
,0
95

21
0

4,
59
5,
25
3

11
1,
08
2

1,
17
7

43
45

1,
08
9

2
18

54
歳

1,
28
8

32
,6
76
,9
07

1,
17
9

30
,1
61
,4
25

10
9

2,
51
5,
48
2

2
19
2

54
6

23
30

49
3

－
31

55
〃

2,
11
2

54
,5
85
,4
87

1,
99
6

51
,8
79
,9
73

11
6

2,
70
5,
51
4

8
72
9

50
7

24
37

44
6

2
77

56
〃

2,
58
3

67
,7
95
,3
73

2,
46
4

64
,8
74
,8
06

11
9

2,
92
0,
56
7

7
67
1

42
1

13
30

37
8

－
24
5

57
〃

3,
68
7

97
,3
63
,9
27

3,
50
6

92
,9
04
,0
67

18
1

4,
45
9,
86
0

3
34
5

38
4

19
27

33
8

－
55
7

58
〃

5,
51
8

14
6,
67
6,
31
8

5,
31
3

14
1,
44
3,
25
3

20
5

5,
23
3,
06
5

1
99

32
4

10
26

28
8

－
1,
15
8

59
〃

7,
88
1

21
1,
45
6,
69
9

7,
69
0

20
6,
60
2,
02
1

19
1

4,
85
4,
67
8

6
54
0

15
5

15
29

11
1

2
2,
02
8

60
〃

64
,6
84
1,
69
2,
75
1,
72
6

27
4

7,
57
8,
25
1

64
,4
10

1,
68
5,
17
3,
47
5

2
26
5

95
16

42
37

2
18
,8
14

61
歳
以
上

65
歳
未
満

53
1

11
,7
23
,4
30

98
2,
69
4,
95
1

43
3

9,
02
8,
47
9

6
62
0

26
2

11
15
5

96
－

54

65
歳

以
上

22
4

7,
59
8,
33
0

－
－

22
4

7,
59
8,
33
0

3
27
2

86
－

77
9

－
27

合
計

91
,6
23
2,
39
4,
29
0,
80
8

25
,0
73

65
9,
26
5,
28
6

66
,5
50

1,
73
5,
02
5,
52
2

29
2

24
,1
42

21
,9
49

55
8

4,
01
2

17
,3
79

15
23
,0
10

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
26
,1
32

－
26
,2
94

－
26
,0
71

－
83

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

32
－

18
14

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

1
61
0

－
－

1
61
0

26
1,
69
5

51
1

14
18
3

31
4

－
－

25
〃

30
〃

5
5,
72
7

－
－

5
5,
72
7

51
3,
86
2

1,
28
9

25
20
5

1,
05
9

1
－

30
〃

35
〃

10
24
,2
28

－
－

10
24
,2
28

49
3,
72
3

1,
28
4

29
21
4

1,
04
1

1
－

35
〃

40
〃

10
67
,2
26

－
－

10
67
,2
26

38
3,
07
5

1,
24
4

39
13
4

1,
07
1

2
－

40
〃

45
〃

31
35
3,
72
0

9
14
1,
74
9

22
21
1,
97
1

33
2,
76
8

1,
20
2

41
96

1,
06
5

－
－

45
〃

50
〃

25
0

4,
67
1,
16
0

15
2

2,
99
4,
62
0

98
1,
67
6,
54
0

31
2,
75
8

1,
19
3

42
51

1,
10
0

2
－

50
〃

52
〃

65
4

15
,1
35
,7
99

57
6

13
,5
80
,0
65

78
1,
55
5,
73
4

15
1,
44
6

53
5

11
9

51
5

－
1

52
〃

54
〃

91
6

22
,3
56
,5
50

79
6

19
,7
74
,6
38

12
0

2,
58
1,
91
2

11
1,
08
2

56
3

21
10

53
2

2
17

54
歳

63
7

15
,9
71
,7
29

58
1

14
,6
88
,3
85

56
1,
28
3,
34
4

2
19
2

25
8

14
5

23
9

－
24

55
〃

93
6

23
,8
02
,0
39

87
5

22
,4
15
,1
21

61
1,
38
6,
91
8

8
72
9

23
3

10
9

21
4

2
59

56
〃

1,
28
8

33
,4
68
,8
15

1,
20
8

31
,5
25
,0
28

80
1,
94
3,
78
7

7
67
1

24
4

10
5

22
9

－
17
1

57
〃

1,
88
9

49
,3
17
,9
11

1,
76
6

46
,3
53
,8
78

12
3

2,
96
4,
03
3

3
34
5

23
6

6
1

22
9

－
32
2

58
〃

2,
87
3

75
,7
07
,0
14

2,
73
5

72
,2
88
,8
88

13
8

3,
41
8,
12
6

1
99

20
2

6
4

19
2

－
57
0

59
〃

4,
39
6

11
7,
99
0,
27
0

4,
26
0

11
4,
61
5,
85
5

13
6

3,
37
4,
41
5

6
54
0

95
11

7
77

2
1,
04
6

60
〃

38
,3
00

98
5,
90
2,
79
2

16
4

4,
34
6,
43
8

38
,1
36

98
1,
55
6,
35
4

2
26
5

46
8

21
17

2
9,
77
2

61
歳
以
上

65
歳
未
満

52
2

11
,4
97
,4
87

93
2,
56
0,
09
1

42
9

8,
93
7,
39
6

6
62
0

58
11

26
21

－
52

65
歳

以
上

17
8

6,
21
2,
89
8

－
－

17
8

6,
21
2,
89
8

3
27
2

8
－

6
2

－
13

合
計

52
,8
96
1,
36
2,
48
5,
97
5

13
,2
15

34
5,
28
4,
75
6

39
,6
81

1,
01
7,
20
1,
21
9

29
2

24
,1
42

9,
23
3

29
8

1,
00
4

7,
93
1

14
12
,0
47

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
25
,7
58

－
26
,1
28

－
25
,6
34

－
83

－
－

－
－

－
－

― 3 6 2 ―

第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑴
全
地
方
公
共
団
体
―
３

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

23
17

1,
64
7

17
1,
64
7

13
1,
07
2

－
－

4
57
5

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

68
8

53
1

94
,9
98

51
9

94
,3
42

39
2

73
,2
96

1
54
2

12
6

20
,5
04

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

1,
93
7

1,
44
6

50
0,
71
7

1,
42
1

49
4,
66
4

1,
07
4

41
9,
08
9

1
91
1

34
6

74
,6
64

1
3,
23
0

－
－

1
3,
23
0
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

1,
63
9

1,
26
7

96
0,
71
4

1,
23
7

93
1,
92
4

89
6

82
8,
75
0

5
8,
65
7

33
6

94
,5
17

6
26
,7
11

1
5,
11
9

5
21
,5
92
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

1,
62
4

1,
24
8

2,
54
4,
41
7

1,
17
5

2,
22
3,
43
6

83
3

2,
06
0,
46
8

2
5,
70
2

34
0

15
7,
26
6

51
31
9,
17
4

6
41
,1
90

45
27
7,
98
4
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

1,
55
7

1,
15
0

5,
19
4,
29
0

99
1

3,
66
9,
87
6

70
5

3,
56
3,
13
8

－
－

28
6

10
6,
73
8

12
1

1,
28
9,
38
6

29
32
8,
20
8

92
96
1,
17
8
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

1,
48
3

1,
05
0

8,
27
3,
89
4

80
3

4,
53
1,
73
4

54
7

4,
34
3,
70
0

－
－

25
6

18
8,
03
4

11
2

1,
51
6,
27
8

43
62
3,
26
8

69
89
3,
01
0
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

81
4

63
9

10
,1
08
,3
63

27
3

1,
95
0,
10
2

17
9

1,
86
4,
64
3

－
－

94
85
,4
59

27
37
1,
21
5

19
25
5,
66
8

8
11
5,
54
7
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
92
5

73
5

13
,3
75
,0
46

29
2

2,
71
8,
90
2

22
2

2,
67
3,
13
2

－
－

70
45
,7
70

17
25
1,
00
2

8
11
3,
99
3

9
13
7,
00
9
52

〃
54

〃
54
歳

59
6

48
3

9,
95
2,
22
3

15
1

1,
66
5,
92
5

11
7

1,
58
2,
19
1

－
－

34
83
,7
34

9
11
8,
17
9

9
11
8,
17
9

－
－

54
歳

55
〃

73
5

64
1

14
,3
68
,1
50

15
8

2,
10
0,
78
5

12
4

2,
02
5,
92
2

1
9,
00
0

33
65
,8
63

9
15
4,
68
5

8
12
9,
62
5

1
25
,0
60

55
〃

56
〃

1,
03
8

92
9

22
,3
93
,3
70

17
9

2,
85
5,
19
5

15
6

2,
77
9,
78
0

－
－

23
75
,4
15

5
73
,6
71

5
73
,6
71

－
－

56
〃

57
〃

1,
51
7

1,
42
6

35
,1
73
,2
18

28
8

5,
10
0,
17
5

25
9

5,
00
8,
23
0

2
7,
17
5

27
84
,7
70

13
19
2,
72
2

11
14
2,
03
9

2
50
,6
83

57
〃

58
〃

2,
27
0

2,
18
4

56
,1
16
,0
55

31
3

6,
17
1,
57
3

29
2

6,
05
6,
34
3

－
－

21
11
5,
23
0

16
23
7,
64
6

11
14
1,
23
4

5
96
,4
12

58
〃

59
〃

3,
34
9

3,
31
6

87
,7
05
,6
26

35
8

7,
41
6,
95
8

33
7

7,
27
3,
14
9

3
17
,4
15

18
12
6,
39
4

16
24
7,
64
2

13
19
1,
97
3

3
55
,6
69

59
〃

60
〃

23
,9
60

23
,9
34

62
8,
41
6,
90
8

14
9

2,
07
3,
23
1

57
98
1,
26
7

－
－

92
1,
09
1,
96
4

24
9

3,
49
5,
45
7

－
－

24
9

3,
49
5,
45
7

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

20
7

18
8

48
4,
25
5

17
2

84
,5
90

64
23
,5
36

－
－

10
8

61
,0
54

1
11
,1
34

－
－

1
11
,1
34
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

53
50

31
1,
51
2

41
44
,3
94

13
6,
89
4

－
－

28
37
,5
00

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

44
,4
15

41
,2
34

89
5,
97
5,
40
3

8,
53
7

44
,1
29
,4
53

6,
28
0

41
,5
64
,6
00

15
49
,4
02

2,
24
2

2,
51
5,
45
1

65
3

8,
30
8,
13
2

16
3

2,
16
4,
16
7

49
0

6,
14
3,
96
5

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

20
,1
73

－
21
,7
29

－
5,
16
9

－
6,
61
9

－
3,
29
3

－
1,
12
2

－
12
,7
23

－
13
,2
77

－
12
,5
39
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

2
2

22
9

2
22
9

1
81

－
－

1
14
8

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

84
79

9,
49
0

79
9,
49
0

57
5,
78
9

－
－

22
3,
70
1

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

14
1

13
8

25
,9
52

13
8

25
,9
52

93
14
,5
33

1
1,
85
2

44
9,
56
7

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

12
8

12
6

86
,4
76

12
1

67
,2
07

88
57
,8
89

1
2,
69
7

32
6,
62
1

3
12
,2
53

2
9,
80
8

1
2,
44
5
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

18
4

17
4

31
1,
57
4

15
3

17
5,
88
1

12
0

16
0,
35
6

－
－

33
15
,5
25

20
12
8,
60
6

7
45
,1
99

13
83
,4
07
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

20
2

19
2

58
4,
71
0

16
4

39
1,
50
0

14
0

34
6,
22
3

－
－

24
45
,2
77

27
18
8,
22
5

8
52
,5
49

19
13
5,
67
6
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

25
4

23
9

1,
35
4,
88
9

17
6

62
1,
28
4

15
0

61
5,
22
5

－
－

26
6,
05
9

44
43
2,
22
3

20
21
2,
95
0

24
21
9,
27
3
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

17
4

16
6

1,
79
8,
11
7

87
35
9,
66
8

73
30
9,
07
4

－
－

14
50
,5
94

26
28
9,
58
7

17
18
9,
11
3

9
10
0,
47
4
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
19
2

18
7

2,
39
4,
66
1

87
52
7,
45
8

83
52
4,
23
1

1
2,
52
6

3
70
1

27
28
4,
38
7

16
17
8,
46
8

11
10
5,
91
9
52

〃
54

〃
54
歳

89
87

1,
14
6,
59
2

36
18
7,
63
2

33
18
6,
98
9

－
－

3
64
3

15
17
5,
64
4

11
12
6,
45
9

4
49
,1
85

54
歳

55
〃

12
7

12
5

1,
85
3,
41
6

51
30
2,
77
8

45
30
1,
58
7

－
－

6
1,
19
1

12
15
2,
37
1

10
12
8,
69
1

2
23
,6
80

55
〃

56
〃

14
0

13
7

2,
14
9,
94
8

49
28
4,
91
6

43
26
7,
73
0

－
－

6
17
,1
86

18
22
6,
25
9

16
20
0,
92
2

2
25
,3
37

56
〃

57
〃

17
4

17
3

2,
74
0,
58
7

61
42
8,
64
6

52
41
4,
23
7

1
2,
20
6

8
12
,2
03

18
22
0,
13
4

14
16
5,
79
3

4
54
,3
41

57
〃

58
〃

24
9

24
6

4,
59
7,
06
4

56
56
0,
72
9

54
56
0,
30
0

－
－

2
42
9

33
44
1,
46
0

28
37
5,
69
6

5
65
,7
64

58
〃

59
〃

30
9

30
8

5,
95
9,
74
4

64
65
9,
99
5

59
65
2,
90
5

－
－

5
7,
09
0

30
35
7,
79
6

25
29
9,
56
1

5
58
,2
35

59
〃

60
〃

4,
78
9

4,
78
8

91
,8
08
,4
94

64
36
6,
11
6

29
16
1,
88
8

－
－

35
20
4,
22
8

1,
03
1

11
,4
15
,6
11

12
13
1,
71
0

1,
01
9

11
,2
83
,9
01

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

61
9

61
5

10
,6
49
,0
80

74
15
4,
90
0

52
14
3,
17
5

－
－

22
11
,7
25

82
92
5,
41
2

7
78
,1
05

75
84
7,
30
7
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

26
26

16
,7
00

26
16
,7
00

22
15
,8
42

－
－

4
85
8

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

7,
88
3

7,
80
8

12
7,
48
7,
72
3

1,
48
8

5,
14
1,
08
1

1,
19
4

4,
73
8,
05
4

4
9,
28
1

29
0

39
3,
74
6

1,
38
6

15
,2
49
,9
68

19
3

2,
19
5,
02
4

1,
19
3

13
,0
54
,9
44

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

16
,1
72

－
16
,3
28

－
3,
45
5

－
3,
96
8

－
2,
32
0

－
1,
35
8

－
11
,0
03

－
11
,3
73

－
10
,9
43
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑴
全
地
方
公
共
団
体
―
４

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

6
－

4
2

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

12
65
6

15
7

6
63

88
－

－

25
〃

30
〃

1
1,
10
0

－
－

1
1,
10
0

23
1,
72
3

49
1

17
70

40
4

1
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

24
2,
07
9

37
2

16
48

30
8

1
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

22
1,
80
7

37
6

20
39

31
7

－
－

40
〃

45
〃

19
23
3,
38
4

7
10
7,
47
0

12
12
5,
91
4

19
1,
64
4

40
7

23
27

35
7

－
－

45
〃

50
〃

12
0

2,
22
4,
45
0

66
1,
26
1,
90
9

54
96
2,
54
1

15
1,
43
2

43
3

22
15

39
6

1
－

50
〃

52
〃

33
3

7,
78
6,
54
7

28
2

6,
75
4,
19
5

51
1,
03
2,
35
2

6
49
9

17
5

4
2

16
9

－
1

52
〃

54
〃

42
1

10
,4
04
,6
63

35
3

8,
92
2,
24
4

68
1,
48
2,
41
9

5
47
9

19
0

11
1

17
8

1
10

54
歳

32
1

8,
16
7,
92
7

28
7

7,
36
9,
12
7

34
79
8,
80
0

2
19
2

11
3

7
3

10
3

－
12

55
〃

47
0

12
,1
12
,3
35

43
2

11
,2
07
,3
41

38
90
4,
99
4

4
34
5

94
7

5
82

1
29

56
〃

74
0

19
,4
64
,0
49

68
4

18
,0
54
,9
15

56
1,
40
9,
13
4

5
45
5

10
9

7
3

99
－

11
6

57
〃

1,
12
4

29
,8
80
,2
25

1,
04
3

27
,8
45
,2
02

81
2,
03
5,
02
3

1
96

91
4

1
86

－
22
8

58
〃

1,
85
5

49
,7
06
,8
36

1,
77
8

47
,7
62
,2
72

77
1,
94
4,
56
4

－
－

86
4

1
81

－
39
7

59
〃

2,
93
7

80
,0
40
,6
11

2,
86
5

78
,1
82
,9
05

72
1,
85
7,
70
6

5
41
5

33
5

6
22

2
71
9

60
〃

23
,5
35

62
2,
84
8,
07
3

58
1,
60
2,
61
2

23
,4
77

62
1,
24
5,
46
1

1
14
7

26
4

13
9

－
6,
30
0

61
歳
以
上

65
歳
未
満

13
38
8,
37
7

3
10
1,
09
3

10
28
7,
28
4

2
15
4

19
2

15
2

－
2

65
歳

以
上

7
26
6,
96
4

－
－

7
26
6,
96
4

2
15
4

3
－

3
－

－
－

合
計

31
,8
96

84
3,
52
5,
54
1

7,
85
8

20
9,
17
1,
28
5

24
,0
38

63
4,
35
4,
25
6

14
8

12
,2
77

3,
18
1

15
9

31
9

2,
70
3

7
7,
81
4

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
26
,4
46

－
26
,6
19

－
26
,3
90

－
83

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

5
－

3
2

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

3
－

2
1

－
－

30
〃

35
〃

2
7,
01
6

－
－

2
7,
01
6

－
－

2
－

1
1

－
－

35
〃

40
〃

1
7,
08
7

－
－

1
7,
08
7

－
－

10
2

1
7

－
－

40
〃

45
〃

1
4,
98
5

1
4,
98
5

－
－

－
－

10
3

3
4

－
－

45
〃

50
〃

18
30
1,
25
3

10
17
6,
90
4

8
12
4,
34
9

1
12
9

15
7

3
5

－
－

50
〃

52
〃

53
1,
14
8,
86
2

47
1,
05
5,
83
3

6
93
,0
29

－
－

8
1

2
5

－
－

52
〃

54
〃

73
1,
58
2,
81
6

58
1,
29
5,
92
1

15
28
6,
89
5

－
－

5
2

－
3

－
－

54
歳

36
78
3,
31
6

28
62
5,
66
4

8
15
7,
65
2

－
－

2
－

1
1

－
－

55
〃

62
1,
39
8,
26
7

55
1,
25
3,
68
6

7
14
4,
58
1

－
－

2
－

1
1

－
5

56
〃

70
1,
63
8,
77
3

61
1,
45
2,
63
3

9
18
6,
14
0

－
－

3
1

－
2

－
5

57
〃

94
2,
09
1,
80
7

85
1,
93
9,
58
6

9
15
2,
22
1

－
－

1
－

－
1

－
14

58
〃

15
7

3,
59
4,
87
5

13
9

3,
21
0,
06
2

18
38
4,
81
3

－
－

3
－

2
1

－
29

59
〃

21
4

4,
94
1,
95
3

19
3

4,
48
4,
33
7

21
45
7,
61
6

－
－

1
1

－
－

－
46

60
〃

3,
69
3

80
,0
26
,7
67

45
1,
03
7,
76
5

3,
64
8

78
,9
89
,0
02

－
－

1
－

－
1

1
53
1

61
歳
以
上

65
歳
未
満

45
9

9,
56
8,
76
8

57
1,
28
5,
67
6

40
2

8,
28
3,
09
2

－
－

4
1

3
－

－
46

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

4,
93
3

10
7,
09
6,
54
5

77
9

17
,8
23
,0
52

4,
15
4

89
,2
73
,4
93

1
12
9

75
18

22
35

1
67
6

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
21
,7
10

－
22
,8
79

－
21
,4
91

－
12
9

－
－

－
－

－
－
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第
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表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑴
全
地
方
公
共
団
体
―
５

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

7
7

92
2

7
92
2

3
28
6

－
－

4
63
6

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭教 育 公 務 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

9,
60
5

9,
00
8

1,
35
1,
74
3

9,
00
7

1,
35
1,
54
2

3,
71
9

51
8,
20
7

－
－

5,
28
8

83
3,
33
5

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

20
,4
16

19
,0
63

3,
42
3,
46
6

19
,0
60

3,
42
2,
79
7

9,
08
5

1,
73
5,
90
2

－
－

9,
97
5

1,
68
6,
89
5

1
24
8

－
－

1
24
8
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

11
,0
43

9,
99
5

2,
64
0,
47
3

9,
99
4

2,
64
0,
25
1

5,
16
2

1,
73
6,
87
4

－
－

4,
83
2

90
3,
37
7

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

6,
94
4

5,
87
9

2,
95
2,
47
7

5,
86
4

2,
85
9,
63
4

3,
00
4

2,
20
2,
90
6

1
2,
59
6

2,
85
9

65
4,
13
2

15
92
,8
43

1
7,
04
2

14
85
,8
01
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

5,
97
9

4,
76
3

4,
52
4,
83
0

4,
70
2

3,
86
5,
21
7

2,
38
4

3,
28
6,
65
5

－
－

2,
31
8

57
8,
56
2

60
65
8,
05
0

18
22
1,
10
8

42
43
6,
94
2
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

5,
87
0

4,
60
0

9,
12
6,
31
3

4,
38
8

5,
70
3,
93
7

2,
28
7

5,
01
5,
03
9

4
46
,4
28

2,
09
7

64
2,
47
0

13
6

2,
00
8,
94
5

75
1,
13
8,
53
6

61
87
0,
40
9
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

2,
84
9

2,
29
9

12
,1
96
,3
17

1,
85
4

2,
32
0,
71
8

95
3

2,
09
0,
57
6

－
－

90
1

23
0,
14
2

52
80
9,
38
7

35
53
3,
11
4

17
27
6,
27
3
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
2,
99
9

2,
43
3

18
,1
85
,4
92

1,
80
8

3,
07
8,
52
1

93
3

2,
80
0,
96
0

1
1,
98
2

87
4

27
5,
57
9

29
45
9,
21
2

25
39
8,
05
6

4
61
,1
56
52

〃
54

〃
54
歳

1,
79
2

1,
52
9

17
,7
60
,0
86

92
6

2,
47
3,
37
8

52
8

2,
32
2,
56
8

－
－

39
8

15
0,
81
0

12
18
9,
70
0

8
13
9,
38
9

4
50
,3
11

54
歳

55
〃

2,
16
3

1,
92
0

29
,5
09
,4
36

85
0

1,
70
7,
59
6

44
1

1,
56
3,
31
5

－
－

40
9

14
4,
28
1

20
29
9,
45
0

17
25
7,
64
2

3
41
,8
08

55
〃

56
〃

2,
08
3

1,
92
8

31
,9
63
,6
08

78
8

1,
84
3,
88
6

44
9

1,
64
5,
49
1

2
31
,1
78

33
7

16
7,
21
7

12
19
2,
37
0

12
19
2,
37
0

－
－

56
〃

57
〃

2,
33
1

2,
21
6

43
,5
08
,9
82

65
5

1,
86
9,
67
5

39
1

1,
80
0,
94
7

－
－

26
4

68
,7
28

21
36
2,
56
7

18
30
2,
10
2

3
60
,4
65

57
〃

58
〃

2,
99
5

2,
90
5

62
,9
53
,7
56

64
3

2,
32
2,
43
1

39
3

2,
23
5,
97
5

－
－

25
0

86
,4
56

15
25
2,
47
4

15
25
2,
47
4

－
－

58
〃

59
〃

3,
30
4

3,
25
1

75
,1
26
,2
75

53
1

2,
57
9,
00
6

32
1

2,
48
0,
72
4

1
1,
45
3

20
9

96
,8
29

13
19
8,
05
8

13
19
8,
05
8

－
－

59
〃

60
〃

21
,1
63

21
,1
18

55
8,
80
4,
33
9

37
5

60
4,
88
9

19
9

26
8,
34
0

－
－

17
6

33
6,
54
9

17
5

2,
81
5,
77
7

－
－

17
5

2,
81
5,
77
7

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

1,
61
0

1,
40
7

54
4,
40
4

1,
39
8

33
8,
45
9

58
9

15
3,
69
4

1
6,
43
8

80
8

17
8,
32
7

2
24
,6
59

－
－

2
24
,6
59
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

63
3

55
5

1,
51
7,
82
0

50
7

21
5,
01
3

27
4

15
0,
92
5

－
－

23
3

64
,0
88

8
12
3,
89
3

－
－

8
12
3,
89
3
65

歳
以

上

合
計

10
3,
78
6

94
,8
76

87
6,
09
0,
73
9

63
,3
57

39
,1
97
,8
72

31
,1
15

32
,0
09
,3
84

10
90
,0
75

32
,2
32

7,
09
8,
41
3

57
1

8,
48
7,
63
3

23
7

3,
63
9,
89
1

33
4

4,
84
7,
74
2

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

8,
44
1

－
9,
23
4

－
61
9

－
1,
02
9

－
9,
00
8

－
22
0

－
14
,8
65

－
15
,3
58

－
14
,5
14
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

警 察 官

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

33
1

79
9,
13
6

79
9,
13
6

79
9,
13
6

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭警 察 官

20
歳
以
上

25
歳
未
満

1,
55
5

55
7

12
5,
16
7

55
7

12
5,
16
7

55
5

12
4,
17
6

－
－

2
99
1

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

1,
52
9

51
5

27
9,
17
1

51
4

27
7,
67
7

50
8

27
2,
67
2

－
－

6
5,
00
5

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

71
2

20
7

32
7,
85
6

20
4

31
7,
42
2

20
3

31
6,
11
3

－
－

1
1,
30
9

2
7,
68
7

－
－

2
7,
68
7
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

49
1

13
0

51
2,
22
7

12
1

44
7,
44
6

11
8

43
8,
35
4

－
－

3
9,
09
2

8
54
,5
96

1
5,
11
1

7
49
,4
85
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

31
5

91
79
8,
73
4

78
65
5,
56
5

78
65
5,
56
5

－
－

－
－

11
11
0,
01
7

1
9,
79
7

10
10
0,
22
0
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

26
2

11
1

1,
74
2,
92
3

82
1,
19
1,
10
0

81
1,
17
5,
03
4

－
－

1
16
,0
66

5
67
,3
70

－
－

5
67
,3
70
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

15
5

89
1,
92
7,
52
6

27
45
0,
81
4

26
43
1,
32
8

－
－

1
19
,4
86

－
－

－
－

－
－
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
16
7

12
0

2,
70
1,
36
6

43
79
2,
32
7

43
79
2,
32
7

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

11
1

86
2,
11
3,
27
7

26
50
5,
10
7

26
50
5,
10
7

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

54
歳

55
〃

17
8

14
8

3,
70
7,
26
4

24
47
7,
31
1

24
47
7,
31
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

56
〃

22
0

19
8

5,
03
8,
22
7

34
71
5,
30
3

30
62
0,
08
7

－
－

4
95
,2
16

－
－

－
－

－
－

56
〃

57
〃

31
8

28
5

7,
30
6,
24
2

33
68
2,
65
6

32
66
4,
70
4

－
－

1
17
,9
52

－
－

－
－

－
－

57
〃

58
〃

47
9

44
8

11
,6
64
,7
97

51
1,
11
2,
97
1

51
1,
11
2,
97
1

－
－

－
－

1
7,
93
1

1
7,
93
1

－
－

58
〃

59
〃

82
8

82
1

22
,0
67
,8
42

47
1,
05
0,
17
5

46
1,
02
4,
08
6

－
－

1
26
,0
89

－
－

－
－

－
－

59
〃

60
〃

5,
79
6

5,
79
2

15
0,
90
1,
86
7

20
48
6,
67
4

20
48
6,
67
4

－
－

－
－

1
11
,2
53

－
－

1
11
,2
53

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

1
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
65

歳
以

上

合
計

13
,4
48

9,
67
7

21
1,
22
3,
62
2

1,
94
0

9,
29
6,
85
1

1,
92
0

9,
10
5,
64
5

－
－

20
19
1,
20
6

28
25
8,
85
4

3
22
,8
39

25
23
6,
01
5

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

15
,7
07

－
21
,8
27

－
4,
79
2

－
4,
74
3

－
－

－
9,
56
0

－
9,
24
5

－
7,
61
3

－
9,
44
1
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

― 3 6 5 ―

第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑴
全
地
方
公
共
団
体
―
６

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

1
20
1

－
－

1
20
1

－
－

59
7

1
27
6

32
0

－
－

25
〃

30
〃

2
42
1

－
－

2
42
1

－
－

1,
35
3

20
42
5

90
8

－
－

30
〃

35
〃

1
22
2

－
－

1
22
2

－
－

1,
04
8

26
23
5

78
7

1
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1,
06
5

27
18
6

85
2

－
－

40
〃

45
〃

1
1,
56
3

－
－

1
1,
56
3

－
－

1,
21
6

24
11
8

1,
07
4

－
－

45
〃

50
〃

76
1,
41
3,
43
1

47
88
4,
68
7

29
52
8,
74
4

－
－

1,
27
0

23
83

1,
16
4

－
－

50
〃

52
〃

39
3

9,
06
6,
21
2

34
4

8,
07
7,
89
9

49
98
8,
31
3

－
－

55
0

14
38

49
8

－
－

52
〃

54
〃

59
6

14
,6
47
,7
59

53
2

13
,2
43
,5
15

64
1,
40
4,
24
4

－
－

56
6

17
35

51
4

－
－

54
歳

59
1

15
,0
97
,0
08

55
0

14
,1
57
,5
04

41
93
9,
50
4

－
－

26
3

8
25

23
0

－
1

55
〃

1,
05
0

27
,5
02
,3
90

1,
00
8

26
,5
04
,1
31

42
99
8,
25
9

－
－

24
3

11
28

20
4

－
10

56
〃

1,
12
8

29
,9
27
,3
52

1,
10
7

29
,3
98
,1
63

21
52
9,
18
9

－
－

15
5

2
25

12
8

－
46

57
〃

1,
54
0

41
,2
76
,7
40

1,
49
7

40
,1
56
,5
31

43
1,
12
0,
20
9

－
－

11
5

10
26

79
－

18
9

58
〃

2,
24
7

60
,3
78
,8
51

2,
19
9

59
,0
65
,0
34

48
1,
31
3,
81
7

－
－

90
2

22
66

－
51
8

59
〃

2,
70
7

72
,3
49
,2
11

2,
67
2

71
,4
11
,7
46

35
93
7,
46
5

－
－

53
2

22
29

－
81
4

60
〃

20
,5
68

55
5,
38
3,
67
3

12
31
4,
11
3

20
,5
56

55
5,
06
9,
56
0

－
－

45
4

21
20

－
7,
48
7

61
歳
以
上

65
歳
未
満

7
18
1,
28
6

3
90
,2
03

4
91
,0
83

－
－

20
3

－
12
8

75
－

2

65
歳

以
上

40
1,
17
8,
91
4

－
－

40
1,
17
8,
91
4

－
－

78
－

71
7

－
14

合
計

30
,9
48

82
8,
40
5,
23
4

9,
97
1

26
3,
30
3,
52
6

20
,9
77

56
5,
10
1,
70
8

－
－

8,
91
0

19
1

1,
76
4

6,
95
5

1
9,
08
1

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
26
,7
68

－
26
,4
07

－
26
,9
39

－
－

－
－

－
－

－
－

警 察 官

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

25
2

1
25
0

1
－

－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

99
8

8
74
4

24
6

－
－

25
〃

30
〃

1
1,
49
4

－
－

1
1,
49
4

－
－

1,
01
4

8
21
4

79
2

－
－

30
〃

35
〃

1
2,
74
7

－
－

1
2,
74
7

－
－

50
5

9
20

47
6

－
－

35
〃

40
〃

1
10
,1
85

－
－

1
10
,1
85

－
－

36
1

3
－

35
8

－
－

40
〃

45
〃

2
33
,1
52

1
17
,1
64

1
15
,9
88

－
－

22
4

7
－

21
7

－
－

45
〃

50
〃

24
48
4,
45
3

4
82
,7
61

20
40
1,
69
2

－
－

15
1

8
－

14
3

－
－

50
〃

52
〃

62
1,
47
6,
71
2

41
1,
02
9,
49
9

21
44
7,
21
3

－
－

66
4

－
62

－
－

52
〃

54
〃

77
1,
90
9,
03
9

51
1,
29
9,
94
2

26
60
9,
09
7

－
－

47
5

－
42

－
1

54
歳

60
1,
60
8,
17
0

48
1,
31
5,
53
6

12
29
2,
63
4

－
－

25
1

－
24

－
6

55
〃

12
4

3,
22
9,
95
3

11
1

2,
90
9,
61
6

13
32
0,
33
7

－
－

30
3

－
27

－
8

56
〃

16
4

4,
32
2,
92
4

14
6

3,
87
5,
33
3

18
44
7,
59
1

－
－

22
1

－
21

－
28

57
〃

25
2

6,
62
3,
58
6

23
7

6,
24
7,
96
8

15
37
5,
61
8

－
－

33
3

－
30

－
46

58
〃

39
6

10
,5
43
,8
95

37
7

10
,0
42
,7
73

19
50
1,
12
2

－
－

31
2

－
29

－
70

59
〃

77
4

21
,0
17
,6
67

75
4

20
,4
74
,8
69

20
54
2,
79
8

－
－

7
2

－
5

－
16
8

60
〃

5,
77
1

15
0,
40
3,
94
0

97
2,
88
5,
94
8

5,
67
4

14
7,
51
7,
99
2

－
－

4
4

－
－

－
1,
55
5

61
歳
以
上

65
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

1
－

－
－

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

7,
70
9

20
1,
66
7,
91
7

1,
86
7

50
,1
81
,4
09

5,
84
2

15
1,
48
6,
50
8

－
－

3,
77
1

69
1,
22
9

2,
47
3

－
1,
88
2

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
26
,1
60

－
26
,8
78

－
25
,9
31

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑴
全
地
方
公
共
団
体
―
７

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

28
22

5,
36
4

22
5,
36
4

22
5,
36
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

92
83

37
,8
30

83
37
,8
30

82
37
,1
89

－
－

1
64
1

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

85
80

54
,7
92

80
54
,7
92

80
54
,7
92

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

65
57

73
,4
64

57
73
,4
64

57
73
,4
64

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

48
47

11
6,
85
4

46
10
4,
32
4

46
10
4,
32
4

－
－

－
－

1
12
,5
30

1
12
,5
30

－
－
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

17
14

73
,9
35

13
60
,1
85

13
60
,1
85

－
－

－
－

1
13
,7
50

1
13
,7
50

－
－
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

3
3

16
,4
53

3
16
,4
53

3
16
,4
53

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
6

5
46
,5
52

5
46
,5
52

4
46
,0
64

－
－

1
48
8

－
－

－
－

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
54
歳

55
〃

4
3

69
,2
81

1
18
,1
76

1
18
,1
76

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

56
〃

3
3

76
,2
82

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

57
〃

7
7

16
7,
94
4

1
22
,2
54

1
22
,2
54

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

57
〃

58
〃

6
5

73
,5
57

3
26
,9
99

3
26
,9
99

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

58
〃

59
〃

5
5

12
1,
05
4

1
21
,5
03

1
21
,5
03

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

59
〃

60
〃

47
47

1,
08
4,
38
6

1
1,
20
8

－
－

－
－

1
1,
20
8

1
21
,8
57

1
21
,8
57

－
－

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

2
2

44
,6
57

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

6
6

20
6,
51
8

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

42
4

38
9

2,
26
8,
92
3

31
6

48
9,
10
4

31
3

48
6,
76
7

－
－

3
2,
33
7

3
48
,1
37

3
48
,1
37

－
－

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

5,
35
1

－
5,
83
3

－
1,
54
8

－
1,
55
5

－
－

－
77
9

－
16
,0
46

－
16
,0
46

－
－
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑴
全
地
方
公
共
団
体
―
８

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

6
－

6
－

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

9
－

4
5

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

5
－

2
3

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

8
－

3
5

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

45
〃

50
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

3
－

－
3

－
－

50
〃

52
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

52
〃

54
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

54
歳

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

2
51
,1
05

2
51
,1
05

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

56
〃

3
76
,2
82

3
76
,2
82

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

57
〃

6
14
5,
69
0

6
14
5,
69
0

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

58
〃

2
46
,5
58

2
46
,5
58

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

59
〃

4
99
,5
51

4
99
,5
51

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

60
〃

45
1,
06
1,
32
1

1
31
,7
52

44
1,
02
9,
56
9

－
－

－
－

－
－

－
－

61
歳
以
上

65
歳
未
満

2
44
,6
57

2
44
,6
57

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

65
歳

以
上

6
20
6,
51
8

－
－

6
20
6,
51
8

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

70
1,
73
1,
68
2

20
49
5,
59
5

50
1,
23
6,
08
7

－
－

35
－

15
20

－
－

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
24
,7
38

－
24
,7
80

－
24
,7
22

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑵
都
道
府
県
―
１

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

36
7

10
0

11
,5
43

10
0

11
,5
43

96
10
,9
65

－
－

4
57
8

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭全 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

11
,8
81

10
,1
79

1,
57
5,
62
3

10
,1
58

1,
57
4,
32
1

4,
83
4

74
4,
93
7

－
－

5,
32
4

82
9,
38
4

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

24
,1
25

21
,4
01

4,
25
9,
90
3

21
,3
51

4,
25
4,
72
0

11
,1
35

2,
53
6,
16
2

－
－

10
,2
16

1,
71
8,
55
8

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

13
,9
16

12
,0
40

3,
96
3,
25
6

11
,9
90

3,
94
6,
76
2

6,
85
1

2,
97
8,
92
4

－
－

5,
13
9

96
7,
83
8

2
7,
68
7

－
－

2
7,
68
7
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

9,
25
4

7,
59
4

5,
19
5,
20
8

7,
51
4

4,
90
0,
72
2

4,
31
3

4,
15
6,
06
4

－
－

3,
20
1

74
4,
65
8

41
28
1,
22
6

5
37
,8
70

36
24
3,
35
6
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

7,
78
5

6,
18
0

8,
32
1,
08
0

6,
01
7

6,
91
1,
60
2

3,
41
1

6,
22
9,
60
4

－
－

2,
60
6

68
1,
99
8

12
2

1,
30
7,
09
1

29
34
2,
02
6

93
96
5,
06
5
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

7,
21
1

5,
80
1

15
,4
27
,6
72

5,
42
6

9,
90
1,
17
2

3,
06
4

9,
16
5,
17
0

－
－

2,
36
2

73
6,
00
2

19
5

2,
77
0,
55
5

98
1,
46
9,
99
6

97
1,
30
0,
55
9
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

3,
36
1

2,
82
8

18
,0
74
,1
65

2,
15
4

3,
43
7,
21
4

1,
16
7

3,
14
1,
66
2

－
－

98
7

29
5,
55
2

64
92
9,
64
3

44
62
3,
93
5

20
30
5,
70
8
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
3,
53
9

3,
02
2

26
,4
63
,9
63

2,
10
7

4,
85
5,
66
1

1,
17
5

4,
56
0,
80
1

－
－

93
2

29
4,
86
0

45
62
2,
57
8

30
44
3,
42
4

15
17
9,
15
4
52

〃
54

〃
54
歳

2,
09
5

1,
85
4

22
,9
84
,0
16

1,
07
0

3,
27
4,
41
3

63
6

3,
08
1,
55
6

－
－

43
4

19
2,
85
7

18
27
1,
58
2

12
19
3,
65
8

6
77
,9
24

54
歳

55
〃

2,
61
3

2,
38
3

38
,3
03
,4
46

99
6

2,
75
4,
29
2

55
5

2,
57
0,
51
2

－
－

44
1

18
3,
78
0

26
38
8,
24
8

24
35
9,
58
9

2
28
,6
59

55
〃

56
〃

2,
68
3

2,
53
2

44
,6
70
,9
85

93
6

3,
13
9,
29
7

56
8

2,
83
7,
84
9

1
26
,9
98

36
7

27
4,
45
0

21
29
7,
23
5

20
28
9,
75
3

1
7,
48
2

56
〃

57
〃

3,
15
9

3,
04
3

61
,9
76
,1
73

82
4

3,
26
3,
11
2

52
7

3,
15
2,
54
5

－
－

29
7

11
0,
56
7

25
41
3,
72
0

22
36
5,
35
5

3
48
,3
65

57
〃

58
〃

4,
12
4

4,
02
2

90
,1
16
,2
29

79
9

4,
29
9,
37
6

53
2

4,
19
1,
96
6

－
－

26
7

10
7,
41
0

24
34
4,
12
5

21
30
0,
29
2

3
43
,8
33

58
〃

59
〃

5,
58
4

5,
50
6

13
4,
33
0,
58
5

68
6

4,
56
7,
96
2

45
8

4,
42
5,
64
8

3
13
,5
49

22
5

12
8,
76
5

27
38
0,
30
3

26
36
7,
30
9

1
12
,9
94

59
〃

60
〃

37
,4
26

37
,3
62

97
3,
00
2,
94
5

47
8

1,
28
7,
43
5

27
9

1,
09
6,
68
8

－
－

19
9

19
0,
74
7

41
2

5,
80
1,
14
8

7
92
,1
46

40
5

5,
70
9,
00
2

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

2,
21
9

2,
00
2

7,
42
8,
17
3

1,
67
6

71
5,
52
7

74
8

49
2,
71
4

－
－

92
8

22
2,
81
3

38
55
4,
65
3

6
11
6,
21
9

32
43
8,
43
4
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

78
9

70
8

3,
75
9,
52
6

59
4

29
2,
21
7

33
4

16
1,
84
4

1
7,
88
6

25
9

12
2,
48
7

13
23
3,
73
1

－
－

13
23
3,
73
1
65

歳
以

上

合
計

14
2,
13
1

12
8,
55
7

1,
45
9,
86
4,
49
1

74
,8
76

63
,3
87
,3
48

40
,6
83

55
,5
35
,6
11

5
48
,4
33

34
,1
88

7,
80
3,
30
4

1,
07
3

14
,6
03
,5
25

34
4

5,
00
1,
57
2

72
9

9,
60
1,
95
3

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

10
,2
71

－
11
,3
56

－
84
7

－
1,
36
5

－
9,
68
7

－
22
8

－
13
,6
10

－
14
,5
39

－
13
,1
71
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

32
17

1,
96
0

17
1,
96
0

14
1,
54
3

－
－

3
41
7

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

92
9

80
3

13
8,
56
0

78
2

13
7,
25
8

58
9

11
0,
13
0

－
－

19
3

27
,1
28

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

2,
55
4

2,
13
9

64
6,
95
4

2,
09
0

64
3,
26
5

1,
57
4

55
0,
85
8

－
－

51
6

92
,4
07

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

2,
35
3

1,
97
3

1,
07
3,
25
8

1,
92
6

1,
06
7,
19
8

1,
50
9

97
2,
63
5

－
－

41
7

94
,5
63

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

2,
00
7

1,
65
5

1,
84
3,
25
9

1,
59
7

1,
69
9,
41
4

1,
20
0

1,
60
0,
56
1

－
－

39
7

98
,8
53

20
14
0,
77
0

3
25
,7
17

17
11
5,
05
3
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

1,
72
2

1,
36
1

3,
07
9,
61
6

1,
27
0

2,
45
5,
67
0

93
9

2,
32
8,
54
7

－
－

33
1

12
7,
12
3

53
55
6,
27
4

11
12
2,
95
9

42
43
3,
31
5
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

1,
46
6

1,
17
8

4,
86
4,
71
0

1,
03
8

3,
23
1,
11
4

71
8

3,
13
4,
66
6

－
－

32
0

96
,4
48

56
71
9,
93
8

22
31
7,
71
0

34
40
2,
22
8
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

61
0

50
9

4,
66
2,
59
2

32
3

91
4,
67
4

21
6

86
1,
49
4

－
－

10
7

53
,1
80

15
19
1,
29
1

11
13
7,
74
2

4
53
,5
49
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
61
0

52
8

6,
31
3,
28
0

28
9

1,
11
9,
72
4

21
4

1,
09
4,
72
3

－
－

75
25
,0
01

20
23
5,
02
6

9
11
7,
02
8

11
11
7,
99
8
52

〃
54

〃
54
歳

31
3

27
2

3,
64
7,
89
3

13
6

44
5,
45
8

93
40
1,
19
6

－
－

43
44
,2
62

6
81
,8
82

4
54
,2
69

2
27
,6
13

54
歳

55
〃

39
6

36
4

5,
95
5,
14
1

14
0

63
9,
48
3

97
59
2,
30
4

－
－

43
47
,1
79

8
11
9,
18
2

8
11
9,
18
2

－
－

55
〃

56
〃

47
8

44
4

8,
55
5,
29
2

12
4

70
3,
76
0

95
69
0,
80
2

－
－

29
12
,9
58

10
13
2,
00
6

9
12
4,
52
4

1
7,
48
2

56
〃

57
〃

62
4

60
1

12
,5
06
,2
51

14
9

82
0,
39
1

11
1

79
4,
33
0

－
－

38
26
,0
61

5
76
,7
87

4
63
,2
53

1
13
,5
34

57
〃

58
〃

77
3

74
1

17
,2
78
,7
70

11
4

95
7,
16
3

95
93
0,
67
0

－
－

19
26
,4
93

10
12
6,
12
7

7
82
,2
94

3
43
,8
33

58
〃

59
〃

1,
53
8

1,
51
6

39
,0
65
,5
02

12
3

1,
12
5,
80
4

99
1,
10
5,
56
2

2
12
,0
96

22
8,
14
6

14
18
2,
24
5

13
16
9,
25
1

1
12
,9
94

59
〃

60
〃

11
,1
90

11
,1
71

28
2,
25
7,
66
0

10
1

42
4,
97
9

64
36
5,
16
5

－
－

37
59
,8
14

24
4

3,
10
2,
78
4

6
70
,2
89

23
8

3,
03
2,
49
5

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

64
9

62
2

6,
98
5,
53
5

30
2

40
2,
74
2

16
6

34
1,
96
3

－
－

13
6

60
,7
79

37
54
1,
54
8

6
11
6,
21
9

31
42
5,
32
9
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

18
4

18
0

2,
53
0,
63
7

10
4

88
,8
82

63
11
,9
18

1
7,
88
6

40
69
,0
78

7
13
8,
10
8

－
－

7
13
8,
10
8
65

歳
以

上

合
計

28
,4
28

26
,0
74

40
1,
40
6,
87
0

10
,6
25

16
,8
78
,9
39

7,
85
6

15
,8
89
,0
67

3
19
,9
82

2,
76
6

96
9,
89
0

50
5

6,
34
3,
96
8

11
3

1,
52
0,
43
7

39
2

4,
82
3,
53
1

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

14
,1
20

－
15
,3
95

－
1,
58
9

－
2,
02
3

－
6,
66
1

－
35
1

－
12
,5
62

－
13
,4
55

－
12
,3
05
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑵
都
道
府
県
―
２

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

26
7

1
26
4

2
－

－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

21
1,
30
2

1,
70
2

10
1,
09
9

59
3

－
－

25
〃

30
〃

1
1,
49
4

－
－

1
1,
49
4

49
3,
68
9

2,
72
4

34
74
0

1,
95
0

－
－

30
〃

35
〃

2
5,
37
9

－
－

2
5,
37
9

46
3,
42
8

1,
87
6

43
34
3

1,
49
0

1
－

35
〃

40
〃

1
10
,1
85

－
－

1
10
,1
85

38
3,
07
5

1,
66
0

36
24
1

1,
38
3

－
－

40
〃

45
〃

9
99
,7
47

5
73
,2
70

4
26
,4
77

32
2,
64
0

1,
60
5

41
16
9

1,
39
5

－
－

45
〃

50
〃

15
0

2,
75
3,
31
6

75
1,
37
3,
01
0

75
1,
38
0,
30
6

30
2,
62
9

1,
41
0

39
11
1

1,
26
0

－
－

50
〃

52
〃

59
6

13
,7
05
,9
98

50
3

11
,7
98
,5
50

93
1,
90
7,
44
8

14
1,
31
0

53
3

20
39

47
4

－
－

52
〃

54
〃

85
9

20
,9
84
,6
42

73
9

18
,3
01
,8
30

12
0

2,
68
2,
81
2

11
1,
08
2

51
7

28
37

45
2

－
3

54
歳

76
4

19
,4
37
,8
29

69
4

17
,8
06
,8
99

70
1,
63
0,
93
0

2
19
2

24
1

14
26

20
1

－
10

55
〃

1,
35
3

35
,1
60
,1
77

1,
28
0

33
,4
06
,1
90

73
1,
75
3,
98
7

8
72
9

23
0

15
34

18
1

1
35

56
〃

1,
56
9

41
,2
33
,9
29

1,
51
6

39
,9
09
,3
83

53
1,
32
4,
54
6

6
52
4

15
1

3
28

12
0

－
12
6

57
〃

2,
19
2

58
,2
99
,1
27

2,
11
3

56
,2
91
,1
29

79
2,
00
7,
99
8

2
21
4

11
6

14
27

75
－

32
3

58
〃

3,
19
8

85
,4
72
,6
29

3,
11
0

83
,1
21
,2
08

88
2,
35
1,
42
1

1
99

10
2

7
25

70
－

76
2

59
〃

4,
78
7

12
9,
38
1,
78
0

4,
70
4

12
7,
22
1,
54
9

83
2,
16
0,
23
1

6
54
0

78
6

26
46

－
1,
39
1

60
〃

36
,4
71

96
5,
91
4,
24
4

17
5

5,
10
1,
83
0

36
,2
96

96
0,
81
2,
41
4

1
11
8

64
12

34
18

－
12
,7
40

61
歳
以
上

65
歳
未
満

28
2

6,
15
7,
37
3

55
1,
49
7,
77
1

22
7

4,
65
9,
60
2

6
62
0

21
7

－
14
7

70
－

38

65
歳

以
上

98
3,
23
3,
30
6

－
－

98
3,
23
3,
30
6

3
27
2

81
－

75
6

－
17

合
計

52
,3
32
1,
38
1,
85
1,
15
5

14
,9
69

39
5,
90
2,
61
9

37
,3
63

98
5,
94
8,
53
6

27
6

22
,4
63

13
,5
74

32
3

3,
46
5

9,
78
6

2
15
,4
45

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
26
,4
05

－
26
,4
48

－
26
,3
88

－
81

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

15
－

14
1

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

21
1,
30
2

12
6

1
79

46
－

－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

49
3,
68
9

41
5

7
11
0

29
8

－
－

30
〃

35
〃

1
2,
63
2

－
－

1
2,
63
2

46
3,
42
8

38
0

8
89

28
3

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

38
3,
07
5

35
2

8
57

28
7

－
－

40
〃

45
〃

6
65
,0
32

4
56
,1
06

2
8,
92
6

32
2,
64
0

36
1

10
57

29
4

－
－

45
〃

50
〃

54
91
1,
02
9

25
42
3,
60
2

29
48
7,
42
7

30
2,
62
9

28
8

9
33

24
6

－
－

50
〃

52
〃

15
7

3,
55
5,
31
7

13
3

3,
05
9,
05
0

24
49
6,
26
7

14
1,
31
0

10
1

3
4

94
－

－
52

〃
54

〃
20
8

4,
95
7,
44
8

17
3

4,
20
2,
48
3

35
75
4,
96
5

11
1,
08
2

82
6

3
73

－
2

54
歳

12
8

3,
12
0,
36
1

11
0

2,
69
6,
77
5

18
42
3,
58
6

2
19
2

41
5

2
34

－
4

55
〃

20
8

5,
19
5,
74
7

19
0

4,
76
0,
35
6

18
43
5,
39
1

8
72
9

32
1

6
25

1
19

56
〃

30
4

7,
71
9,
00
2

29
0

7,
37
1,
23
6

14
34
7,
76
6

6
52
4

34
－

4
30

－
56

57
〃

44
5

11
,6
08
,8
59

42
3

11
,0
68
,1
94

22
54
0,
66
5

2
21
4

23
1

1
21

－
96

58
〃

61
6

16
,1
95
,3
81

59
5

15
,6
58
,8
99

21
53
6,
48
2

1
99

32
3

3
26

－
19
0

59
〃

1,
37
3

37
,7
56
,9
13

1,
34
2

36
,9
93
,9
54

31
76
2,
95
9

6
54
0

22
2

4
16

－
42
5

60
〃

10
,8
25

27
8,
72
9,
77
9

68
1,
94
3,
70
1

10
,7
57

27
6,
78
6,
07
8

1
11
8

19
4

13
2

－
3,
87
8

61
歳
以
上

65
歳
未
満

27
7

6,
04
0,
62
5

52
1,
42
9,
93
1

22
5

4,
61
0,
69
4

6
62
0

27
－

19
8

－
38

65
歳

以
上

66
2,
30
3,
37
5

－
－

66
2,
30
3,
37
5

3
27
2

4
－

4
－

－
7

合
計

14
,6
68

37
8,
16
1,
50
0

3,
40
5

89
,6
64
,2
87

11
,2
63

28
8,
49
7,
21
3

27
6

22
,4
63

2,
35
4

68
50
2

1,
78
4

1
4,
71
5

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
25
,7
81

－
26
,3
33

－
25
,6
15

－
81

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑵
都
道
府
県
―
３

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

16
11

1,
14
6

11
1,
14
6

8
72
9

－
－

3
41
7

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

40
2

33
4

48
,1
48

32
3

47
,4
92

20
9

31
,5
26

－
－

11
4

15
,9
66

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

1,
01
6

80
8

18
7,
75
7

78
5

18
6,
03
4

48
0

13
1,
94
5

－
－

30
5

54
,0
89

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

88
9

72
9

33
5,
12
7

70
5

33
3,
04
8

41
9

27
4,
39
7

－
－

28
6

58
,6
51

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

84
5

67
6

76
9,
12
1

63
7

64
9,
84
7

34
8

58
8,
35
4

－
－

28
9

61
,4
93

17
11
7,
46
7

3
25
,7
17

14
91
,7
50
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

82
7

63
0

1,
52
3,
72
9

57
2

1,
09
9,
97
5

31
2

1,
03
6,
27
9

－
－

26
0

63
,6
96

33
35
7,
07
8

6
64
,4
94

27
29
2,
58
4
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

75
3

57
4

2,
61
0,
18
6

48
7

1,
51
8,
74
8

25
5

1,
45
6,
46
7

－
－

23
2

62
,2
81

35
44
7,
61
7

13
17
4,
60
1

22
27
3,
01
6
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

32
5

26
1

2,
72
1,
22
0

15
6

50
2,
85
5

77
48
7,
00
1

－
－

79
15
,8
54

5
70
,2
16

3
44
,2
41

2
25
,9
75
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
33
8

28
3

3,
70
7,
70
8

15
1

74
0,
59
2

91
71
9,
41
9

－
－

60
21
,1
73

9
11
9,
85
4

3
40
,9
24

6
78
,9
30
52

〃
54

〃
54
歳

16
8

14
1

2,
04
0,
44
0

67
27
4,
67
6

35
23
2,
47
5

－
－

32
42
,2
01

1
14
,5
76

1
14
,5
76

－
－

54
歳

55
〃

20
2

18
2

3,
33
0,
32
7

59
33
3,
34
7

30
31
0,
49
5

－
－

29
22
,8
52

1
16
,3
44

1
16
,3
44

－
－

55
〃

56
〃

27
2

24
6

5,
28
9,
15
2

49
38
2,
39
1

32
37
9,
44
3

－
－

17
2,
94
8

－
－

－
－

－
－

56
〃

57
〃

36
5

35
0

7,
98
9,
94
8

64
47
5,
78
3

43
47
2,
01
2

－
－

21
3,
77
1

1
12
,8
71

1
12
,8
71

－
－

57
〃

58
〃

50
0

48
5

12
,1
60
,3
66

50
53
2,
93
2

34
50
7,
05
4

－
－

16
25
,8
78

2
29
,9
78

1
13
,2
45

1
16
,7
33

58
〃

59
〃

1,
05
3

1,
04
8

28
,2
18
,0
31

53
65
5,
18
5

40
64
4,
54
1

1
7,
33
8

12
3,
30
6

2
28
,2
43

2
28
,2
43

－
－

59
〃

60
〃

7,
45
7

7,
43
9

19
3,
70
6,
49
0

36
25
9,
50
3

22
23
4,
42
6

－
－

14
25
,0
77

45
64
1,
50
5

－
－

45
64
1,
50
5

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

15
3

14
2

17
4,
09
0

13
6

38
,2
88

44
11
,8
62

－
－

92
26
,4
26

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

37
34

84
,6
33

30
18
,9
15

11
4,
32
7

－
－

19
14
,5
88

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

15
,6
18

14
,3
73

26
4,
89
7,
61
9

4,
37
1

8,
05
0,
75
7

2,
49
0

7,
52
2,
75
2

1
7,
33
8

1,
88
0

52
0,
66
7

15
1

1,
85
5,
74
9

34
43
5,
25
6

11
7

1,
42
0,
49
3

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

16
,9
61

－
18
,4
30

－
1,
84
2

－
3,
02
1

－
7,
33
8

－
27
7

－
12
,2
90

－
12
,8
02

－
12
,1
41
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

1
1

81
1

81
1

81
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

75
74

8,
81
0

74
8,
81
0

52
5,
10
9

－
－

22
3,
70
1

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

12
5

12
4

18
,6
91

12
4

18
,6
91

81
10
,5
73

－
－

43
8,
11
8

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

93
93

22
,3
28

93
22
,3
28

61
15
,7
07

－
－

32
6,
62
1

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

98
97

27
,4
24

97
27
,4
24

70
21
,7
26

－
－

27
5,
69
8

－
－

－
－

－
－
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

10
2

99
86
,6
21

95
55
,6
14

75
42
,4
68

－
－

20
13
,1
46

4
31
,0
07

－
－

4
31
,0
07
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

11
7

11
1

20
4,
29
6

10
3

99
,3
91

78
93
,9
60

－
－

25
5,
43
1

4
46
,0
49

2
29
,5
69

2
16
,4
80
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

61
59

18
8,
82
6

52
43
,1
51

41
23
,4
58

－
－

11
19
,6
93

－
－

－
－

－
－
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
55

53
30
2,
93
4

41
11
2,
85
5

38
11
2,
15
4

－
－

3
70
1

5
45
,5
56

1
12
,5
38

4
33
,0
18
52

〃
54

〃
54
歳

27
26

14
4,
68
1

19
28
,3
98

16
27
,7
55

－
－

3
64
3

3
35
,2
75

2
24
,0
07

1
11
,2
68

54
歳

55
〃

39
37

18
7,
01
4

30
39
,3
92

24
38
,2
01

－
－

6
1,
19
1

1
7,
96
3

1
7,
96
3

－
－

55
〃

56
〃

47
47

30
9,
50
9

33
36
,8
80

28
35
,8
08

－
－

5
1,
07
2

4
33
,3
45

3
25
,8
63

1
7,
48
2

56
〃

57
〃

46
46

41
5,
38
6

29
30
,9
15

21
18
,7
12

－
－

8
12
,2
03

2
25
,1
50

1
11
,6
16

1
13
,5
34

57
〃

58
〃

47
45

51
1,
93
7

24
66
,4
64

22
66
,0
35

－
－

2
42
9

2
18
,3
43

2
18
,3
43

－
－

58
〃

59
〃

51
51

63
3,
12
2

24
87
,7
49

20
86
,8
91

－
－

4
85
8

4
52
,6
70

4
52
,6
70

－
－

59
〃

60
〃

67
6

67
6

12
,4
39
,6
70

35
80
,5
25

24
70
,6
69

－
－

11
9,
85
6

14
2

1,
72
7,
59
9

6
70
,2
89

13
6

1,
65
7,
31
0

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

34
2

34
0

5,
45
5,
12
5

69
10
5,
79
1

48
96
,1
09

－
－

21
9,
68
2

27
35
8,
07
3

2
26
,8
07

25
33
1,
26
6
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

24
24

3,
25
9

24
3,
25
9

21
2,
80
7

－
－

3
45
2

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

2,
02
6

2,
00
3

20
,9
59
,7
14

96
7

86
7,
71
8

72
1

76
8,
22
3

－
－

24
6

99
,4
95

19
8

2,
38
1,
03
0

24
27
9,
66
5

17
4

2,
10
1,
36
5

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

10
,3
45

－
10
,4
64

－
89
7

－
1,
06
5

－
－

－
40
4

－
12
,0
25

－
11
,6
53

－
12
,0
77
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑵
都
道
府
県
―
４

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

5
－

4
1

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

11
65
6

68
1

36
31

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

23
1,
72
3

20
8

5
46

15
7

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

24
2,
07
9

16
0

5
33

12
2

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

22
1,
80
7

16
9

7
25

13
7

－
－

40
〃

45
〃

6
65
,0
32

4
56
,1
06

2
8,
92
6

19
1,
64
4

19
7

7
20

17
0

－
－

45
〃

50
〃

37
64
2,
38
9

17
28
8,
54
3

20
35
3,
84
6

15
1,
43
2

17
9

5
14

16
0

－
－

50
〃

52
〃

94
2,
14
7,
65
0

78
1,
82
2,
24
0

16
32
5,
41
0

6
49
9

64
1

1
62

－
－

52
〃

54
〃

11
8

2,
84
6,
78
3

10
2

2,
50
3,
66
0

16
34
3,
12
3

5
47
9

55
3

1
51

－
1

54
歳

71
1,
75
0,
99
6

61
1,
51
6,
58
2

10
23
4,
41
4

2
19
2

27
3

1
23

－
2

55
〃

11
8

2,
98
0,
29
1

10
4

2,
64
2,
72
7

14
33
7,
56
4

4
34
5

20
－

4
16

－
16

56
〃

19
3

4,
90
6,
45
3

18
2

4,
63
0,
54
6

11
27
5,
90
7

4
30
8

26
－

3
23

－
50

57
〃

28
4

7,
50
1,
19
8

26
6

7,
05
3,
41
7

18
44
7,
78
1

1
96

15
1

1
13

－
84

58
〃

43
3

11
,5
97
,4
56

42
2

11
,3
15
,3
66

11
28
2,
09
0

－
－

15
2

－
13

－
15
8

59
〃

98
8

27
,5
34
,1
88

96
8

27
,0
08
,0
31

20
52
6,
15
7

5
41
5

5
－

3
2

－
33
0

60
〃

7,
35
8

19
2,
80
5,
48
2

14
47
9,
16
3

7,
34
4

19
2,
32
6,
31
9

－
－

18
4

12
2

－
2,
93
9

61
歳
以
上

65
歳
未
満

4
13
5,
64
8

3
10
1,
09
3

1
34
,5
55

2
15
4

11
－

11
－

－
1

65
歳

以
上

2
65
,5
64

－
－

2
65
,5
64

2
15
4

3
－

3
－

－
－

合
計

9,
70
6

25
4,
97
9,
13
0

2,
22
1

59
,4
17
,4
74

7,
48
5

19
5,
56
1,
65
6

14
5

11
,9
83

1,
24
5

44
21
8

98
3

－
3,
58
1

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
26
,2
70

－
26
,7
53

－
26
,1
27

－
83

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

1
－

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

1
－

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

1
－

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

3
－

3
－

－
－

45
〃

50
〃

4
58
,8
56

2
31
,5
66

2
27
,2
90

－
－

6
－

3
3

－
－

50
〃

52
〃

7
14
5,
67
5

5
11
1,
22
8

2
34
,4
47

－
－

2
－

2
－

－
－

52
〃

54
〃

7
14
4,
52
3

2
46
,8
90

5
97
,6
33

－
－

2
1

－
1

－
－

54
歳

4
81
,0
08

2
41
,6
40

2
39
,3
68

－
－

1
－

1
－

－
－

55
〃

6
13
9,
65
9

5
10
9,
73
5

1
29
,9
24

－
－

2
－

1
1

－
－

56
〃

10
23
9,
28
4

10
23
9,
28
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

57
〃

15
35
9,
32
1

14
33
6,
22
1

1
23
,1
00

－
－

－
－

－
－

－
4

58
〃

19
42
7,
13
0

18
40
8,
11
9

1
19
,0
11

－
－

2
－

2
－

－
5

59
〃

23
49
2,
70
3

19
42
4,
62
7

4
68
,0
76

－
－

－
－

－
－

－
2

60
〃

49
9

10
,6
31
,5
46

23
55
7,
52
3

47
6

10
,0
74
,0
23

－
－

－
－

－
－

－
80

61
歳
以
上

65
歳
未
満

24
4

4,
99
1,
26
1

30
66
1,
00
6

21
4

4,
33
0,
25
5

－
－

2
－

2
－

－
34

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

83
8

17
,7
10
,9
66

13
0

2,
96
7,
83
9

70
8

14
,7
43
,1
27

－
－

23
1

17
5

－
12
5

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
21
,1
35

－
22
,8
30

－
20
,8
24

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑵
都
道
府
県
―
５

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

4
4

44
7

4
44
7

3
28
6

－
－

1
16
1

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭教 育 公 務 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

9,
36
9

8,
79
7

1,
30
6,
53
2

8,
79
7

1,
30
6,
53
2

3,
66
8

50
5,
26
7

－
－

5,
12
9

80
1,
26
5

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

19
,9
50

18
,6
64

3,
29
5,
94
8

18
,6
64

3,
29
5,
94
8

8,
97
1

1,
67
5,
44
3

－
－

9,
69
3

1,
62
0,
50
5

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

10
,7
66

9,
78
0

2,
50
7,
35
0

9,
78
0

2,
50
7,
35
0

5,
05
9

1,
63
5,
38
4

－
－

4,
72
1

87
1,
96
6

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

6,
69
1

5,
75
2

2,
76
6,
25
8

5,
73
9

2,
68
0,
39
8

2,
93
8

2,
04
3,
68
5

－
－

2,
80
1

63
6,
71
3

13
85
,8
60

1
7,
04
2

12
78
,8
18
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

5,
70
0

4,
68
1

4,
32
5,
87
6

4,
62
3

3,
69
6,
04
3

2,
34
8

3,
14
1,
16
8

－
－

2,
27
5

55
4,
87
5

57
62
8,
27
0

16
19
6,
74
0

41
43
1,
53
0
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

5,
46
6

4,
49
8

8,
74
6,
10
4

4,
29
3

5,
41
8,
77
3

2,
25
2

4,
79
5,
28
5

－
－

2,
04
1

62
3,
48
8

13
3

1,
96
9,
49
7

75
1,
13
8,
53
6

58
83
0,
96
1
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

2,
59
3

2,
22
7

11
,4
67
,5
94

1,
80
1

2,
05
5,
27
3

92
2

1,
83
2,
38
7

－
－

87
9

22
2,
88
6

49
73
8,
35
2

33
48
6,
19
3

16
25
2,
15
9
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
2,
75
6

2,
36
9

17
,4
02
,7
65

1,
77
0

2,
89
7,
05
8

91
4

2,
62
7,
68
7

－
－

85
6

26
9,
37
1

25
38
7,
55
2

21
32
6,
39
6

4
61
,1
56
52

〃
54

〃
54
歳

1,
67
1

1,
49
6

17
,2
22
,8
46

90
8

2,
32
3,
84
8

51
7

2,
17
5,
25
3

－
－

39
1

14
8,
59
5

12
18
9,
70
0

8
13
9,
38
9

4
50
,3
11

54
歳

55
〃

2,
03
5

1,
86
8

28
,5
71
,7
60

83
1

1,
61
9,
32
2

43
3

1,
48
2,
72
1

－
－

39
8

13
6,
60
1

18
26
9,
06
6

16
24
0,
40
7

2
28
,6
59

55
〃

56
〃

1,
98
2

1,
88
7

31
,0
01
,1
84

77
8

1,
72
0,
23
4

44
3

1,
52
6,
96
0

1
26
,9
98

33
4

16
6,
27
6

11
16
5,
22
9

11
16
5,
22
9

－
－

56
〃

57
〃

2,
21
0

2,
15
0

41
,9
95
,7
36

64
1

1,
73
7,
81
1

38
3

1,
67
1,
25
7

－
－

25
8

66
,5
54

20
33
6,
93
3

18
30
2,
10
2

2
34
,8
31

57
〃

58
〃

2,
86
6

2,
82
8

61
,0
99
,1
05

63
1

2,
20
2,
24
3

38
3

2,
12
1,
32
6

－
－

24
8

80
,9
17

13
21
0,
06
7

13
21
0,
06
7

－
－

58
〃

59
〃

3,
21
3

3,
16
4

73
,0
76
,1
87

51
5

2,
37
0,
48
0

31
2

2,
27
4,
49
7

1
1,
45
3

20
2

94
,5
30

13
19
8,
05
8

13
19
8,
05
8

－
－

59
〃

60
〃

20
,3
93

20
,3
52

53
8,
75
9,
03
2

35
6

37
4,
57
4

19
5

24
4,
84
9

－
－

16
1

12
9,
72
5

16
6

2,
66
5,
25
4

－
－

16
6

2,
66
5,
25
4

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

1,
56
7

1,
37
8

39
7,
98
1

1,
37
4

31
2,
78
5

58
2

15
0,
75
1

－
－

79
2

16
2,
03
4

1
13
,1
05

－
－

1
13
,1
05
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

59
9

52
2

1,
02
2,
37
1

49
0

20
3,
33
5

27
1

14
9,
92
6

－
－

21
9

53
,4
09

6
95
,6
23

－
－

6
95
,6
23
65

歳
以

上

合
計

99
,8
31

92
,4
17

84
4,
96
5,
07
6

61
,9
95

36
,7
22
,4
54

30
,5
94

30
,0
54
,1
32

2
28
,4
51

31
,3
99

6,
63
9,
87
1

53
7

7,
95
2,
56
6

22
5

3,
41
0,
15
9

31
2

4,
54
2,
40
7

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

8,
46
4

－
9,
14
3

－
59
2

－
98
2

－
14
,2
26

－
21
1

－
14
,8
09

－
15
,1
56

－
14
,5
59
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑵
都
道
府
県
―
６

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

57
2

1
27
0

30
1

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1,
28
6

19
41
2

85
5

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

98
6

26
23
2

72
8

1
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

93
9

25
18
1

73
3

－
－

40
〃

45
〃

1
1,
56
3

－
－

1
1,
56
3

－
－

1,
01
9

24
11
2

88
3

－
－

45
〃

50
〃

72
1,
35
7,
83
4

46
86
6,
64
7

26
49
1,
18
7

－
－

96
8

22
78

86
8

－
－

50
〃

52
〃

37
7

8,
67
3,
96
9

32
9

7,
71
0,
00
1

48
96
3,
96
8

－
－

36
6

13
35

31
8

－
－

52
〃

54
〃

57
4

14
,1
18
,1
55

51
5

12
,7
99
,4
05

59
1,
31
8,
75
0

－
－

38
7

17
34

33
6

－
－

54
歳

57
6

14
,7
09
,2
98

53
6

13
,7
94
,5
88

40
91
4,
71
0

－
－

17
5

8
24

14
3

－
－

55
〃

1,
01
9

26
,6
83
,3
72

97
7

25
,6
85
,1
13

42
99
8,
25
9

－
－

16
7

11
28

12
8

－
8

56
〃

1,
09
8

29
,1
15
,7
21

1,
07
7

28
,5
86
,5
32

21
52
9,
18
9

－
－

95
2

24
69

－
42

57
〃

1,
48
9

39
,9
20
,9
92

1,
44
7

38
,8
29
,2
77

42
1,
09
1,
71
5

－
－

60
10

26
24

－
18
1

58
〃

2,
18
4

58
,6
86
,7
95

2,
13
6

57
,3
72
,9
78

48
1,
31
3,
81
7

－
－

38
2

22
14

－
50
2

59
〃

2,
63
6

70
,5
07
,6
49

2,
60
4

69
,6
53
,1
75

32
85
4,
47
4

－
－

49
2

22
25

－
79
8

60
〃

19
,8
30

53
5,
71
9,
20
4

9
24
0,
42
9

19
,8
21

53
5,
47
8,
77
5

－
－

41
4

21
16

－
7,
30
7

61
歳
以
上

65
歳
未
満

3
72
,0
91

1
23
,1
83

2
48
,9
08

－
－

18
9

－
12
7

62
－

－

65
歳

以
上

26
72
3,
41
3

－
－

26
72
3,
41
3

－
－

77
－

71
6

－
10

合
計

29
,8
85

80
0,
29
0,
05
6

9,
67
7

25
5,
56
1,
32
8

20
,2
08

54
4,
72
8,
72
8

－
－

7,
41
4

18
6

1,
71
9

5,
50
9

1
8,
84
8

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
26
,7
79

－
26
,4
09

－
26
,9
56

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑶
指
定
都
市
―
１

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

4
4

66
0

4
66
0

1
18
5

－
－

3
47
5

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭全 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

41
2

35
0

76
,3
08

35
0

76
,3
08

14
8

37
,8
11

－
－

20
2

38
,4
97

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

1,
15
1

98
9

39
1,
00
9

98
9

39
1,
00
9

54
2

29
9,
11
8

1
1,
85
2

44
6

90
,0
39

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

83
5

71
0

61
7,
94
7

70
3

59
0,
35
2

48
3

52
7,
73
5

1
2,
10
5

21
9

60
,5
12

7
27
,5
95

－
－

7
27
,5
95
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

69
8

55
9

1,
13
9,
32
6

51
5

88
3,
73
5

34
9

79
4,
47
0

3
8,
29
8

16
3

80
,9
67

42
23
5,
99
1

－
－

42
23
5,
99
1
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

56
4

39
6

1,
66
0,
25
0

33
9

1,
07
9,
04
4

22
8

1,
02
4,
20
4

－
－

11
1

54
,8
40

52
49
7,
86
2

9
12
2,
61
5

43
37
5,
24
7
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

71
7

50
7

4,
79
0,
53
6

31
6

1,
60
4,
28
3

18
6

1,
48
8,
04
6

3
43
,1
27

12
7

73
,1
10

87
1,
10
2,
27
1

53
71
7,
66
8

34
38
4,
60
3
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

42
9

32
0

5,
31
9,
13
3

10
9

60
3,
96
2

55
56
5,
97
8

－
－

54
37
,9
84

44
63
9,
33
9

35
51
2,
07
8

9
12
7,
26
1
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
47
1

34
5

6,
21
6,
75
1

11
6

72
6,
72
0

60
70
6,
24
5

1
1,
98
2

55
18
,4
93

26
36
6,
12
5

21
29
8,
41
9

5
67
,7
06
52

〃
54

〃
54
歳

23
5

17
4

3,
56
8,
92
1

41
31
2,
52
0

22
30
8,
40
9

－
－

19
4,
11
1

15
22
3,
18
0

10
15
3,
20
4

5
69
,9
76

54
歳

55
〃

27
6

22
8

4,
74
0,
87
2

50
25
3,
01
8

19
22
5,
91
3

－
－

31
27
,1
05

16
26
9,
92
1

15
25
6,
77
2

1
13
,1
49

55
〃

56
〃

27
6

23
1

5,
42
2,
54
0

33
28
2,
84
6

16
25
7,
55
2

1
4,
18
0

16
21
,1
14

10
16
2,
17
8

8
12
8,
01
1

2
34
,1
67

56
〃

57
〃

41
2

36
9

8,
87
2,
69
3

58
71
3,
26
0

38
65
8,
83
0

－
－

20
54
,4
30

12
18
0,
49
3

10
15
3,
77
5

2
26
,7
18

57
〃

58
〃

50
8

47
3

11
,7
80
,4
51

52
75
3,
67
5

42
74
2,
99
8

2
9,
08
4

8
1,
59
3

20
31
8,
68
9

17
26
5,
15
9

3
53
,5
30

58
〃

59
〃

61
7

61
2

15
,5
54
,1
26

33
30
4,
03
6

15
22
7,
01
7

－
－

18
77
,0
19

16
23
8,
85
5

10
14
8,
02
9

6
90
,8
26

59
〃

60
〃

5,
97
4

5,
97
2

15
3,
53
2,
49
6

41
44
2,
05
8

18
25
2,
27
7

1
3,
61
5

22
18
6,
16
6

16
3

2,
30
2,
05
7

－
－

16
3

2,
30
2,
05
7

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

11
4

10
6

1,
17
6,
77
6

57
29
,2
74

21
10
,9
80

－
－

36
18
,2
94

9
14
3,
98
2

2
40
,7
72

7
10
3,
21
0
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

52
52

94
3,
78
6

23
22
,3
38

4
1,
26
2

－
－

19
21
,0
76

5
89
,8
63

－
－

5
89
,8
63
65

歳
以

上

合
計

13
,7
45

12
,3
97

22
5,
80
4,
58
1

3,
82
9

9,
06
9,
09
8

2,
24
7

8,
12
9,
03
0

13
74
,2
43

1,
56
9

86
5,
82
5

52
4

6,
79
8,
40
1

19
0

2,
79
6,
50
2

33
4

4,
00
1,
89
9

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

16
,4
28

－
18
,2
14

－
2,
36
9

－
3,
61
8

－
5,
71
1

－
55
2

－
12
,9
74

－
14
,7
18

－
11
,9
82
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

1
1

18
5

1
18
5

1
18
5

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
8

21
5

49
,0
31

21
5

49
,0
31

14
0

35
,9
89

－
－

75
13
,0
42

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

86
0

73
4

33
0,
04
8

73
4

33
0,
04
8

50
4

28
7,
83
0

1
1,
85
2

22
9

40
,3
66

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

70
9

60
3

58
3,
09
9

59
6

55
5,
50
4

45
0

51
1,
55
7

1
2,
10
5

14
5

41
,8
42

7
27
,5
95

－
－

7
27
,5
95
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

59
5

49
6

1,
07
8,
53
6

45
2

82
2,
94
5

32
7

74
7,
74
0

2
5,
70
2

12
3

69
,5
03

42
23
5,
99
1

－
－

42
23
5,
99
1
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

46
5

35
5

1,
61
7,
76
6

29
9

1,
04
1,
97
2

21
8

99
5,
64
5

－
－

81
46
,3
27

51
49
2,
45
0

9
12
2,
61
5

42
36
9,
83
5
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

57
7

45
6

4,
61
8,
78
2

26
8

1,
48
5,
30
8

17
5

1,
42
3,
88
5

－
－

93
61
,4
23

86
1,
08
7,
04
9

53
71
7,
66
8

33
36
9,
38
1
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

34
7

28
6

5,
05
3,
08
6

81
47
8,
94
0

43
44
5,
84
9

－
－

38
33
,0
91

42
59
4,
79
5

34
49
1,
64
8

8
10
3,
14
7
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
38
3

31
6

5,
95
2,
24
7

93
61
1,
52
2

50
59
7,
23
7

－
－

43
14
,2
85

26
36
6,
12
5

21
29
8,
41
9

5
67
,7
06
52

〃
54

〃
54
歳

18
8

16
1

3,
42
8,
95
1

31
25
3,
70
4

18
25
1,
42
4

－
－

13
2,
28
0

15
22
3,
18
0

10
15
3,
20
4

5
69
,9
76

54
歳

55
〃

24
0

21
2

4,
56
6,
21
0

41
25
0,
26
1

18
22
5,
55
8

－
－

23
24
,7
03

15
25
6,
77
2

15
25
6,
77
2

－
－

55
〃

56
〃

25
1

22
6

5,
36
1,
88
7

30
27
8,
04
0

16
25
7,
55
2

－
－

14
20
,4
88

10
16
2,
17
8

8
12
8,
01
1

2
34
,1
67

56
〃

57
〃

38
2

35
5

8,
62
3,
57
2

52
68
6,
97
3

35
63
3,
48
1

－
－

17
53
,4
92

12
18
0,
49
3

10
15
3,
77
5

2
26
,7
18

57
〃

58
〃

46
9

45
4

11
,3
89
,2
27

47
74
3,
53
1

38
73
3,
17
4

2
9,
08
4

7
1,
27
3

20
31
8,
68
9

17
26
5,
15
9

3
53
,5
30

58
〃

59
〃

59
1

58
6

14
,9
97
,6
40

28
30
2,
44
1

15
22
7,
01
7

－
－

13
75
,4
24

16
23
8,
85
5

10
14
8,
02
9

6
90
,8
26

59
〃

60
〃

5,
69
0

5,
68
8

14
5,
94
2,
77
0

25
26
1,
17
4

14
22
8,
78
6

1
3,
61
5

10
28
,7
73

16
0

2,
24
2,
56
1

－
－

16
0

2,
24
2,
56
1

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

89
83

1,
08
3,
69
0

37
17
,5
45

15
9,
02
0

－
－

22
8,
52
5

8
13
2,
42
8

2
40
,7
72

6
91
,6
56
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

36
36

88
6,
32
1

9
13
,3
47

1
26
3

－
－

8
13
,0
84

4
77
,9
65

－
－

4
77
,9
65
65

歳
以

上

合
計

12
,1
31

11
,2
63

21
5,
56
3,
04
8

3,
03
9

8,
18
2,
47
1

2,
07
8

7,
61
2,
19
2

7
22
,3
58

95
4

54
7,
92
1

51
4

6,
63
7,
12
6

18
9

2,
77
6,
07
2

32
5

3,
86
1,
05
4

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

17
,7
70

－
19
,1
39

－
2,
69
2

－
3,
66
3

－
3,
19
4

－
57
4

－
12
,9
13

－
14
,6
88

－
11
,8
80
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑶
指
定
都
市
―
２

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

全 職 員
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歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

62
4

24
34

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

16
2

5
29

12
8

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

12
5

3
27

95
－

－

35
〃

40
〃

2
19
,6
00

－
－

2
19
,6
00

－
－

13
9

7
16

11
6

－
－

40
〃

45
〃

5
83
,3
44

2
37
,1
07

3
46
,2
37

－
－

16
8

6
13

14
9

－
－

45
〃

50
〃

10
4

2,
08
3,
98
2

75
1,
54
4,
85
0

29
53
9,
13
2

－
－

21
0

11
11

18
8

－
－

50
〃

52
〃

16
7

4,
07
5,
83
2

15
0

3,
70
9,
11
4

17
36
6,
71
8

－
－

10
9

3
4

10
2

－
－

52
〃

54
〃

20
3

5,
12
3,
90
6

18
3

4,
66
7,
86
9

20
45
6,
03
7

－
－

12
6

2
－

12
4

－
7

54
歳

11
8

3,
03
3,
22
1

11
1

2,
86
5,
47
2

7
16
7,
74
9

－
－

61
－

2
59

－
4

55
〃

16
2

4,
21
7,
93
3

15
4

4,
02
5,
85
8

8
19
2,
07
5

－
－

48
1

1
46

－
13

56
〃

18
8

4,
97
7,
51
6

17
8

4,
73
3,
23
1

10
24
4,
28
5

－
－

45
1

1
43

－
48

57
〃

29
9

7,
97
8,
94
0

27
1

7,
25
7,
09
5

28
72
1,
84
5

－
－

43
－

－
43

－
93

58
〃

40
1

10
,7
08
,0
87

38
1

10
,2
08
,0
90

20
49
9,
99
7

－
－

35
－

1
34

－
14
9

59
〃

56
3

15
,0
11
,2
35

53
5

14
,2
87
,4
70

28
72
3,
76
5

－
－

5
2

－
3

－
24
1

60
〃

5,
76
8

15
0,
78
8,
38
1

32
82
3,
06
6

5,
73
6

14
9,
96
5,
31
5

－
－

2
－

－
2

－
2,
35
3

61
歳
以
上

65
歳
未
満

40
1,
00
3,
52
0

9
27
8,
72
8

31
72
4,
79
2

－
－

8
1

3
4

－
11

65
歳

以
上

24
83
1,
58
5

－
－

24
83
1,
58
5

－
－

－
－

－
－

－
4

合
計

8,
04
4

20
9,
93
7,
08
2

2,
08
1

54
,4
37
,9
50

5,
96
3

15
5,
49
9,
13
2

－
－

1,
34
8

46
13
2

1,
17
0

－
2,
92
3

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
26
,0
99

－
26
,1
60

－
26
,0
77

－
－

－
－

－
－

－
－
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歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

43
4

20
19

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

12
6

4
19

10
3

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

10
6

3
26

77
－

－

35
〃

40
〃

2
19
,6
00

－
－

2
19
,6
00

－
－

99
6

11
82

－
－

40
〃

45
〃

5
83
,3
44

2
37
,1
07

3
46
,2
37

－
－

11
0

6
9

95
－

－

45
〃

50
〃

10
2

2,
04
6,
42
5

75
1,
54
4,
85
0

27
50
1,
57
5

－
－

12
1

10
6

10
5

－
－

50
〃

52
〃

16
3

3,
97
9,
35
1

14
6

3,
61
2,
63
3

17
36
6,
71
8

－
－

61
3

2
56

－
－

52
〃

54
〃

19
7

4,
97
4,
60
0

17
9

4,
55
9,
78
1

18
41
4,
81
9

－
－

67
2

－
65

－
7

54
歳

11
5

2,
95
2,
06
7

10
9

2,
80
9,
11
2

6
14
2,
95
5

－
－

27
－

1
26

－
4

55
〃

15
6

4,
05
9,
17
7

14
8

3,
86
7,
10
2

8
19
2,
07
5

－
－

28
1

1
26

－
13

56
〃

18
6

4,
92
1,
66
9

17
6

4,
67
7,
38
4

10
24
4,
28
5

－
－

25
1

－
24

－
48

57
〃

29
1

7,
75
6,
10
6

26
4

7,
06
2,
75
5

27
69
3,
35
1

－
－

27
－

－
27

－
90

58
〃

38
7

10
,3
27
,0
07

36
7

9,
82
7,
01
0

20
49
9,
99
7

－
－

15
－

1
14

－
14
5

59
〃

54
2

14
,4
56
,3
44

51
6

13
,7
89
,3
53

26
66
6,
99
1

－
－

5
2

－
3

－
23
8

60
〃

5,
50
3

14
3,
43
9,
03
5

32
82
3,
06
6

5,
47
1

14
2,
61
5,
96
9

－
－

2
－

－
2

－
2,
26
5

61
歳
以
上

65
歳
未
満

38
93
3,
71
7

8
24
3,
94
8

30
68
9,
76
9

－
－

6
1

2
3

－
9

65
歳

以
上

23
79
5,
00
9

－
－

23
79
5,
00
9

－
－

－
－

－
－

－
3

合
計

7,
71
0

20
0,
74
3,
45
1

2,
02
2

52
,8
54
,1
01

5,
68
8

14
7,
88
9,
35
0

－
－

86
8

43
98

72
7

－
2,
82
2

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
26
,0
37

－
26
,1
40

－
26
,0
00

－
－

－
－

－
－

－
－
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表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑶
指
定
都
市
―
３

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ
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歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
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20
歳
以
上

25
歳
未
満

32
22

6,
44
5

22
6,
44
5

17
4,
60
9

－
－

5
1,
83
6

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

15
2

10
0

50
,5
01

10
0

50
,5
01

89
44
,8
31

－
－

11
5,
67
0

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

12
8

97
10
1,
04
8

96
96
,0
12

79
86
,5
96

1
2,
10
5

16
7,
31
1

1
5,
03
6

－
－

1
5,
03
6
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

13
7

10
2

28
8,
96
8

93
22
7,
53
1

78
19
7,
35
1

2
5,
70
2

13
24
,4
78

9
61
,4
37

－
－

9
61
,4
37
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

12
1

82
61
8,
31
6

55
29
7,
29
8

52
28
0,
66
0

－
－

3
16
,6
38

24
26
6,
23
9

6
85
,8
70

18
18
0,
36
9
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

13
1

90
1,
18
9,
12
7

44
37
7,
72
1

34
33
6,
36
4

－
－

10
41
,3
57

16
20
9,
53
8

6
94
,1
27

10
11
5,
41
1
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

93
75

1,
60
2,
51
1

17
17
5,
84
3

13
17
3,
30
0

－
－

4
2,
54
3

5
74
,1
55

5
74
,1
55

－
－
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
90

70
1,
46
9,
72
7

19
15
7,
47
4

13
15
2,
19
0

－
－

6
5,
28
4

2
25
,6
05

1
8,
27
3

1
17
,3
32
52

〃
54

〃
54
歳

60
46

1,
14
4,
51
0

6
77
,3
64

6
77
,3
64

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

54
歳

55
〃

61
54

1,
34
7,
68
5

5
41
,7
58

4
41
,5
49

－
－

1
20
9

－
－

－
－

－
－

55
〃

56
〃

90
79

2,
04
9,
14
3

7
11
8,
57
3

6
11
8,
39
4

－
－

1
17
9

1
16
,9
78

1
16
,9
78

－
－

56
〃

57
〃

16
3

14
9

3,
97
3,
97
3

18
34
7,
26
3

17
34
1,
47
3

－
－

1
5,
79
0

2
27
,6
49

2
27
,6
49

－
－

57
〃

58
〃

21
3

20
3

5,
46
1,
04
2

20
40
2,
33
2

20
40
2,
33
2

－
－

－
－

3
47
,8
67

2
26
,6
36

1
21
,2
31

58
〃

59
〃

26
5

26
4

7,
20
5,
70
9

9
15
1,
89
2

8
12
7,
37
2

－
－

1
24
,5
20

1
13
,8
12

1
13
,8
12

－
－

59
〃

60
〃

2,
43
8

2,
43
6

66
,1
98
,2
48

10
72
,1
68

5
48
,8
35

－
－

5
23
,3
33

17
25
8,
48
2

－
－

17
25
8,
48
2

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

18
16

7,
63
7

16
7,
63
7

13
2,
49
2

－
－

3
5,
14
5

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

4
4

81
,5
57

2
6,
60
0

1
26
3

－
－

1
6,
33
7

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

4,
19
6

3,
88
9

92
,7
96
,1
47

53
9

2,
61
4,
41
2

45
5

2,
43
5,
97
5

3
7,
80
7

81
17
0,
63
0

81
1,
00
6,
79
8

24
34
7,
50
0

57
65
9,
29
8

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

22
,1
15

－
23
,8
61

－
4,
85
0

－
5,
35
4

－
2,
60
2

－
2,
10
7

－
12
,4
30

－
14
,4
79

－
11
,5
67
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
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20
歳
以
上

25
歳
未
満

5
2

24
4

2
24
4

2
24
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

3
3

2,
82
2

3
2,
82
2

2
97
0

1
1,
85
2

－
－

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

12
12

22
,2
66

11
19
,8
21

11
19
,8
21

－
－

－
－

1
2,
44
5

－
－

1
2,
44
5
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

21
20

78
,3
91

14
40
,6
40

12
36
,7
65

－
－

2
3,
87
5

6
37
,7
51

－
－

6
37
,7
51
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

40
38

18
8,
58
4

27
11
4,
76
8

25
10
4,
24
4

－
－

2
10
,5
24

11
73
,8
16

－
－

11
73
,8
16
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

51
47

43
8,
46
5

26
15
8,
37
4

26
15
8,
37
4

－
－

－
－

14
14
8,
41
5

4
59
,7
14

10
88
,7
01
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

49
48

82
6,
16
8

5
27
,7
01

5
27
,7
01

－
－

－
－

14
17
0,
27
9

12
15
1,
08
9

2
19
,1
90
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
49

49
89
5,
17
1

10
11
2,
17
2

10
11
2,
17
2

－
－

－
－

8
10
1,
92
3

5
64
,9
64

3
36
,9
59
52

〃
54

〃
54
歳

24
23

46
5,
41
5

1
7,
58
6

1
7,
58
6

－
－

－
－

4
64
,4
51

3
47
,0
06

1
17
,4
45

54
歳

55
〃

33
33

69
4,
95
6

4
55
,4
39

4
55
,4
39

－
－

－
－

4
65
,2
21

4
65
,2
21

－
－

55
〃

56
〃

26
25

53
4,
11
5

－
－

－
－

－
－

－
－

5
84
,0
53

4
66
,1
98

1
17
,8
55

56
〃

57
〃

37
37

79
1,
75
1

4
59
,3
98

4
59
,3
98

－
－

－
－

3
49
,4
54

2
35
,0
17

1
14
,4
37

57
〃

58
〃

70
70

1,
48
0,
92
6

7
10
9,
36
6

7
10
9,
36
6

－
－

－
－

11
18
1,
81
1

9
14
9,
51
2

2
32
,2
99

58
〃

59
〃

82
81

1,
86
8,
99
0

1
16
,1
18

1
16
,1
18

－
－

－
－

8
11
8,
44
2

6
88
,7
18

2
29
,7
24

59
〃

60
〃

87
7

87
7

18
,9
59
,0
66

1
2,
60
5

－
－

－
－

1
2,
60
5

11
0

1,
55
0,
77
3

－
－

11
0

1,
55
0,
77
3

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

39
39

85
5,
10
9

－
－

－
－

－
－

－
－

6
91
,6
56

－
－

6
91
,6
56
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
65

歳
以

上

合
計

1,
41
8

1,
40
4

28
,1
02
,4
39

11
6

72
7,
05
4

11
0

70
8,
19
8

1
1,
85
2

5
17
,0
04

20
5

2,
74
0,
49
0

49
72
7,
43
9

15
6

2,
01
3,
05
1

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

19
,8
18

－
20
,0
16

－
6,
26
8

－
6,
43
8

－
1,
85
2

－
3,
40
1

－
13
,3
68

－
14
,8
46

－
12
,9
04
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑶
指
定
都
市
―
４

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

10
1

5
4

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

52
1

5
46

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

31
2

－
29

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

35
1

2
32

－
－

40
〃

45
〃

3
54
,7
79

2
37
,1
07

1
17
,6
72

－
－

39
3

1
35

－
－

45
〃

50
〃

30
60
1,
86
8

18
37
2,
00
9

12
22
9,
85
9

－
－

41
6

1
34

－
－

50
〃

52
〃

53
1,
35
2,
51
3

43
1,
13
9,
30
7

10
21
3,
20
6

－
－

18
1

－
17

－
－

52
〃

54
〃

49
1,
28
6,
64
8

38
1,
02
0,
05
0

11
26
6,
59
8

－
－

20
－

－
20

－
1

54
歳

40
1,
06
7,
14
6

39
1,
04
1,
66
5

1
25
,4
81

－
－

14
－

1
13

－
2

55
〃

49
1,
30
5,
92
7

47
1,
25
6,
87
9

2
49
,0
48

－
－

7
1

－
6

－
1

56
〃

71
1,
91
3,
59
2

67
1,
81
4,
65
7

4
98
,9
35

－
－

11
1

－
10

－
23

57
〃

12
9

3,
59
9,
06
1

11
3

3,
17
3,
95
1

16
42
5,
11
0

－
－

14
－

－
14

－
53

58
〃

18
0

5,
01
0,
84
3

17
0

4,
75
2,
14
6

10
25
8,
69
7

－
－

10
－

1
9

－
85

59
〃

25
4

7,
04
0,
00
5

24
8

6,
86
9,
24
6

6
17
0,
75
9

－
－

1
－

－
1

－
13
7

60
〃

2,
40
9

65
,8
67
,5
98

14
35
7,
31
2

2,
39
5

65
,5
10
,2
86

－
－

2
－

－
2

－
1,
01
9

61
歳
以
上

65
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

2
1

1
－

－
－

65
歳

以
上

2
74
,9
57

－
－

2
74
,9
57

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

3,
26
9

89
,1
74
,9
37

79
9

21
,8
34
,3
29

2,
47
0

67
,3
40
,6
08

－
－

30
7

18
17

27
2

－
1,
32
1

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
27
,2
79

－
27
,3
27

－
27
,2
63

－
－

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

3
－

2
1

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1
1

－
－

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

2
2

－
－

－
－

45
〃

50
〃

7
13
1,
67
6

5
94
,9
89

2
36
,6
87

－
－

4
4

－
－

－
－

50
〃

52
〃

29
62
8,
18
8

27
58
6,
65
8

2
41
,5
30

－
－

1
1

－
－

－
－

52
〃

54
〃

31
68
1,
07
6

27
60
2,
26
9

4
78
,8
07

－
－

－
－

－
－

－
－

54
歳

18
39
3,
37
8

16
34
6,
81
0

2
46
,5
68

－
－

1
－

－
1

－
－

55
〃

25
57
4,
29
6

23
53
4,
33
9

2
39
,9
57

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

20
45
0,
06
2

19
42
6,
63
5

1
23
,4
27

－
－

1
－

－
1

－
2

57
〃

30
68
2,
89
9

28
64
0,
47
7

2
42
,4
22

－
－

－
－

－
－

－
6

58
〃

52
1,
18
9,
74
9

51
1,
16
7,
08
2

1
22
,6
67

－
－

－
－

－
－

－
15

59
〃

72
1,
73
4,
43
0

68
1,
63
4,
17
3

4
10
0,
25
7

－
－

1
1

－
－

－
24

60
〃

76
6

17
,4
05
,6
88

7
16
6,
09
2

75
9

17
,2
39
,5
96

－
－

－
－

－
－

－
18
8

61
歳
以
上

65
歳
未
満

33
76
3,
45
3

3
73
,6
84

30
68
9,
76
9

－
－

－
－

－
－

－
8

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

1,
08
3

24
,6
34
,8
95

27
4

6,
27
3,
20
8

80
9

18
,3
61
,6
87

－
－

14
9

2
3

－
24
3

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
22
,7
47

－
22
,8
95

－
22
,6
97

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑶
指
定
都
市
―
５

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

3
3

47
5

3
47
5

－
－

－
－

3
47
5

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭教 育 公 務 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

15
4

13
5

27
,2
77

13
5

27
,2
77

8
1,
82
2

－
－

12
7

25
,4
55

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

29
1

25
5

60
,9
61

25
5

60
,9
61

38
11
,2
88

－
－

21
7

49
,6
73

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

12
6

10
7

34
,8
48

10
7

34
,8
48

33
16
,1
78

－
－

74
18
,6
70

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

10
3

63
60
,7
90

63
60
,7
90

22
46
,7
30

1
2,
59
6

40
11
,4
64

－
－

－
－

－
－
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

99
41

42
,4
84

40
37
,0
72

10
28
,5
59

－
－

30
8,
51
3

1
5,
41
2

－
－

1
5,
41
2
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

14
0

51
17
1,
75
4

48
11
8,
97
5

11
64
,1
61

3
43
,1
27

34
11
,6
87

1
15
,2
22

－
－

1
15
,2
22
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

82
34

26
6,
04
7

28
12
5,
02
2

12
12
0,
12
9

－
－

16
4,
89
3

2
44
,5
44

1
20
,4
30

1
24
,1
14
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
88

29
26
4,
50
4

23
11
5,
19
8

10
10
9,
00
8

1
1,
98
2

12
4,
20
8

－
－

－
－

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

47
13

13
9,
97
0

10
58
,8
16

4
56
,9
85

－
－

6
1,
83
1

－
－

－
－

－
－

54
歳

55
〃

36
16

17
4,
66
2

9
2,
75
7

1
35
5

－
－

8
2,
40
2

1
13
,1
49

－
－

1
13
,1
49

55
〃

56
〃

25
5

60
,6
53

3
4,
80
6

－
－

1
4,
18
0

2
62
6

－
－

－
－

－
－

56
〃

57
〃

30
14

24
9,
12
1

6
26
,2
87

3
25
,3
49

－
－

3
93
8

－
－

－
－

－
－

57
〃

58
〃

39
19

39
1,
22
4

5
10
,1
44

4
9,
82
4

－
－

1
32
0

－
－

－
－

－
－

58
〃

59
〃

26
26

55
6,
48
6

5
1,
59
5

－
－

－
－

5
1,
59
5

－
－

－
－

－
－

59
〃

60
〃

28
4

28
4

7,
58
9,
72
6

16
18
0,
88
4

4
23
,4
91

－
－

12
15
7,
39
3

3
59
,4
96

－
－

3
59
,4
96

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

25
23

93
,0
86

20
11
,7
29

6
1,
96
0

－
－

14
9,
76
9

1
11
,5
54

－
－

1
11
,5
54
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

16
16

57
,4
65

14
8,
99
1

3
99
9

－
－

11
7,
99
2

1
11
,8
98

－
－

1
11
,8
98
65

歳
以

上

合
計

1,
61
4

1,
13
4

10
,2
41
,5
33

79
0

88
6,
62
7

16
9

51
6,
83
8

6
51
,8
85

61
5

31
7,
90
4

10
16
1,
27
5

1
20
,4
30

9
14
0,
84
5

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

6,
34
5

－
9,
03
1

－
1,
12
2

－
3,
05
8

－
8,
64
8

－
51
7

－
16
,1
28

－
20
,4
30

－
15
,6
49
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑶
指
定
都
市
―
６

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

19
－

4
15

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

36
1

10
25

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

19
－

1
18

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

40
1

5
34

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

58
－

4
54

－
－

45
〃

50
〃

2
37
,5
57

－
－

2
37
,5
57

－
－

89
1

5
83

－
－

50
〃

52
〃

4
96
,4
81

4
96
,4
81

－
－

－
－

48
－

2
46

－
－

52
〃

54
〃

6
14
9,
30
6

4
10
8,
08
8

2
41
,2
18

－
－

59
－

－
59

－
－

54
歳

3
81
,1
54

2
56
,3
60

1
24
,7
94

－
－

34
－

1
33

－
－

55
〃

6
15
8,
75
6

6
15
8,
75
6

－
－

－
－

20
－

－
20

－
－

56
〃

2
55
,8
47

2
55
,8
47

－
－

－
－

20
－

1
19

－
－

57
〃

8
22
2,
83
4

7
19
4,
34
0

1
28
,4
94

－
－

16
－

－
16

－
3

58
〃

14
38
1,
08
0

14
38
1,
08
0

－
－

－
－

20
－

－
20

－
4

59
〃

21
55
4,
89
1

19
49
8,
11
7

2
56
,7
74

－
－

－
－

－
－

－
3

60
〃

26
5

7,
34
9,
34
6

－
－

26
5

7,
34
9,
34
6

－
－

－
－

－
－

－
88

61
歳
以
上

65
歳
未
満

2
69
,8
03

1
34
,7
80

1
35
,0
23

－
－

2
－

1
1

－
2

65
歳

以
上

1
36
,5
76

－
－

1
36
,5
76

－
－

－
－

－
－

－
1

合
計

33
4

9,
19
3,
63
1

59
1,
58
3,
84
9

27
5

7,
60
9,
78
2

－
－

48
0

3
34

44
3

－
10
1

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
27
,5
26

－
26
,8
45

－
27
,6
72

－
－

－
－

－
－

－
－

― 3 8 0 ―

第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑷
市
―
１

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

25
10

1,
86
3

10
1,
86
3

8
1,
55
7

－
－

2
30
6

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭全 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

1,
02
0

72
0

16
6,
78
3

71
4

16
6,
18
9

66
2

15
3,
34
1

1
54
2

51
12
,3
06

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

2,
69
7

2,
04
3

1,
01
6,
21
6

2,
03
4

1,
00
9,
10
8

1,
91
2

95
9,
52
8

3
3,
34
9

11
9

46
,2
31

1
3,
23
0

－
－

1
3,
23
0
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

2,
79
7

2,
10
8

1,
89
0,
81
2

2,
08
7

1,
82
3,
80
5

2,
00
5

1,
76
6,
00
2

4
8,
12
7

78
49
,6
76

14
61
,0
39

5
23
,7
43

9
37
,2
96
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

2,
28
7

1,
54
8

3,
24
5,
64
5

1,
49
7

2,
93
5,
31
1

1,
42
7

2,
85
4,
59
3

1
2,
50
7

69
78
,2
11

47
28
9,
12
2

10
59
,0
49

37
23
0,
07
3
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

1,
81
5

1,
10
4

5,
12
9,
48
7

1,
00
2

4,
13
2,
42
4

95
5

4,
04
5,
48
1

1
3,
02
4

46
83
,9
19

90
87
9,
04
9

39
38
0,
84
4

51
49
8,
20
5
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

1,
68
7

84
1

7,
40
9,
82
8

65
4

4,
58
0,
52
1

61
1

4,
46
7,
14
0

3
13
,4
46

40
99
,9
35

10
7

1,
40
4,
50
4

57
77
3,
72
9

50
63
0,
77
5
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

92
8

48
3

8,
07
2,
80
9

19
9

1,
94
4,
67
6

18
2

1,
86
4,
77
6

－
－

17
79
,9
00

36
44
3,
62
1

23
27
7,
41
3

13
16
6,
20
8
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
1,
15
3

67
9

13
,1
67
,0
69

24
6

2,
96
7,
83
5

23
1

2,
89
4,
57
5

1
2,
52
6

14
70
,7
34

35
46
0,
51
6

28
36
2,
91
2

7
97
,6
04
52

〃
54

〃
54
歳

66
7

44
8

9,
58
6,
18
7

13
3

1,
88
5,
99
8

12
7

1,
84
2,
65
9

－
－

6
43
,3
39

17
17
7,
30
1

13
14
0,
16
5

4
37
,1
36

54
歳

55
〃

82
2

62
4

14
,1
58
,5
99

16
5

2,
53
8,
62
7

15
8

2,
48
1,
89
3

1
7,
76
5

6
48
,9
69

15
22
1,
23
0

14
20
2,
44
0

1
18
,7
90

55
〃

56
〃

99
9

79
8

19
,2
29
,7
73

17
5

3,
09
2,
00
3

17
0

3,
03
0,
40
8

－
－

5
61
,5
95

19
26
3,
95
6

17
23
5,
52
8

2
28
,4
28

56
〃

57
〃

1,
37
1

1,
17
3

28
,6
00
,7
66

24
9

4,
72
2,
70
7

24
2

4,
66
1,
82
8

1
4,
96
9

6
55
,9
10

21
28
2,
87
7

16
19
0,
07
6

5
92
,8
01

57
〃

58
〃

1,
87
0

1,
70
3

42
,9
56
,1
96

30
0

6,
08
2,
67
1

29
5

6,
00
8,
76
6

－
－

5
73
,9
05

27
36
9,
87
9

19
24
3,
50
4

8
12
6,
37
5

58
〃

59
〃

2,
33
0

2,
27
4

58
,4
18
,0
05

38
4

8,
16
0,
83
0

37
3

8,
03
9,
34
7

4
40
,7
65

7
80
,7
18

35
44
1,
28
9

30
38
5,
46
4

5
55
,8
25

59
〃

60
〃

18
,5
18

18
,4
96

46
6,
89
9,
39
2

11
7

1,
27
3,
64
9

43
85
4,
95
0

－
－

74
41
8,
69
9

75
9

8,
35
2,
89
2

7
80
,6
45

75
2

8,
27
2,
24
7

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

31
1

28
3

5,
00
9,
73
1

55
46
1,
84
0

32
37
8,
53
1

3
16
,2
06

20
67
,1
03

40
40
2,
44
7

3
33
,8
80

37
36
8,
56
7
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

14
8

14
5

3,
72
1,
46
5

36
20
3,
97
8

8
13
,2
07

－
－

28
19
0,
77
1

18
32
8,
15
9

－
－

18
32
8,
15
9
65

歳
以

上

合
計

41
,4
45

35
,4
80

68
8,
68
0,
62
6

10
,0
57

47
,9
84
,0
35

9,
44
1

46
,3
18
,5
82

23
10
3,
22
6

59
3

1,
56
2,
22
7

1,
28
1

14
,3
81
,1
11

28
1

3,
38
9,
39
2

1,
00
0

10
,9
91
,7
19

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

16
,6
17

－
19
,4
10

－
4,
77
1

－
4,
90
6

－
4,
48
8

－
2,
63
4

－
11
,2
26

－
12
,0
62

－
10
,9
92
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

25
10

1,
86
3

10
1,
86
3

8
1,
55
7

－
－

2
30
6

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

95
0

65
2

15
0,
64
1

64
7

15
0,
24
8

62
6

14
3,
89
3

1
54
2

20
5,
81
3

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

2,
55
9

1,
92
5

97
0,
52
4

1,
91
8

96
3,
83
7

1,
85
9

93
0,
57
6

3
3,
34
9

56
29
,9
12

1
3,
23
0

－
－

1
3,
23
0
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

2,
67
7

2,
02
4

1,
81
7,
35
4

2,
00
4

1,
75
0,
56
9

1,
95
6

1,
70
4,
69
7

4
8,
12
7

44
37
,7
45

14
61
,0
39

5
23
,7
43

9
37
,2
96
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

2,
16
0

1,
49
6

3,
13
6,
29
2

1,
44
7

2,
83
2,
94
1

1,
39
1

2,
75
6,
95
0

1
2,
50
7

55
73
,4
84

45
28
2,
13
9

10
59
,0
49

35
22
3,
09
0
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

1,
65
4

1,
07
3

4,
99
4,
64
6

97
2

4,
01
3,
18
7

93
5

3,
94
0,
49
1

1
3,
02
4

36
69
,6
72

89
86
3,
44
5

38
36
5,
24
0

51
49
8,
20
5
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

1,
46
4

80
8

7,
24
1,
93
0

62
5

4,
45
4,
88
9

59
3

4,
34
8,
09
1

2
10
,1
45

30
96
,6
53

10
5

1,
38
0,
27
8

57
77
3,
72
9

48
60
6,
54
9
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

78
3

45
9

7,
76
1,
28
8

18
4

1,
85
7,
05
0

17
0

1,
77
8,
59
2

－
－

14
78
,4
58

36
44
3,
62
1

23
27
7,
41
3

13
16
6,
20
8
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
1,
01
2

65
2

12
,7
00
,1
70

23
7

2,
91
3,
66
1

22
6

2,
84
1,
78
3

1
2,
52
6

10
69
,3
52

33
42
8,
08
9

26
33
0,
48
5

7
97
,6
04
52

〃
54

〃
54
歳

60
1

43
1

9,
26
0,
09
5

12
6

1,
81
3,
98
9

12
1

1,
77
1,
03
4

－
－

5
42
,9
55

17
17
7,
30
1

13
14
0,
16
5

4
37
,1
36

54
歳

55
〃

74
2

59
7

13
,5
86
,8
76

15
7

2,
47
2,
55
9

15
2

2,
42
0,
79
4

1
7,
76
5

4
44
,0
00

15
22
1,
23
0

14
20
2,
44
0

1
18
,7
90

55
〃

56
〃

93
3

77
0

18
,5
33
,0
87

16
9

2,
99
3,
36
9

16
5

2,
93
2,
08
9

－
－

4
61
,2
80

18
23
6,
81
5

16
20
8,
38
7

2
28
,4
28

56
〃

57
〃

1,
29
5

1,
13
4

27
,5
66
,6
15

24
7

4,
67
8,
64
5

24
0

4,
61
7,
76
6

1
4,
96
9

6
55
,9
10

20
25
7,
24
3

16
19
0,
07
6

4
67
,1
67

57
〃

58
〃

1,
79
1

1,
65
6

41
,7
38
,0
33

29
7

6,
03
7,
32
1

29
2

5,
96
3,
41
6

－
－

5
73
,9
05

26
35
6,
12
9

18
22
9,
75
4

8
12
6,
37
5

58
〃

59
〃

2,
28
1

2,
22
8

57
,2
44
,7
39

37
6

7,
99
5,
47
2

36
6

7,
87
4,
38
4

4
40
,7
65

6
80
,3
23

35
44
1,
28
9

30
38
5,
46
4

5
55
,8
25

59
〃

60
〃

18
,1
10

18
,0
92

45
6,
35
4,
18
1

11
5

1,
24
6,
02
1

43
85
4,
95
0

－
－

72
39
1,
07
1

75
6

8,
31
5,
71
2

7
80
,6
45

74
9

8,
23
5,
06
7

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

29
4

27
8

4,
96
3,
54
6

51
44
7,
89
5

31
37
7,
54
8

2
9,
76
8

18
60
,5
79

40
40
2,
44
7

3
33
,8
80

37
36
8,
56
7
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

13
0

12
8

3,
28
3,
48
1

33
20
1,
29
1

8
13
,2
07

－
－

25
18
8,
08
4

17
31
1,
78
7

－
－

17
31
1,
78
7
65

歳
以

上

合
計

39
,4
61

34
,4
13

67
1,
30
5,
36
1

9,
61
5

46
,8
24
,8
07

9,
18
2

45
,2
71
,8
18

21
93
,4
87

41
2

1,
45
9,
50
2

1,
26
7

14
,1
81
,7
94

27
6

3,
30
0,
47
0

99
1

10
,8
81
,3
24

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

17
,0
12

－
19
,5
07

－
4,
87
0

－
4,
93
0

－
4,
45
2

－
3,
54
2

－
11
,1
93

－
11
,9
58

－
10
,9
80
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
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表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑷
市
―
２

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

15
－

4
11

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

1
20
1

－
－

1
20
1

5
39
3

30
0

6
72

22
2

－
－

25
〃

30
〃

6
3,
70
5

－
－

6
3,
70
5

2
17
3

65
4

10
69

57
5

1
－

30
〃

35
〃

4
5,
67
3

－
－

4
5,
67
3

3
29
5

68
9

12
83

59
4

1
－

35
〃

40
〃

4
21
,2
12

－
－

4
21
,2
12

－
－

73
9

19
53

66
7

2
－

40
〃

45
〃

11
11
7,
88
6

3
48
,5
36

8
69
,3
50

1
12
8

71
1

19
26

66
6

－
－

45
〃

50
〃

79
1,
42
4,
67
4

43
84
1,
60
5

36
58
3,
06
9

1
12
9

84
6

18
8

82
0

1
－

50
〃

52
〃

24
7

5,
68
4,
37
6

22
0

5,
15
5,
23
5

27
52
9,
14
1

1
13
6

44
5

6
2

43
7

－
1

52
〃

54
〃

39
8

9,
73
8,
71
8

35
3

8,
77
1,
05
2

45
96
7,
66
6

－
－

47
4

9
6

45
9

2
4

54
歳

29
8

7,
52
2,
88
8

27
6

7,
02
1,
29
4

22
50
1,
59
4

－
－

21
9

8
1

21
0

－
17

55
〃

44
4

11
,3
98
,7
42

42
3

10
,9
33
,1
72

21
46
5,
57
0

－
－

19
8

5
2

19
1

－
25

56
〃

60
3

15
,8
73
,6
67

56
2

14
,8
56
,3
87

41
1,
01
7,
28
0

1
14
7

20
1

7
－

19
4

－
58

57
〃

90
2

23
,5
95
,0
51

84
7

22
,2
71
,8
33

55
1,
32
3,
21
8

1
13
1

19
8

1
－

19
7

－
11
7

58
〃

1,
37
6

36
,5
03
,6
46

1,
30
5

34
,7
02
,9
85

71
1,
80
0,
66
1

－
－

16
7

3
－

16
4

－
19
0

59
〃

1,
85
5

49
,8
15
,8
86

1,
79
8

48
,3
40
,1
50

57
1,
47
5,
73
6

－
－

56
2

－
54

1
30
3

60
〃

17
,6
19

45
7,
27
2,
70
4

47
1,
16
9,
81
6

17
,5
72

45
6,
10
2,
88
8

1
14
7

22
2

6
14

2
3,
11
0

61
歳
以
上

65
歳
未
満

18
8

4,
14
5,
44
4

34
91
8,
45
2

15
4

3,
22
6,
99
2

－
－

28
9

2
17

－
4

65
歳

以
上

91
3,
18
9,
32
8

－
－

91
3,
18
9,
32
8

－
－

3
－

－
3

－
5

合
計

24
,1
26

62
6,
31
3,
80
1

5,
91
1

15
5,
03
0,
51
7

18
,2
15

47
1,
28
3,
28
4

16
1,
67
9

5,
96
5

13
6

33
4

5,
49
5

10
3,
83
4

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
25
,9
60

－
26
,2
27

－
25
,8
73

－
10
5

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

15
－

4
11

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

5
39
3

29
8

6
71

22
1

－
－

25
〃

30
〃

4
3,
28
4

－
－

4
3,
28
4

2
17
3

63
4

10
66

55
8

1
－

30
〃

35
〃

3
5,
45
1

－
－

3
5,
45
1

3
29
5

65
3

12
82

55
9

1
－

35
〃

40
〃

4
21
,2
12

－
－

4
21
,2
12

－
－

66
4

18
53

59
3

2
－

40
〃

45
〃

11
11
7,
88
6

3
48
,5
36

8
69
,3
50

1
12
8

58
1

19
25

53
7

－
－

45
〃

50
〃

77
1,
40
6,
63
4

42
82
3,
56
5

35
58
3,
06
9

1
12
9

65
6

18
8

63
0

1
－

50
〃

52
〃

23
8

5,
46
0,
48
1

21
2

4,
95
5,
68
5

26
50
4,
79
6

1
13
6

32
4

5
2

31
7

－
1

52
〃

54
〃

38
2

9,
35
8,
42
0

34
0

8,
43
5,
03
0

42
92
3,
39
0

－
－

36
0

9
6

34
5

2
4

54
歳

28
8

7,
26
8,
80
5

26
6

6,
76
7,
21
1

22
50
1,
59
4

－
－

17
0

8
1

16
1

－
16

55
〃

42
5

10
,8
93
,0
87

40
4

10
,4
27
,5
17

21
46
5,
57
0

－
－

14
5

5
2

13
8

－
23

56
〃

58
2

15
,3
02
,7
56

54
1

14
,2
85
,4
76

41
1,
01
7,
28
0

1
14
7

16
3

7
－

15
6

－
54

57
〃

86
6

22
,6
30
,5
96

81
1

21
,3
07
,3
78

55
1,
32
3,
21
8

1
13
1

16
1

1
－

16
0

－
11
2

58
〃

1,
33
3

35
,3
44
,5
83

1,
26
2

33
,5
43
,9
22

71
1,
80
0,
66
1

－
－

13
5

3
－

13
2

－
17
9

59
〃

1,
81
7

48
,8
07
,9
78

1,
76
1

47
,3
58
,4
59

56
1,
44
9,
51
9

－
－

53
2

－
51

1
29
3

60
〃

17
,2
20

44
6,
79
2,
30
1

46
1,
14
5,
78
4

17
,1
74

44
5,
64
6,
51
7

1
14
7

18
2

6
10

2
3,
02
6

61
歳
以
上

65
歳
未
満

18
7

4,
11
3,
20
4

33
88
6,
21
2

15
4

3,
22
6,
99
2

－
－

16
9

2
5

－
4

65
歳

以
上

78
2,
77
0,
40
3

－
－

78
2,
77
0,
40
3

－
－

2
－

－
2

－
2

合
計

23
,5
15

61
0,
29
7,
08
1

5,
72
1

14
9,
98
4,
77
5

17
,7
94

46
0,
31
2,
30
6

16
1,
67
9

5,
04
8

13
4

32
8

4,
58
6

10
3,
71
4

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
25
,9
54

－
26
,2
17

－
25
,8
69

－
10
5

－
－

－
－

－
－
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第
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表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑷
市
―
３

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

4
3

33
1

3
33
1

2
17
3

－
－

1
15
8

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

16
3

99
20
,9
81

98
20
,9
81

91
18
,1
70

1
54
2

6
2,
26
9

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

53
0

34
7

16
8,
06
9

34
5

16
3,
73
9

32
5

15
0,
53
7

1
91
1

19
12
,2
91

1
3,
23
0

－
－

1
3,
23
0
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

44
6

29
5

33
4,
15
8

29
0

31
2,
48
3

26
3

28
6,
87
5

1
2,
00
4

26
23
,6
04

5
21
,6
75

1
5,
11
9

4
16
,5
56
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

45
2

31
0

87
7,
25
3

29
5

79
3,
15
0

26
7

74
8,
39
7

－
－

28
44
,7
53

15
84
,1
03

1
5,
02
9

14
79
,0
74
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

44
4

30
9

2,
15
9,
54
9

25
3

1,
57
7,
05
7

23
7

1,
55
7,
36
8

－
－

16
19
,6
89

50
51
8,
13
8

14
15
0,
12
4

36
36
8,
01
4
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

45
4

27
9

3,
32
4,
85
2

18
1

1,
74
6,
94
4

17
1

1,
69
4,
21
5

－
－

10
52
,7
29

53
75
4,
36
7

22
32
9,
94
2

31
42
4,
42
5
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

26
9

18
7

3,
70
2,
73
5

53
70
6,
73
5

47
65
1,
38
5

－
－

6
55
,3
50

15
19
5,
18
3

11
13
7,
27
2

4
57
,9
11
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
34
7

24
4

5,
34
4,
57
8

70
1,
05
6,
89
9

68
1,
03
8,
00
2

－
－

2
18
,8
97

5
87
,6
97

3
46
,9
50

2
40
,7
47
52

〃
54

〃
54
歳

26
6

20
0

4,
57
6,
17
2

52
86
1,
13
9

50
81
9,
60
6

－
－

2
41
,5
33

5
63
,6
77

5
63
,6
77

－
－

54
歳

55
〃

34
1

28
0

6,
73
2,
75
6

66
1,
21
3,
36
2

64
1,
19
3,
48
1

－
－

2
19
,8
81

5
90
,0
21

5
90
,0
21

－
－

55
〃

56
〃

47
1

40
4

10
,1
70
,5
81

82
1,
56
4,
46
3

79
1,
51
9,
29
7

－
－

3
45
,1
66

2
26
,5
07

2
26
,5
07

－
－

56
〃

57
〃

69
6

64
2

16
,3
11
,7
93

13
7

2,
88
8,
29
6

13
2

2,
82
8,
82
9

1
4,
96
9

4
54
,4
98

2
43
,7
80

1
16
,9
57

1
26
,8
23

57
〃

58
〃

1,
06
3

1,
00
9

26
,2
90
,1
01

18
3

4,
04
7,
12
6

18
0

4,
00
2,
20
5

－
－

3
44
,9
21

4
69
,8
72

1
11
,4
24

3
58
,4
48

58
〃

59
〃

1,
44
6

1,
42
6

37
,5
99
,9
25

22
9

5,
15
3,
91
4

22
3

5,
07
0,
30
8

2
10
,0
77

4
73
,5
29

10
15
3,
87
6

8
12
1,
91
2

2
31
,9
64

59
〃

60
〃

10
,4
95

10
,4
91

27
8,
54
1,
11
6

44
49
8,
46
7

17
40
8,
51
7

－
－

27
89
,9
50

10
3

1,
38
1,
99
4

－
－

10
3

1,
38
1,
99
4

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

16
15

14
2,
84
7

11
25
,3
12

3
1,
65
7

－
－

8
23
,6
55

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

5
5

66
,4
90

4
10
,2
39

－
－

－
－

4
10
,2
39

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

17
,9
08

16
,5
45

39
6,
36
4,
28
7

2,
39
6

22
,6
40
,6
37

2,
21
9

21
,9
89
,0
22

6
18
,5
03

17
1

63
3,
11
2

27
5

3,
49
4,
12
0

74
1,
00
4,
93
4

20
1

2,
48
9,
18
6

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

22
,1
33

－
23
,9
57

－
9,
44
9

－
9,
90
9

－
3,
08
4

－
3,
70
2

－
12
,7
06

－
13
,5
80

－
12
,3
84
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

1
1

14
8

1
14
8

－
－

－
－

1
14
8

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

2
1

27
2

1
27
2

1
27
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

13
11

4,
43
9

11
4,
43
9

10
2,
99
0

－
－

1
1,
44
9

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

16
14

26
,8
79

12
17
,0
71

11
14
,3
74

1
2,
69
7

－
－

2
9,
80
8

2
9,
80
8

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

49
44

15
6,
73
5

33
86
,7
76

29
80
,8
24

－
－

4
5,
95
2

11
69
,9
59

6
36
,2
85

5
33
,6
74
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

46
41

24
9,
19
5

29
16
7,
22
3

28
15
6,
55
9

－
－

1
10
,6
64

11
76
,9
87

8
52
,5
49

3
24
,4
38
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

70
65

56
8,
94
2

37
29
4,
61
7

36
29
3,
98
9

－
－

1
62
8

23
20
5,
65
8

13
11
1,
76
5

10
93
,8
93
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

47
45

59
8,
22
2

22
20
9,
08
0

20
19
5,
54
3

－
－

2
13
,5
37

11
10
7,
71
5

5
38
,0
24

6
69
,6
91
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
64

63
96
2,
79
3

23
22
0,
63
4

22
21
8,
10
8

1
2,
52
6

－
－

13
12
9,
93
8

10
10
0,
96
6

3
28
,9
72
52

〃
54

〃
54
歳

28
28

42
7,
35
0

9
95
,6
15

9
95
,6
15

－
－

－
－

7
65
,8
45

5
45
,3
73

2
20
,4
72

54
歳

55
〃

43
43

77
6,
34
5

14
17
9,
09
6

14
17
9,
09
6

－
－

－
－

5
64
,1
77

4
45
,3
87

1
18
,7
90

55
〃

56
〃

56
55

1,
15
0,
40
5

14
22
5,
90
1

13
20
9,
78
7

－
－

1
16
,1
14

6
71
,9
33

6
71
,9
33

－
－

56
〃

57
〃

66
66

1,
21
8,
62
2

18
24
8,
60
8

18
24
8,
60
8

－
－

－
－

8
98
,6
49

6
72
,2
79

2
26
,3
70

57
〃

58
〃

10
6

10
5

2,
16
6,
00
2

23
36
2,
04
2

23
36
2,
04
2

－
－

－
－

11
13
3,
24
0

9
10
6,
03
8

2
27
,2
02

58
〃

59
〃

13
4

13
4

2,
79
3,
79
4

30
50
5,
62
0

29
49
9,
38
8

－
－

1
6,
23
2

12
11
8,
93
1

10
10
3,
40
4

2
15
,5
27

59
〃

60
〃

2,
35
6

2,
35
6

45
,8
12
,5
67

14
93
,7
70

4
67
,5
60

－
－

10
26
,2
10

48
5

5,
04
4,
20
7

5
49
,8
02

48
0

4,
99
4,
40
5

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

21
1

20
9

4,
00
1,
73
8

3
35
,9
60

2
33
,9
17

－
－

1
2,
04
3

36
36
4,
56
8

3
33
,8
80

33
33
0,
68
8
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
65

歳
以

上

合
計

3,
30
8

3,
28
1

60
,9
14
,4
48

29
4

2,
74
6,
87
2

26
9

2,
65
8,
67
2

2
5,
22
3

23
82
,9
77

64
1

6,
56
1,
61
5

92
87
7,
49
3

54
9

5,
68
4,
12
2

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

18
,4
14

－
18
,5
66

－
9,
34
3

－
9,
88
4

－
2,
61
2

－
3,
60
8

－
10
,2
37

－
9,
53
8

－
10
,3
54
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑷
市
―
４

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

1
－

64
2

16
46

－
－

25
〃

30
〃

1
1,
10
0

－
－

1
1,
10
0

－
－

18
3

7
13

16
3

1
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

15
1

6
12

13
3

1
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

14
2

6
7

12
9

－
－

40
〃

45
〃

6
64
,3
54

1
14
,2
57

5
50
,0
97

－
－

13
5

8
4

12
3

－
－

45
〃

50
〃

45
82
3,
54
1

26
49
9,
65
7

19
32
3,
88
4

－
－

17
5

8
－

16
7

－
－

50
〃

52
〃

11
9

2,
80
0,
81
7

10
3

2,
47
3,
94
8

16
32
6,
86
9

－
－

82
2

1
79

－
1

52
〃

54
〃

16
9

4,
19
9,
98
2

14
4

3,
65
4,
72
5

25
54
5,
25
7

－
－

10
3

4
－

99
1

4
54
歳

14
3

3,
65
1,
35
6

12
8

3,
29
7,
02
4

15
35
4,
33
2

－
－

66
3

－
63

－
8

55
〃

20
9

5,
42
9,
37
3

19
7

5,
15
2,
22
7

12
27
7,
14
6

－
－

61
4

1
56

－
11

56
〃

31
9

8,
57
9,
46
4

29
0

7,
83
3,
74
7

29
74
5,
71
7

1
14
7

67
5

－
62

－
33

57
〃

50
3

13
,3
79
,7
17

47
1

12
,5
82
,9
70

32
79
6,
74
7

－
－

54
－

－
54

－
69

58
〃

82
2

22
,1
73
,1
03

78
6

21
,2
41
,9
79

36
93
1,
12
4

－
－

54
2

－
52

－
10
8

59
〃

1,
18
7

32
,2
92
,1
35

1,
15
6

31
,4
79
,4
00

31
81
2,
73
5

－
－

20
2

－
18

1
18
9

60
〃

10
,3
43

27
6,
66
0,
50
8

20
51
6,
19
9

10
,3
23

27
6,
14
4,
30
9

1
14
7

4
－

－
4

－
1,
88
0

61
歳
以
上

65
歳
未
満

4
11
7,
53
5

－
－

4
11
7,
53
5

－
－

1
－

－
1

－
－

65
歳

以
上

1
56
,2
51

－
－

1
56
,2
51

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

13
,8
71

37
0,
22
9,
23
6

3,
32
2

88
,7
46
,1
33

10
,5
49

28
1,
48
3,
10
3

3
29
4

1,
36
3

59
54

1,
25
0

4
2,
30
3

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
26
,6
91

－
26
,7
15

－
26
,6
83

－
98

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

2
－

1
1

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

2
－

1
1

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

5
1

－
4

－
－

40
〃

45
〃

1
4,
98
5

1
4,
98
5

－
－

－
－

5
1

－
4

－
－

45
〃

50
〃

4
68
,5
38

1
16
,8
16

3
51
,7
22

1
12
9

5
3

－
2

－
－

50
〃

52
〃

12
28
1,
42
7

11
26
5,
34
0

1
16
,0
87

－
－

2
－

－
2

－
－

52
〃

54
〃

27
61
2,
22
1

23
52
6,
84
7

4
85
,3
74

－
－

1
1

－
－

－
－

54
歳

12
26
5,
89
0

9
21
4,
08
1

3
51
,8
09

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

24
53
3,
07
2

21
47
7,
76
0

3
55
,3
12

－
－

－
－

－
－

－
5

56
〃

35
85
2,
57
1

28
70
5,
69
1

7
14
6,
88
0

－
－

1
1

－
－

－
3

57
〃

40
87
1,
36
5

35
78
9,
24
5

5
82
,1
20

－
－

－
－

－
－

－
4

58
〃

71
1,
67
0,
72
0

59
1,
39
9,
21
2

12
27
1,
50
8

－
－

1
－

－
1

－
9

59
〃

92
2,
16
9,
24
3

83
1,
95
9,
29
5

9
20
9,
94
8

－
－

－
－

－
－

－
17

60
〃

1,
85
7

40
,6
74
,5
90

11
23
2,
17
2

1,
84
6

40
,4
42
,4
18

－
－

－
－

－
－

1
21
6

61
歳
以
上

65
歳
未
満

17
0

3,
60
1,
21
0

24
55
0,
98
6

14
6

3,
05
0,
22
4

－
－

2
1

1
－

－
4

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

2,
34
5

51
,6
05
,8
32

30
6

7,
14
2,
43
0

2,
03
9

44
,4
63
,4
02

1
12
9

27
8

3
16

1
25
8

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
22
,0
07

－
23
,3
41

－
21
,8
06

－
12
9

－
－

－
－

－
－
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第
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表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑷
市
―
５

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭教 育 公 務 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

70
68

16
,1
42

67
15
,9
41

36
9,
44
8

－
－

31
6,
49
3

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

13
8

11
8

45
,6
92

11
6

45
,2
71

53
28
,9
52

－
－

63
16
,3
19

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

12
0

84
73
,4
58

83
73
,2
36

49
61
,3
05

－
－

34
11
,9
31

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

12
7

52
10
9,
35
3

50
10
2,
37
0

36
97
,6
43

－
－

14
4,
72
7

2
6,
98
3

－
－

2
6,
98
3
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

16
1

31
13
4,
84
1

30
11
9,
23
7

20
10
4,
99
0

－
－

10
14
,2
47

1
15
,6
04

1
15
,6
04

－
－
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

22
3

33
16
7,
89
8

29
12
5,
63
2

18
11
9,
04
9

1
3,
30
1

10
3,
28
2

2
24
,2
26

－
－

2
24
,2
26
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

14
5

24
31
1,
52
1

15
87
,6
26

12
86
,1
84

－
－

3
1,
44
2

－
－

－
－

－
－
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
14
1

27
46
6,
89
9

9
54
,1
74

5
52
,7
92

－
－

4
1,
38
2

2
32
,4
27

2
32
,4
27

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

66
17

32
6,
09
2

7
72
,0
09

6
71
,6
25

－
－

1
38
4

－
－

－
－

－
－

54
歳

55
〃

80
27

57
1,
72
3

8
66
,0
68

6
61
,0
99

－
－

2
4,
96
9

－
－

－
－

－
－

55
〃

56
〃

66
28

69
6,
68
6

6
98
,6
34

5
98
,3
19

－
－

1
31
5

1
27
,1
41

1
27
,1
41

－
－

56
〃

57
〃

76
39

1,
03
4,
15
1

2
44
,0
62

2
44
,0
62

－
－

－
－

1
25
,6
34

－
－

1
25
,6
34

57
〃

58
〃

79
47

1,
21
8,
16
3

3
45
,3
50

3
45
,3
50

－
－

－
－

1
13
,7
50

1
13
,7
50

－
－

58
〃

59
〃

49
46

1,
17
3,
26
6

8
16
5,
35
8

7
16
4,
96
3

－
－

1
39
5

－
－

－
－

－
－

59
〃

60
〃

40
8

40
4

10
,5
45
,2
11

2
27
,6
28

－
－

－
－

2
27
,6
28

3
37
,1
80

－
－

3
37
,1
80

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

17
5

46
,1
85

4
13
,9
45

1
98
3

1
6,
43
8

2
6,
52
4

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

18
17

43
7,
98
4

3
2,
68
7

－
－

－
－

3
2,
68
7

1
16
,3
72

－
－

1
16
,3
72
65

歳
以

上

合
計

1,
98
4

1,
06
7

17
,3
75
,2
65

44
2

1,
15
9,
22
8

25
9

1,
04
6,
76
4

2
9,
73
9

18
1

10
2,
72
5

14
19
9,
31
7

5
88
,9
22

9
11
0,
39
5

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

8,
75
8

－
16
,2
84

－
2,
62
3

－
4,
04
2

－
4,
87
0

－
56
8

－
14
,2
37

－
17
,7
84

－
12
,2
66
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

― 3 8 5 ―

第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑷
市
―
６

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

1
20
1

－
－

1
20
1

－
－

2
－

1
1

－
－

25
〃

30
〃

2
42
1

－
－

2
42
1

－
－

20
－

3
17

－
－

30
〃

35
〃

1
22
2

－
－

1
22
2

－
－

36
－

1
35

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

75
1

－
74

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

13
0

－
1

12
9

－
－

45
〃

50
〃

2
18
,0
40

1
18
,0
40

1
－

－
－

19
0

－
－

19
0

－
－

50
〃

52
〃

9
22
3,
89
5

8
19
9,
55
0

1
24
,3
45

－
－

12
1

1
－

12
0

－
－

52
〃

54
〃

16
38
0,
29
8

13
33
6,
02
2

3
44
,2
76

－
－

11
4

－
－

11
4

－
－

54
歳

10
25
4,
08
3

10
25
4,
08
3

－
－

－
－

49
－

－
49

－
1

55
〃

19
50
5,
65
5

19
50
5,
65
5

－
－

－
－

53
－

－
53

－
2

56
〃

21
57
0,
91
1

21
57
0,
91
1

－
－

－
－

38
－

－
38

－
4

57
〃

36
96
4,
45
5

36
96
4,
45
5

－
－

－
－

37
－

－
37

－
5

58
〃

43
1,
15
9,
06
3

43
1,
15
9,
06
3

－
－

－
－

32
－

－
32

－
11

59
〃

38
1,
00
7,
90
8

37
98
1,
69
1

1
26
,2
17

－
－

3
－

－
3

－
10

60
〃

39
9

10
,4
80
,4
03

1
24
,0
32

39
8

10
,4
56
,3
71

－
－

4
－

－
4

－
84

61
歳
以
上

65
歳
未
満

1
32
,2
40

1
32
,2
40

－
－

－
－

12
－

－
12

－
－

65
歳

以
上

13
41
8,
92
5

－
－

13
41
8,
92
5

－
－

1
－

－
1

－
3

合
計

61
1

16
,0
16
,7
20

19
0

5,
04
5,
74
2

42
1

10
,9
70
,9
78

－
－

91
7

2
6

90
9

－
12
0

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
26
,2
14

－
26
,5
57

－
26
,0
59

－
－

－
－

－
－

－
－
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団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
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及
び
退
職
手
当
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⑸
町

村
―
１

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

9
7

90
,4
57

7
90
,4
57

4
21
,1
11

－
－

3
69
,3
46

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭全 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

14
1

10
3

23
,1
92

10
2

22
,5
82

10
0

22
,1
31

－
－

2
45
1

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

41
7

32
3

15
0,
46
0

32
2

14
8,
01
7

31
4

14
5,
09
4

1
1,
17
3

7
1,
75
0

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

39
8

26
5

28
3,
14
5

25
9

26
7,
00
0

25
2

25
8,
26
5

3
4,
54
8

4
4,
18
7

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

37
3

25
3

72
0,
37
7

23
7

63
1,
68
6

23
1

60
6,
41
4

－
－

6
25
,2
72

12
62
,2
77

4
26
,8
80

8
35
,3
97
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

32
7

18
6

99
8,
34
2

16
4

77
8,
58
6

16
0

76
8,
19
2

1
2,
67
7

3
7,
71
7

15
15
8,
68
8

7
73
,8
07

8
84
,8
81
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

28
5

16
0

1,
26
4,
36
9

14
2

98
9,
20
3

13
7

96
2,
56
9

－
－

5
26
,6
34

7
86
,5
52

3
30
,1
56

4
56
,3
96
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

18
6

13
4

1,
98
9,
05
8

77
83
2,
28
3

73
80
4,
04
9

－
－

4
28
,2
34

6
77
,7
44

4
46
,0
83

2
31
,6
61
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
20
0

14
8

2,
66
0,
93
3

68
85
9,
09
6

68
85
9,
09
6

－
－

－
－

5
65
,8
55

4
58
,8
85

1
6,
97
0
52

〃
54

〃
54
歳

12
9

10
8

2,
27
7,
80
4

35
51
5,
08
0

35
51
5,
08
0

－
－

－
－

3
33
,7
82

3
33
,7
82

－
－

54
歳

55
〃

18
6

15
8

3,
41
2,
59
4

46
72
8,
09
7

44
69
6,
17
6

1
9,
00
0

1
22
,9
21

7
93
,5
87

5
63
,6
37

2
29
,9
50

55
〃

56
〃

24
8

22
8

5,
28
8,
88
2

62
1,
09
7,
43
0

60
1,
05
6,
66
2

－
－

2
40
,7
68

3
43
,0
67

3
43
,0
67

－
－

56
〃

57
〃

35
6

33
3

7,
55
4,
31
2

10
0

1,
78
2,
62
2

96
1,
73
8,
42
2

1
2,
20
6

3
41
,9
94

11
14
8,
00
9

9
98
,9
01

2
49
,1
08

57
〃

58
〃

51
9

50
1

12
,2
52
,6
85

78
1,
47
0,
09
9

73
1,
41
3,
74
8

2
6,
70
1

3
49
,6
50

13
15
9,
31
5

12
15
3,
05
2

1
6,
26
3

58
〃

59
〃

63
8

62
5

15
,3
51
,8
35

97
1,
91
4,
15
0

96
1,
88
9,
11
1

－
－

1
25
,0
39

8
10
8,
54
7

6
69
,8
94

2
38
,6
53

59
〃

60
〃

3,
49
3

3,
48
7

81
,1
53
,6
74

10
4

1,
67
3,
72
7

28
48
1,
75
9

－
－

76
1,
19
1,
96
8

28
9

3,
02
9,
81
1

1
13
,9
75

28
8

3,
01
5,
83
6

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

60
51

64
6,
14
6

16
10
4,
74
5

14
98
,5
81

－
－

2
6,
16
4

15
15
5,
92
8

3
56
,6
85

12
99
,2
43
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

28
26

42
1,
40
5

13
71
,8
37

5
42
,4
48

－
－

8
29
,3
89

6
14
5,
11
9

－
－

6
14
5,
11
9
65

歳
以

上

合
計

7,
99
3

7,
09
6

13
6,
53
9,
67
0

1,
92
9

13
,9
76
,6
97

1,
79
0

12
,3
78
,9
08

9
26
,3
05

13
0

1,
57
1,
48
4

40
0

4,
36
8,
28
1

64
76
8,
80
4

33
6

3,
59
9,
47
7

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

17
,0
82

－
19
,2
42

－
7,
24
6

－
6,
91
6

－
2,
92
3

－
12
,0
88

－
10
,9
21

－
12
,0
13

－
10
,7
13
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

9
7

90
,4
57

7
90
,4
57

4
21
,1
11

－
－

3
69
,3
46

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

13
1

97
21
,8
11

96
21
,2
01

95
20
,8
72

－
－

1
32
9

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

39
8

31
3

14
4,
95
5

31
2

14
2,
51
2

30
4

13
9,
58
9

1
1,
17
3

7
1,
75
0

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

37
6

24
9

26
3,
75
1

24
3

24
7,
60
6

23
6

23
8,
87
1

3
4,
54
8

4
4,
18
7

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

36
0

24
9

71
1,
98
4

23
3

62
3,
29
3

22
7

59
8,
02
1

－
－

6
25
,2
72

12
62
,2
77

4
26
,8
80

8
35
,3
97
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

31
8

18
4

98
4,
21
2

16
3

77
3,
22
0

15
9

76
2,
82
6

1
2,
67
7

3
7,
71
7

14
14
9,
92
4

6
65
,0
43

8
84
,8
81
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

26
7

15
8

1,
24
8,
61
0

14
0

97
3,
44
4

13
5

94
6,
81
0

－
－

5
26
,6
34

7
86
,5
52

3
30
,1
56

4
56
,3
96
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

16
7

12
8

1,
89
4,
46
4

73
78
1,
33
4

69
75
3,
10
0

－
－

4
28
,2
34

6
77
,7
44

4
46
,0
83

2
31
,6
61
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
19
3

14
6

2,
63
6,
46
6

67
84
8,
55
0

67
84
8,
55
0

－
－

－
－

4
51
,9
34

3
44
,9
64

1
6,
97
0
52

〃
54

〃
54
歳

12
3

10
6

2,
23
3,
13
5

34
49
6,
37
5

34
49
6,
37
5

－
－

－
－

3
33
,7
82

3
33
,7
82

－
－

54
歳

55
〃

17
8

15
2

3,
26
4,
68
9

45
70
8,
95
7

43
67
7,
03
6

1
9,
00
0

1
22
,9
21

7
93
,5
87

5
63
,6
37

2
29
,9
50

55
〃

56
〃

24
1

22
2

5,
14
2,
27
7

61
1,
07
7,
21
8

59
1,
03
6,
45
0

－
－

2
40
,7
68

3
43
,0
67

3
43
,0
67

－
－

56
〃

57
〃

34
5

32
4

7,
35
3,
51
4

97
1,
72
2,
34
3

93
1,
67
8,
14
3

1
2,
20
6

3
41
,9
94

11
14
8,
00
9

9
98
,9
01

2
49
,1
08

57
〃

58
〃

50
9

49
1

12
,0
36
,0
78

74
1,
40
5,
40
5

70
1,
35
4,
27
3

2
6,
70
1

2
44
,4
31

13
15
9,
31
5

12
15
3,
05
2

1
6,
26
3

58
〃

59
〃

62
4

61
2

15
,0
58
,1
39

95
1,
87
2,
88
6

94
1,
84
7,
84
7

－
－

1
25
,0
39

8
10
8,
54
7

6
69
,8
94

2
38
,6
53

59
〃

60
〃

3,
42
8

3,
42
2

79
,5
96
,1
80

10
3

1,
65
1,
92
4

28
48
1,
75
9

－
－

75
1,
17
0,
16
5

28
7

3,
00
2,
14
2

1
13
,9
75

28
6

2,
98
8,
16
7

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

59
50

63
8,
99
4

16
10
4,
74
5

14
98
,5
81

－
－

2
6,
16
4

15
15
5,
92
8

3
56
,6
85

12
99
,2
43
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

28
26

42
1,
40
5

13
71
,8
37

5
42
,4
48

－
－

8
29
,3
89

6
14
5,
11
9

－
－

6
14
5,
11
9
65

歳
以

上

合
計

7,
75
4

6,
93
6

13
3,
74
1,
12
1

1,
87
2

13
,6
13
,3
07

1,
73
6

12
,0
42
,6
62

9
26
,3
05

12
7

1,
54
4,
34
0

39
6

4,
31
7,
92
7

62
74
6,
11
9

33
4

3,
57
1,
80
8

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

17
,2
48

－
19
,2
82

－
7,
27
2

－
6,
93
7

－
2,
92
3

－
12
,1
60

－
10
,9
04

－
12
,0
34

－
10
,6
94
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑸
町

村
―
２

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

2
－

－
2

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

1
61
0

－
－

1
61
0

－
－

38
2

12
24

－
－

25
〃

30
〃

1
2,
44
3

－
－

1
2,
44
3

－
－

94
4

9
81

－
－

30
〃

35
〃

6
16
,1
45

－
－

6
16
,1
45

－
－

13
3

6
18

10
9

－
－

35
〃

40
〃

4
26
,4
14

－
－

4
26
,4
14

－
－

12
0

7
11

10
2

－
－

40
〃

45
〃

7
61
,0
68

－
－

7
61
,0
68

－
－

14
1

6
5

13
0

－
－

45
〃

50
〃

11
18
8,
61
4

7
13
5,
84
9

4
52
,7
65

－
－

12
5

5
4

11
6

－
－

50
〃

52
〃

51
1,
07
9,
03
1

42
93
3,
00
9

9
14
6,
02
2

－
－

52
－

1
51

－
－

52
〃

54
〃

75
1,
73
5,
98
2

60
1,
45
4,
02
3

15
28
1,
95
9

－
－

52
3

1
48

－
1

54
歳

70
1,
72
8,
94
2

63
1,
58
0,
16
7

7
14
8,
77
5

－
－

21
1

－
20

－
－

55
〃

10
5

2,
59
0,
91
0

95
2,
39
0,
94
2

10
19
9,
96
8

－
－

28
2

－
26

－
3

56
〃

16
3

4,
14
8,
38
5

15
0

3,
86
2,
96
2

13
28
5,
42
3

－
－

20
2

1
17

－
8

57
〃

22
2

5,
62
3,
68
1

20
5

5,
26
4,
25
7

17
35
9,
42
4

－
－

23
4

－
19

－
12

58
〃

41
0

10
,6
23
,2
71

39
0

10
,1
74
,3
68

20
44
8,
90
3

－
－

18
－

－
18

－
37

59
〃

52
0

13
,3
29
,1
38

50
2

12
,9
28
,2
44

18
40
0,
89
4

－
－

13
4

3
6

－
63

60
〃

3,
09
4

76
,4
50
,1
36

13
30
1,
74
8

3,
08
1

76
,1
48
,3
88

－
－

6
2

2
2

－
37
7

61
歳
以
上

65
歳
未
満

20
38
5,
47
3

－
－

20
38
5,
47
3

－
－

9
1

3
5

－
－

65
歳

以
上

7
20
4,
44
9

－
－

7
20
4,
44
9

－
－

2
－

2
－

－
1

合
計

4,
76
7

11
8,
19
4,
69
2

1,
52
7

39
,0
25
,5
69

3,
24
0

79
,1
69
,1
23

－
－

89
7

49
72

77
6

－
50
2

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
24
,7
94

－
25
,5
57

－
24
,4
35

－
－

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

2
－

－
2

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

1
61
0

－
－

1
61
0

－
－

34
2

11
21

－
－

25
〃

30
〃

1
2,
44
3

－
－

1
2,
44
3

－
－

85
4

9
72

－
－

30
〃

35
〃

6
16
,1
45

－
－

6
16
,1
45

－
－

12
7

6
17

10
4

－
－

35
〃

40
〃

4
26
,4
14

－
－

4
26
,4
14

－
－

11
1

7
11

93
－

－

40
〃

45
〃

7
61
,0
68

－
－

7
61
,0
68

－
－

13
4

6
5

12
3

－
－

45
〃

50
〃

11
18
8,
61
4

7
13
5,
84
9

4
52
,7
65

－
－

10
9

5
4

10
0

－
－

50
〃

52
〃

49
1,
03
5,
38
6

40
88
9,
36
4

9
14
6,
02
2

－
－

39
－

1
38

－
－

52
〃

54
〃

75
1,
73
5,
98
2

60
1,
45
4,
02
3

15
28
1,
95
9

－
－

47
3

1
43

－
1

54
歳

69
1,
70
2,
97
8

62
1,
55
4,
20
3

7
14
8,
77
5

－
－

17
1

－
16

－
－

55
〃

10
0

2,
46
2,
14
5

90
2,
26
2,
17
7

10
19
9,
96
8

－
－

26
2

－
24

－
3

56
〃

15
8

4,
02
1,
99
2

14
5

3,
73
6,
56
9

13
28
5,
42
3

－
－

19
2

1
16

－
8

57
〃

21
6

5,
48
3,
16
2

19
9

5,
12
3,
73
8

17
35
9,
42
4

－
－

21
4

－
17

－
12

58
〃

40
4

10
,4
71
,3
58

38
4

10
,0
22
,4
55

20
44
8,
90
3

－
－

18
－

－
18

－
36

59
〃

50
9

13
,0
76
,7
06

49
1

12
,6
75
,8
12

18
40
0,
89
4

－
－

12
4

3
5

－
60

60
〃

3,
03
2

74
,9
42
,1
14

11
25
2,
09
6

3,
02
1

74
,6
90
,0
18

－
－

6
2

2
2

－
37
1

61
歳
以
上

65
歳
未
満

19
37
8,
32
1

－
－

19
37
8,
32
1

－
－

9
1

3
5

－
－

65
歳

以
上

7
20
4,
44
9

－
－

7
20
4,
44
9

－
－

2
－

2
－

－
1

合
計

4,
66
8

11
5,
80
9,
88
7

1,
48
9

38
,1
06
,2
86

3,
17
9

77
,7
03
,6
01

－
－

81
8

49
70

69
9

－
49
2

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
24
,8
09

－
25
,5
92

－
24
,4
43

－
－

－
－

－
－

－
－
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表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑸
町

村
―
３

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

3
3

17
0

3
17
0

3
17
0

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

63
53

10
,2
75

53
10
,2
75

53
10
,2
75

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

16
3

13
5

55
,8
96

13
5

55
,8
96

12
8

54
,1
46

－
－

7
1,
75
0

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

11
3

95
11
5,
02
7

95
11
5,
02
7

88
10
6,
29
2

3
4,
54
8

4
4,
18
7

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

12
0

98
37
3,
07
1

91
33
6,
61
5

85
31
1,
34
3

－
－

6
25
,2
72

7
36
,4
56

2
10
,4
44

5
26
,0
12
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

10
9

80
55
2,
07
0

68
42
2,
89
7

66
41
7,
20
3

－
－

2
5,
69
4

10
10
6,
34
4

3
27
,7
20

7
78
,6
24
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

92
66

69
5,
30
6

56
53
3,
60
1

54
50
9,
93
1

－
－

2
23
,6
70

5
67
,1
37

2
24
,5
98

3
42
,5
39
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

81
72

1,
18
4,
76
6

36
45
3,
85
2

33
44
2,
98
2

－
－

3
10
,8
70

2
31
,6
61

－
－

2
31
,6
61
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
91

82
1,
62
1,
35
4

40
65
3,
03
0

40
65
3,
03
0

－
－

－
－

1
17
,8
46

1
17
,8
46

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

62
58

1,
35
8,
61
4

15
28
7,
44
2

15
28
7,
44
2

－
－

－
－

2
23
,7
09

2
23
,7
09

－
－

54
歳

55
〃

97
92

2,
13
8,
43
6

24
44
8,
59
6

22
41
6,
67
5

1
9,
00
0

1
22
,9
21

3
48
,3
20

2
23
,2
60

1
25
,0
60

55
〃

56
〃

15
5

15
1

3,
67
2,
51
0

35
70
5,
15
9

34
67
8,
66
3

－
－

1
26
,4
96

2
30
,1
86

2
30
,1
86

－
－

56
〃

57
〃

23
1

22
5

5,
36
6,
05
7

65
1,
31
2,
44
2

63
1,
28
9,
52
5

1
2,
20
6

1
20
,7
11

7
94
,1
53

6
70
,2
93

1
23
,8
60

57
〃

58
〃

38
8

38
1

9,
50
3,
14
4

59
1,
17
3,
96
4

57
1,
12
9,
53
3

－
－

2
44
,4
31

6
76
,1
36

6
76
,1
36

－
－

58
〃

59
〃

46
1

45
5

11
,5
53
,2
20

65
1,
41
3,
87
3

64
1,
38
8,
83
4

－
－

1
25
,0
39

3
51
,7
11

2
28
,0
06

1
23
,7
05

59
〃

60
〃

2,
37
5

2,
37
4

59
,7
60
,2
30

59
1,
24
3,
09
3

13
28
9,
48
9

－
－

46
95
3,
60
4

63
87
1,
97
3

－
－

63
87
1,
97
3

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

15
10

12
3,
91
5

5
9,
20
7

4
7,
52
5

－
－

1
1,
68
2

1
11
,1
34

－
－

1
11
,1
34
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

1
1

44
4

1
44
4

－
－

－
－

1
44
4

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

4,
62
0

4,
43
1

98
,0
84
,5
05

90
5

9,
17
5,
58
3

82
2

7,
99
3,
05
8

5
15
,7
54

78
1,
16
6,
77
1

11
2

1,
46
6,
76
6

28
33
2,
19
8

84
1,
13
4,
56
8

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

21
,2
30

－
22
,1
36

－
10
,1
39

－
9,
72
4

－
3,
15
1

－
14
,9
59

－
13
,0
96

－
11
,8
64

－
13
,5
07
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

2
2

16
4

2
16
4

2
16
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

5
5

11
,1
64

3
4,
14
8

3
4,
14
8

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

6
4

21
,1
42

2
5,
14
1

2
5,
14
1

－
－

－
－

1
8,
91
4

1
8,
91
4

－
－
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

6
6

15
,5
58

6
15
,5
58

6
15
,5
58

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

5
5

55
,9
56

2
13
,7
73

2
13
,7
73

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

8
6

87
,7
80

3
37
,4
69

2
20
,1
05

－
－

1
17
,3
64

－
－

－
－

－
－
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
11

10
12
0,
11
6

5
33
,1
98

5
33
,1
98

－
－

－
－

1
6,
97
0

－
－

1
6,
97
0
52

〃
54

〃
54
歳

8
8

80
,9
79

6
50
,9
99

6
50
,9
99

－
－

－
－

1
10
,0
73

1
10
,0
73

－
－

54
歳

55
〃

3
3

30
,0
34

1
4,
53
6

1
4,
53
6

－
－

－
－

1
4,
89
0

－
－

1
4,
89
0

55
〃

56
〃

5
5

96
,0
07

1
14
,7
62

1
14
,7
62

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

57
〃

16
15

17
6,
23
6

8
69
,4
52

7
67
,2
46

1
2,
20
6

－
－

2
11
,2
01

2
11
,2
01

－
－

57
〃

58
〃

13
13

18
5,
18
1

1
4,
90
7

1
4,
90
7

－
－

－
－

7
83
,1
79

6
76
,9
16

1
6,
26
3

58
〃

59
〃

26
26

34
8,
46
3

9
50
,5
08

9
50
,5
08

－
－

－
－

3
27
,5
48

3
27
,5
48

－
－

59
〃

60
〃

43
3

43
2

6,
27
2,
80
8

11
11
5,
50
4

1
23
,6
59

－
－

10
91
,8
45

17
6

1,
55
6,
65
4

－
－

17
6

1,
55
6,
65
4

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

27
27

33
7,
10
8

2
13
,1
49

2
13
,1
49

－
－

－
－

13
11
1,
11
5

2
17
,4
18

11
93
,6
97
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

2
2

13
,4
41

2
13
,4
41

1
13
,0
35

－
－

1
40
6

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

57
6

56
9

7,
85
2,
13
7

64
44
6,
70
9

51
33
4,
88
8

1
2,
20
6

12
10
9,
61
5

20
5

1,
82
0,
54
4

15
15
2,
07
0

19
0

1,
66
8,
47
4

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

13
,6
32

－
13
,8
00

－
6,
98
0

－
6,
56
6

－
2,
20
6

－
9,
13
5

－
8,
88
1

－
10
,1
38

－
8,
78
1
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑸
町

村
―
４

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

10
1

5
4

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

28
4

5
19

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

18
3

3
12

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

22
6

3
13

－
－

40
〃

45
〃

2
22
,8
29

－
－

2
22
,8
29

－
－

29
5

2
22

－
－

45
〃

50
〃

5
94
,5
68

3
56
,1
69

2
38
,3
99

－
－

26
3

－
23

－
－

50
〃

52
〃

34
69
9,
25
3

26
55
4,
19
6

8
14
5,
05
7

－
－

9
－

－
9

－
－

52
〃

54
〃

41
95
0,
47
8

32
78
1,
81
8

9
16
8,
66
0

－
－

9
3

－
6

－
1

54
歳

41
1,
04
7,
46
3

36
92
9,
32
4

5
11
8,
13
9

－
－

4
1

－
3

－
－

55
〃

65
1,
64
1,
52
0

58
1,
47
4,
81
0

7
16
6,
71
0

－
－

5
1

－
4

－
－

56
〃

11
4

2,
93
7,
16
5

10
4

2,
69
7,
62
3

10
23
9,
54
2

－
－

4
1

－
3

－
5

57
〃

15
3

3,
95
9,
46
2

14
0

3,
64
1,
45
2

13
31
8,
01
0

－
－

6
3

－
3

－
11

58
〃

31
6

8,
25
3,
04
4

30
0

7,
87
6,
90
2

16
37
6,
14
2

－
－

7
－

－
7

－
29

59
〃

38
7

10
,0
87
,6
36

37
5

9,
78
9,
13
5

12
29
8,
50
1

－
－

6
2

3
1

－
37

60
〃

2,
25
2

57
,6
45
,1
64

5
11
7,
83
0

2,
24
7

57
,5
27
,3
34

－
－

1
－

1
－

－
28
2

61
歳
以
上

65
歳
未
満

4
10
3,
57
4

－
－

4
10
3,
57
4

－
－

5
1

3
1

－
－

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

3,
41
4

87
,4
42
,1
56

1,
07
9

27
,9
19
,2
59

2,
33
5

59
,5
22
,8
97

－
－

18
9

34
25

13
0

－
36
5

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
25
,6
13

－
25
,8
75

－
25
,4
92

－
－

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

30
〃

35
〃

2
7,
01
6

－
－

2
7,
01
6

－
－

－
－

－
－

－
－

35
〃

40
〃

1
7,
08
7

－
－

1
7,
08
7

－
－

2
－

－
2

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

45
〃

50
〃

3
42
,1
83

2
33
,5
33

1
8,
65
0

－
－

－
－

－
－

－
－

50
〃

52
〃

3
50
,3
11

2
49
,3
46

1
96
5

－
－

2
－

－
2

－
－

52
〃

54
〃

4
79
,9
48

3
60
,0
52

1
19
,8
96

－
－

1
－

－
1

－
－

54
歳

1
19
,9
07

－
－

1
19
,9
07

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

1
20
,6
08

1
20
,6
08

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

4
81
,2
45

3
65
,4
12

1
15
,8
33

－
－

－
－

－
－

－
－

57
〃

5
95
,5
83

4
91
,0
04

1
4,
57
9

－
－

1
－

－
1

－
－

58
〃

5
97
,0
95

3
61
,0
40

2
36
,0
55

－
－

－
－

－
－

－
－

59
〃

14
27
0,
40
7

12
23
5,
57
0

2
34
,8
37

－
－

－
－

－
－

－
3

60
〃

24
5

4,
60
0,
65
0

4
81
,9
78

24
1

4,
51
8,
67
2

－
－

1
－

－
1

－
23

61
歳
以
上

65
歳
未
満

12
21
2,
84
4

－
－

12
21
2,
84
4

－
－

－
－

－
－

－
－

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

30
0

5,
58
4,
88
4

34
69
8,
54
3

26
6

4,
88
6,
34
1

－
－

7
－

－
7

－
26

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
18
,6
16

－
20
,5
45

－
18
,3
70

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑸
町

村
―
５

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭教 育 公 務 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

10
6

1,
38
1

6
1,
38
1

5
1,
25
9

－
－

1
12
2

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

19
10

5,
50
5

10
5,
50
5

10
5,
50
5

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

22
16

19
,3
94

16
19
,3
94

16
19
,3
94

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

13
4

8,
39
3

4
8,
39
3

4
8,
39
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

9
2

14
,1
30

1
5,
36
6

1
5,
36
6

－
－

－
－

1
8,
76
4

1
8,
76
4

－
－
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

18
2

15
,7
59

2
15
,7
59

2
15
,7
59

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

19
6

94
,5
94

4
50
,9
49

4
50
,9
49

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
7

2
24
,4
67

1
10
,5
46

1
10
,5
46

－
－

－
－

1
13
,9
21

1
13
,9
21

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

6
2

44
,6
69

1
18
,7
05

1
18
,7
05

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

54
歳

55
〃

8
6

14
7,
90
5

1
19
,1
40

1
19
,1
40

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

56
〃

7
6

14
6,
60
5

1
20
,2
12

1
20
,2
12

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

57
〃

11
9

20
0,
79
8

3
60
,2
79

3
60
,2
79

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

57
〃

58
〃

10
10

21
6,
60
7

4
64
,6
94

3
59
,4
75

－
－

1
5,
21
9

－
－

－
－

－
－

58
〃

59
〃

14
13

29
3,
69
6

2
41
,2
64

2
41
,2
64

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

59
〃

60
〃

65
65

1,
55
7,
49
4

1
21
,8
03

－
－

－
－

1
21
,8
03

2
27
,6
69

－
－

2
27
,6
69

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

1
1

7,
15
2

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
65

歳
以

上

合
計

23
9

16
0

2,
79
8,
54
9

57
36
3,
39
0

54
33
6,
24
6

－
－

3
27
,1
44

4
50
,3
54

2
22
,6
85

2
27
,6
69

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

11
,7
09

－
17
,4
91

－
6,
37
5

－
6,
22
7

－
－

－
9,
04
8

－
12
,5
89

－
11
,3
43

－
13
,8
35
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑸
町

村
―
６

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

4
－

1
3

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

9
－

－
9

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

6
－

1
5

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

9
－

－
9

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

7
－

－
7

－
－

45
〃

50
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

16
－

－
16

－
－

50
〃

52
〃

2
43
,6
45

2
43
,6
45

－
－

－
－

13
－

－
13

－
－

52
〃

54
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

5
－

－
5

－
－

54
歳

1
25
,9
64

1
25
,9
64

－
－

－
－

4
－

－
4

－
－

55
〃

5
12
8,
76
5

5
12
8,
76
5

－
－

－
－

2
－

－
2

－
－

56
〃

5
12
6,
39
3

5
12
6,
39
3

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

57
〃

6
14
0,
51
9

6
14
0,
51
9

－
－

－
－

2
－

－
2

－
－

58
〃

6
15
1,
91
3

6
15
1,
91
3

－
－

－
－

－
－

－
－

－
1

59
〃

11
25
2,
43
2

11
25
2,
43
2

－
－

－
－

1
－

－
1

－
3

60
〃

62
1,
50
8,
02
2

2
49
,6
52

60
1,
45
8,
37
0

－
－

－
－

－
－

－
6

61
歳
以
上

65
歳
未
満

1
7,
15
2

－
－

1
7,
15
2

－
－

－
－

－
－

－
－

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

99
2,
38
4,
80
5

38
91
9,
28
3

61
1,
46
5,
52
2

－
－

79
－

2
77

－
10

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
24
,0
89

－
24
,1
92

－
24
,0
25

－
－

－
－

－
－

－
－

― 3 9 2 ―

第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑹
特
別
区
―
１

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭全 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

45
35

11
,5
14

35
11
,5
14

33
10
,8
99

－
－

2
61
5

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

13
5

10
4

75
,8
27

10
3

75
,5
79

93
72
,9
81

－
－

10
2,
59
8

1
24
8

－
－

1
24
8
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

11
8

99
14
7,
24
3

99
14
7,
24
3

91
14
5,
00
6

－
－

8
2,
23
7

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

13
0

11
0

35
4,
00
1

10
5

32
2,
30
8

96
31
9,
60
1

－
－

9
2,
70
7

5
31
,6
93

－
－

5
31
,6
93
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

10
9

91
54
8,
12
2

84
47
3,
73
0

74
46
0,
19
6

－
－

10
13
,5
34

5
48
,0
02

－
－

5
48
,0
02
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

11
3

87
79
5,
83
7

75
60
7,
65
9

60
59
5,
44
4

－
－

15
12
,2
15

6
69
,7
20

1
11
,9
02

5
57
,8
18
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

87
75

1,
34
3,
11
8

25
17
1,
54
8

19
16
9,
36
1

－
－

6
2,
18
7

2
38
,0
84

1
26
,4
91

1
11
,5
93
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
91

83
1,
54
0,
59
0

28
18
5,
17
8

24
18
4,
14
4

－
－

4
1,
03
4

1
25
,3
12

1
25
,3
12

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

59
55

1,
18
7,
81
7

15
19
0,
53
3

14
18
9,
71
9

－
－

1
81
4

2
43
,2
57

2
43
,2
57

－
－

54
歳

55
〃

61
58

1,
34
1,
68
1

8
96
,6
01

7
96
,2
92

－
－

1
30
9

2
27
,3
55

2
27
,3
55

－
－

55
〃

56
〃

75
71

1,
69
1,
21
3

8
92
,4
09

6
91
,3
56

－
－

2
1,
05
3

3
36
,9
28

3
36
,9
28

－
－

56
〃

57
〃

90
86

2,
03
4,
94
2

10
11
7,
86
5

7
11
6,
62
9

－
－

3
1,
23
6

4
49
,9
49

4
49
,9
49

－
－

57
〃

58
〃

14
2

14
0

3,
48
9,
83
3

3
53
,8
11

3
53
,8
11

－
－

－
－

4
67
,3
37

4
67
,3
37

－
－

58
〃

59
〃

16
9

16
6

4,
09
4,
61
1

7
13
5,
74
6

5
10
3,
49
3

－
－

2
32
,2
53

3
40
,2
05

2
27
,2
21

1
12
,9
84

59
〃

60
〃

1,
87
9

1,
87
8

44
,3
48
,4
02

3
73
,7
12

－
－

－
－

3
73
,7
12

14
3

1,
94
8,
42
9

1
11
,6
19

14
2

1,
93
6,
81
0

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

5
5

35
,7
66

4
4,
14
6

－
－

－
－

4
4,
14
6

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

8
8

14
7,
85
8

4
8,
19
6

1
2,
30
4

－
－

3
5,
89
2

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

3,
31
6

3,
15
1

63
,1
88
,3
75

61
6

2,
76
7,
77
8

53
3

2,
61
1,
23
6

－
－

83
15
6,
54
2

18
1

2,
42
6,
51
9

21
32
7,
37
1

16
0

2,
09
9,
14
8

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

19
,0
56

－
20
,0
53

－
4,
49
3

－
4,
89
9

－
－

－
1,
88
6

－
13
,4
06

－
15
,5
89

－
13
,1
20
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

43
33

11
,1
03

33
11
,1
03

31
10
,4
88

－
－

2
61
5

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

11
7

88
60
,4
67

88
60
,4
67

80
58
,2
67

－
－

8
2,
20
0

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

10
9

91
14
1,
82
0

91
14
1,
82
0

86
14
0,
39
3

－
－

5
1,
42
7

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

12
0

10
2

34
6,
31
8

97
31
4,
62
5

92
31
3,
14
6

－
－

5
1,
47
9

5
31
,6
93

－
－

5
31
,6
93
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

99
83

54
0,
62
3

76
46
6,
23
1

69
45
3,
62
4

－
－

7
12
,6
07

5
48
,0
02

－
－

5
48
,0
02
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

90
71

77
1,
03
9

59
58
2,
86
1

56
57
4,
65
9

－
－

3
8,
20
2

6
69
,7
20

1
11
,9
02

5
57
,8
18
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

77
67

1,
28
6,
55
7

19
16
9,
70
0

16
16
8,
43
4

－
－

3
1,
26
6

1
11
,5
93

－
－

1
11
,5
93
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
84

77
1,
51
3,
73
3

23
18
3,
63
3

21
18
3,
21
7

－
－

2
41
6

－
－

－
－

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

57
54

1,
16
1,
30
8

15
19
0,
53
3

14
18
9,
71
9

－
－

1
81
4

2
43
,2
57

2
43
,2
57

－
－

54
歳

55
〃

57
55

1,
29
8,
29
5

7
96
,2
92

7
96
,2
92

－
－

－
－

1
10
,1
20

1
10
,1
20

－
－

55
〃

56
〃

72
69

1,
63
2,
73
3

8
92
,4
09

6
91
,3
56

－
－

2
1,
05
3

3
36
,9
28

3
36
,9
28

－
－

56
〃

57
〃

86
82

2,
00
5,
76
6

7
11
6,
62
9

7
11
6,
62
9

－
－

－
－

4
49
,9
49

4
49
,9
49

－
－

57
〃

58
〃

14
1

13
9

3,
46
1,
17
6

3
53
,8
11

3
53
,8
11

－
－

－
－

3
38
,6
80

3
38
,6
80

－
－

58
〃

59
〃

16
7

16
4

4,
06
7,
97
1

6
13
5,
43
7

5
10
3,
49
3

－
－

1
31
,9
44

3
40
,2
05

2
27
,2
21

1
12
,9
84

59
〃

60
〃

1,
86
6

1,
86
5

43
,9
95
,5
26

3
73
,7
12

－
－

－
－

3
73
,7
12

14
2

1,
92
2,
25
1

1
11
,6
19

14
1

1,
91
0,
63
2

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

5
5

35
,7
66

4
4,
14
6

－
－

－
－

4
4,
14
6

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

8
8

14
7,
85
8

4
8,
19
6

1
2,
30
4

－
－

3
5,
89
2

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

3,
19
8

3,
05
3

62
,4
78
,0
59

54
3

2,
70
1,
60
5

49
4

2,
55
5,
83
2

－
－

49
14
5,
77
3

17
5

2,
30
2,
39
8

17
22
9,
67
6

15
8

2,
07
2,
72
2

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

19
,5
37

－
20
,4
64

－
4,
97
5

－
5,
17
4

－
－

－
2,
97
5

－
13
,1
57

－
13
,5
10

－
13
,1
18
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑹
特
別
区
―
２

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

全 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

10
1

2
7

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

31
－

1
30

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

19
－

－
19

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

20
－

2
18

－
－

40
〃

45
〃

2
26
,3
90

－
－

2
26
,3
90

－
－

18
－

1
17

－
－

45
〃

50
〃

6
11
8,
45
8

3
66
,7
54

3
51
,7
04

－
－

26
－

－
26

1
－

50
〃

52
〃

48
1,
13
3,
48
6

46
1,
09
1,
55
5

2
41
,9
31

－
－

12
－

1
11

－
－

52
〃

54
〃

54
1,
33
0,
10
0

44
1,
12
3,
32
1

10
20
6,
77
9

－
－

8
1

1
6

－
3

54
歳

38
95
4,
02
7

35
88
7,
59
3

3
66
,4
34

－
－

4
－

1
3

－
－

55
〃

48
1,
21
7,
72
5

44
1,
12
3,
81
1

4
93
,9
14

－
－

3
1

－
2

1
1

56
〃

60
1,
56
1,
87
6

58
1,
51
2,
84
3

2
49
,0
33

－
－

4
－

－
4

－
5

57
〃

72
1,
86
7,
12
8

70
1,
81
9,
75
3

2
47
,3
75

－
－

4
－

－
4

－
12

58
〃

13
3

3,
36
8,
68
5

12
7

3,
23
6,
60
2

6
13
2,
08
3

－
－

2
－

－
2

－
20

59
〃

15
6

3,
91
8,
66
0

15
1

3,
82
4,
60
8

5
94
,0
52

－
－

3
1

－
2

1
30

60
〃

1,
73
2

42
,3
26
,2
61

7
18
1,
79
1

1,
72
5

42
,1
44
,4
70

－
－

1
－

－
1

－
23
4

61
歳
以
上

65
歳
未
満

1
31
,6
20

－
－

1
31
,6
20

－
－

－
－

－
－

－
1

65
歳

以
上

4
13
9,
66
2

－
－

4
13
9,
66
2

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

2,
35
4

57
,9
94
,0
78

58
5

14
,8
68
,6
31

1,
76
9

43
,1
25
,4
47

－
－

16
5

4
9

15
2

3
30
6

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
24
,6
36

－
25
,4
16

－
24
,3
78

－
－

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

10
1

2
7

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

29
－

1
28

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

18
－

－
18

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

18
－

2
16

－
－

40
〃

45
〃

2
26
,3
90

－
－

2
26
,3
90

－
－

16
－

－
16

－
－

45
〃

50
〃

6
11
8,
45
8

3
66
,7
54

3
51
,7
04

－
－

19
－

－
19

1
－

50
〃

52
〃

47
1,
10
5,
26
4

45
1,
06
3,
33
3

2
41
,9
31

－
－

10
－

－
10

－
－

52
〃

54
〃

54
1,
33
0,
10
0

44
1,
12
3,
32
1

10
20
6,
77
9

－
－

7
1

－
6

－
3

54
歳

37
92
7,
51
8

34
86
1,
08
4

3
66
,4
34

－
－

3
－

1
2

－
－

55
〃

47
1,
19
1,
88
3

43
1,
09
7,
96
9

4
93
,9
14

－
－

2
1

－
1

1
1

56
〃

58
1,
50
3,
39
6

56
1,
45
4,
36
3

2
49
,0
33

－
－

3
－

－
3

－
5

57
〃

71
1,
83
9,
18
8

69
1,
79
1,
81
3

2
47
,3
75

－
－

4
－

－
4

－
12

58
〃

13
3

3,
36
8,
68
5

12
7

3,
23
6,
60
2

6
13
2,
08
3

－
－

2
－

－
2

－
20

59
〃

15
5

3,
89
2,
32
9

15
0

3,
79
8,
27
7

5
94
,0
52

－
－

3
1

－
2

1
30

60
〃

1,
72
0

41
,9
99
,5
63

7
18
1,
79
1

1,
71
3

41
,8
17
,7
72

－
－

1
－

－
1

－
23
2

61
歳
以
上

65
歳
未
満

1
31
,6
20

－
－

1
31
,6
20

－
－

－
－

－
－

－
1

65
歳

以
上

4
13
9,
66
2

－
－

4
13
9,
66
2

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

2,
33
5

57
,4
74
,0
56

57
8

14
,6
75
,3
07

1,
75
7

42
,7
98
,7
49

－
－

14
5

4
6

13
5

3
30
4

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
24
,6
14

－
25
,3
90

－
24
,3
59

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑹
特
別
区
―
３

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

28
23

9,
14
9

23
9,
14
9

22
8,
71
6

－
－

1
43
3

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

76
56

38
,4
94

56
38
,4
94

52
37
,6
30

－
－

4
86
4

－
－

－
－

－
－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

63
51

75
,3
54

51
75
,3
54

47
74
,5
90

－
－

4
76
4

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

70
62

23
6,
00
4

59
21
6,
29
3

55
21
5,
02
3

－
－

4
1,
27
0

3
19
,7
11

－
－

3
19
,7
11
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

56
49

34
0,
62
6

43
27
2,
64
9

38
27
1,
62
8

－
－

5
1,
02
1

4
41
,5
87

－
－

4
41
,5
87
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

53
41

45
4,
42
3

35
35
4,
72
0

33
34
6,
72
3

－
－

2
7,
99
7

3
37
,6
19

－
－

3
37
,6
19
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

46
44

89
7,
13
1

11
11
0,
81
7

9
10
9,
97
5

－
－

2
84
2

－
－

－
－

－
－
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
59

56
1,
23
1,
67
9

12
11
0,
90
7

10
11
0,
49
1

－
－

2
41
6

－
－

－
－

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

40
38

83
2,
48
7

11
16
5,
30
4

11
16
5,
30
4

－
－

－
－

1
16
,2
17

1
16
,2
17

－
－

54
歳

55
〃

34
33

81
8,
94
6

4
63
,7
22

4
63
,7
22

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

56
〃

50
49

1,
21
1,
98
4

6
84
,6
09

5
83
,9
83

－
－

1
62
6

－
－

－
－

－
－

56
〃

57
〃

62
60

1,
53
1,
44
7

4
76
,3
91

4
76
,3
91

－
－

－
－

1
14
,2
69

1
14
,2
69

－
－

57
〃

58
〃

10
6

10
6

2,
70
1,
40
2

1
15
,2
19

1
15
,2
19

－
－

－
－

1
13
,7
93

1
13
,7
93

－
－

58
〃

59
〃

12
4

12
3

3,
12
8,
74
1

2
42
,0
94

2
42
,0
94

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

59
〃

60
〃

1,
19
5

1,
19
4

30
,2
10
,8
24

－
－

－
－

－
－

－
－

21
34
1,
50
3

－
－

21
34
1,
50
3

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

5
5

35
,7
66

4
4,
14
6

－
－

－
－

4
4,
14
6

－
－

－
－

－
－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

6
6

78
,3
88

4
8,
19
6

1
2,
30
4

－
－

3
5,
89
2

－
－

－
－

－
－
65

歳
以

上

合
計

2,
07
3

1,
99
6

43
,8
32
,8
45

32
6

1,
64
8,
06
4

29
4

1,
62
3,
79
3

－
－

32
24
,2
71

34
48
4,
69
9

3
44
,2
79

31
44
0,
42
0

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

21
,1
45

－
21
,9
60

－
5,
05
5

－
5,
52
3

－
－

－
75
8

－
14
,2
56

－
14
,7
60

－
14
,2
07
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

2
2

3,
83
9

2
3,
83
9

2
3,
83
9

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

10
9

27
,8
82

7
15
,9
00

7
15
,9
00

－
－

－
－

2
11
,9
82

－
－

2
11
,9
82
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

8
8

44
,7
52

7
38
,3
37

6
27
,3
94

－
－

1
10
,9
43

1
6,
41
5

－
－

1
6,
41
5
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

11
11

87
,2
30

8
55
,1
29

8
55
,1
29

－
－

－
－

3
32
,1
01

1
11
,9
02

2
20
,1
99
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

9
8

97
,1
21

5
42
,2
67

5
42
,2
67

－
－

－
－

1
11
,5
93

－
－

1
11
,5
93
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
13

12
11
3,
64
7

8
48
,5
99

8
48
,5
99

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

2
2

28
,1
67

1
5,
03
4

1
5,
03
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

54
歳

55
〃

9
9

16
5,
06
7

2
24
,3
15

2
24
,3
15

－
－

－
－

1
10
,1
20

1
10
,1
20

－
－

55
〃

56
〃

6
5

59
,9
12

1
7,
37
3

1
7,
37
3

－
－

－
－

3
36
,9
28

3
36
,9
28

－
－

56
〃

57
〃

9
9

13
8,
59
2

2
20
,2
73

2
20
,2
73

－
－

－
－

3
35
,6
80

3
35
,6
80

－
－

57
〃

58
〃

13
13

25
3,
01
8

1
17
,9
50

1
17
,9
50

－
－

－
－

2
24
,8
87

2
24
,8
87

－
－

58
〃

59
〃

16
16

31
5,
37
5

－
－

－
－

－
－

－
－

3
40
,2
05

2
27
,2
21

1
12
,9
84

59
〃

60
〃

44
7

44
7

8,
32
4,
38
3

3
73
,7
12

－
－

－
－

3
73
,7
12

11
8

1,
53
6,
37
8

1
11
,6
19

11
7

1,
52
4,
75
9

60
〃

61
歳
以
上

65
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
61
歳
以
上

65
歳
未
満

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
65

歳
以

上

合
計

55
5

55
1

9,
65
8,
98
5

47
35
2,
72
8

43
26
8,
07
3

－
－

4
84
,6
55

13
7

1,
74
6,
28
9

13
15
8,
35
7

12
4

1,
58
7,
93
2

合
計

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

17
,4
04

－
17
,5
30

－
7,
50
5

－
6,
23
4

－
－

－
21
,1
64

－
12
,7
47

－
12
,1
81

－
12
,8
06
１
人
当
た
り
平
均
手
当
額
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑹
特
別
区
―
４

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

一 般 職 員 の う ち 一 般 行 政 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

5
1

1
3

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

20
－

1
19

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

12
－

－
12

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

8
－

2
6

－
－

40
〃

45
〃

2
26
,3
90

－
－

2
26
,3
90

－
－

7
－

－
7

－
－

45
〃

50
〃

3
62
,0
84

2
45
,5
31

1
16
,5
53

－
－

12
－

－
12

1
－

50
〃

52
〃

33
78
6,
31
4

32
76
4,
50
4

1
21
,8
10

－
－

2
－

－
2

－
－

52
〃

54
〃

44
1,
12
0,
77
2

37
96
1,
99
1

7
15
8,
78
1

－
－

3
1

－
2

－
3

54
歳

26
65
0,
96
6

23
58
4,
53
2

3
66
,4
34

－
－

2
－

1
1

－
－

55
〃

29
75
5,
22
4

26
68
0,
69
8

3
74
,5
26

－
－

1
1

－
－

1
1

56
〃

43
1,
12
7,
37
5

41
1,
07
8,
34
2

2
49
,0
33

－
－

1
－

－
1

－
5

57
〃

55
1,
44
0,
78
7

53
1,
39
3,
41
2

2
47
,3
75

－
－

2
－

－
2

－
11

58
〃

10
4

2,
67
2,
39
0

10
0

2,
57
5,
87
9

4
96
,5
11

－
－

－
－

－
－

－
17

59
〃

12
1

3,
08
6,
64
7

11
8

3,
03
7,
09
3

3
49
,5
54

－
－

1
1

－
－

1
26

60
〃

1,
17
3

29
,8
69
,3
21

5
13
2,
10
8

1,
16
8

29
,7
37
,2
13

－
－

1
－

－
1

－
18
0

61
歳
以
上

65
歳
未
満

1
31
,6
20

－
－

1
31
,6
20

－
－

－
－

－
－

－
1

65
歳

以
上

2
70
,1
92

－
－

2
70
,1
92

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

1,
63
6

41
,7
00
,0
82

43
7

11
,2
54
,0
90

1,
19
9

30
,4
45
,9
92

－
－

77
4

5
68

3
24
4

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
25
,4
89

－
25
,7
53

－
25
,3
93

－
－

－
－

－
－

－
－

一 般 職 員 の う ち 技 能 労 務 職 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

20
歳
以
上

25
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

25
〃

30
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

30
〃

35
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

35
〃

40
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

45
〃

50
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

50
〃

52
〃

2
43
,2
61

2
43
,2
61

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

52
〃

54
〃

4
65
,0
48

3
59
,8
63

1
5,
18
5

－
－

1
－

－
1

－
－

54
歳

1
23
,1
33

1
23
,1
33

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

55
〃

6
13
0,
63
2

5
11
1,
24
4

1
19
,3
88

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

1
15
,6
11

1
15
,6
11

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

57
〃

4
82
,6
39

4
82
,6
39

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

58
〃

10
21
0,
18
1

8
17
4,
60
9

2
35
,5
72

－
－

－
－

－
－

－
－

59
〃

13
27
5,
17
0

11
23
0,
67
2

2
44
,4
98

－
－

－
－

－
－

－
－

60
〃

32
6

6,
71
4,
29
3

－
－

32
6

6,
71
4,
29
3

－
－

－
－

－
－

－
24

61
歳
以
上

65
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

36
7

7,
55
9,
96
8

35
74
1,
03
2

33
2

6,
81
8,
93
6

－
－

4
－

－
4

－
24

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
20
,5
99

－
21
,1
72

－
20
,5
39

－
－

－
－

－
－

－
－
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第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額



⑹
特
別
区
―
５

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

24
．
4．
1～

25
．
3．
31

退
職
者
数

合
計

（
ロ
＋
ノ
）

退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
た

職
員
合
計

（
ニ
～
ヰ
の
計
）

自
己
都
合
の
退
職
等
（
条
例
(案
)
第
３
条
)

11
年
以
上
25
年
未
満
勤
続
後
の
定
年
退
職
等
（
条
例
(案
)第
４
条
)

区
分

計
（
ヘ
～
ル
の
計
）

自
己
都
合

11
年
未
満
の
勧
奨

定
年
退
職
・
そ
の
他

計
（
カ
～
レ
の
計
）

勤
続
11
～
25
年
未
満

の
勧

奨
定
年
退
職
・

そ
の

他

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

イ
ロ

ハ
ニ

ホ
ヘ

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

ワ
カ

ヨ
タ

レ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
歳

未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
20

歳
未

満
⎫ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎬ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎭教 育 公 務 員

20
歳
以
上

25
歳
未
満

2
2

41
1

2
41
1

2
41
1

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
20
歳
以
上

25
歳
未
満

25
〃

30
〃

18
16

15
,3
60

15
15
,1
12

13
14
,7
14

－
－

2
39
8

1
24
8

－
－

1
24
8
25

〃
30

〃

30
〃

35
〃

9
8

5,
42
3

8
5,
42
3

5
4,
61
3

－
－

3
81
0

－
－

－
－

－
－
30

〃
35

〃

35
〃

40
〃

10
8

7,
68
3

8
7,
68
3

4
6,
45
5

－
－

4
1,
22
8

－
－

－
－

－
－
35

〃
40

〃

40
〃

45
〃

10
8

7,
49
9

8
7,
49
9

5
6,
57
2

－
－

3
92
7

－
－

－
－

－
－
40

〃
45

〃

45
〃

50
〃

23
16

24
,7
98

16
24
,7
98

4
20
,7
85

－
－

12
4,
01
3

－
－

－
－

－
－
45

〃
50

〃

50
〃

52
〃

10
8

56
,5
61

6
1,
84
8

3
92
7

－
－

3
92
1

1
26
,4
91

1
26
,4
91

－
－
50

〃
52

〃
52

〃
54

〃
7

6
26
,8
57

5
1,
54
5

3
92
7

－
－

2
61
8

1
25
,3
12

1
25
,3
12

－
－
52

〃
54

〃
54
歳

2
1

26
,5
09

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

54
歳

55
〃

4
3

43
,3
86

1
30
9

－
－

－
－

1
30
9

1
17
,2
35

1
17
,2
35

－
－

55
〃

56
〃

3
2

58
,4
80

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

56
〃

57
〃

4
4

29
,1
76

3
1,
23
6

－
－

－
－

3
1,
23
6

－
－

－
－

－
－

57
〃

58
〃

1
1

28
,6
57

－
－

－
－

－
－

－
－

1
28
,6
57

1
28
,6
57

－
－

58
〃

59
〃

2
2

26
,6
40

1
30
9

－
－

－
－

1
30
9

－
－

－
－

－
－

59
〃

60
〃

13
13

35
2,
87
6

－
－

－
－

－
－

－
－

1
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－
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－
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－
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6
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39
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－
－
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10
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6
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2
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－
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8

－
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6

－
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1

－
－

－
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7

－
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⑹
特
別
区
―
６

（
単
位
：
人
・
千
円
）

区
分

25
年
以
上
勤
続
定
年
・
整
理
退
職
等
（
条
例
(案
)第
５
条
)

昭
和
37
年
改
正
条
例
(案
)

附
則
第
５
項
の
適
用
者

手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
者

手
当
の

一
部
の
支

給
制
限
規

定
該
当
者

手
当
の

基
本
額
の

最
高
限
度

制
限
規
定

該
当
者

計
（
ネ
～
ム
の
計
）

25
年
以
上
勤
続
勧
奨

定
年
退
職
・

そ
の

他
計

(オ
～ヤ
の計
)

支
給
制
限

規
定
該
当
者

(条例
(案
)第
８条

(第
２
項
を

除
く)
)

在
職
期

間
６
月
未

満
の
者

在
職
期

間
の
通
算

に
よ
る
者

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

人
員

手
当
総
額

ソ
ツ

ネ
ナ

ラ
ム

ウ
ヰ

ノ
オ

ク
ヤ

マ
ケ

教 育 公 務 員

⎧ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎨ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ⎩20
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－
－
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－
2

－
－

40
〃

45
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

2
－

1
1

－
－

45
〃

50
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

7
－

－
7

－
－

50
〃

52
〃

1
28
,2
22

1
28
,2
22

－
－

－
－

2
－

1
1

－
－

52
〃

54
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

1
－

1
－

－
－

54
歳

1
26
,5
09

1
26
,5
09

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

55
〃

1
25
,8
42

1
25
,8
42

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

56
〃

2
58
,4
80

2
58
,4
80

－
－

－
－

1
－

－
1

－
－

57
〃

1
27
,9
40

1
27
,9
40

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

58
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

59
〃

1
26
,3
31

1
26
,3
31

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

60
〃

12
32
6,
69
8

－
－

12
32
6,
69
8

－
－

－
－

－
－

－
2

61
歳
以
上

65
歳
未
満

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

65
歳

以
上

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

合
計

19
52
0,
02
2

7
19
3,
32
4

12
32
6,
69
8

－
－

20
－

3
17

－
2

１
人
当
た
り
平
均
手
当
額

－
27
,3
70

－
27
,6
18

－
27
,2
25

－
－

－
－

－
－

－
－

― 3 9 8 ―

第
15
表
団
体
区
分
別
，
職
員
区
分
別
，
退
職
事
由
別
，
年
齢
別
退
職
者
数
及
び
退
職
手
当
額


	h25第14表
	第14表(1)都道府県.pdf
	第14表(2).pdf
	第14表(3)(4).pdf

	h25第15表


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


